
（資料） 
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事務取扱解除

36 34 次長：専任化

名称変更

廃止

新設 R9.3期限担当課長（会計事務のＤＸ推
進・事務改善等）

区会計管理者
<兼>⑯
※区役所区政部総務課長が兼
務

区会計管理者
<兼>⑯
※区役所区政部総務課長が兼
務

課長補佐（出納） 課長補佐（出納）

課長補佐（審査）③ 課長補佐（審査）③

担当課長（出納） 担当課長（出納）

課長補佐（システム） 課長補佐（システム）

 課長補佐（収入業務に係る総
 合調整）

課長補佐（ＤＸの推進） 課長補佐（ＤＸの推進）

38
会計課
課長<事取>

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（調査） 課長補佐（企画・検査）

次長
・防災危機管理
局担当部長(危
機管理に係る連
絡調整)を兼務
・会計室会計課
長を事務取扱

課長：事務取扱化
会計室次長が事務取扱

会計室
現行 改正案 備考

会計管理者
・会計室長に充
てる
 ・会計室次長を
 事務取扱

会計管理者
会計室長に充て
る

会計室
室長<充>

38 次長
 <事取>

会計課
課長
 防災危機管理局担当課長(危機
 管理に係る連絡調整)を兼務

会計室
室長<充>

会計室1
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59 10 62 10

12 14

延長（R9.3期限）

新設（R10.3期限）

6 6

担当課長（想定最大規模災害対
策推進）
<兼>②<併>②

担当課長（想定最大規模災害対
策推進）
<兼>②<併>②

担当部長
（危機管理に係
る連絡調整）
<兼><併>②

担当課長（危機管理に係る連絡
調整）
<兼>㉗<併>⑥

担当部長
（危機管理に係
る連絡調整）
<兼>②<併>②

担当課長（危機管理に係る連絡
調整）
<兼>㉖<併>⑥

担当部長：
①兼務組織の拡充
会計室次長が兼務

担当課長：
①兼務組織の縮小
会計室会計課長が兼務

担当部長
（想定最大規模
災害対策推進）
<兼>

想定最大規模災害対策推進課
課長

担当部長
（想定最大規模
災害対策推進）
<兼>

想定最大規模災害対策推進課
課長

課長補佐（想定最大規模災害対
策推進）②

課長補佐（想定最大規模災害対
策推進）②

担当課長（防災啓発・人材育成
等）

担当課長（防災啓発・人材育成
等）

防災企画課
課長

防災企画課
課長

課長補佐（防災企画統括） 課長補佐（防災企画統括）

課長補佐（防災企画） 課長補佐（防災企画）

課長補佐（風水害対策） 課長補佐（風水害対策）

課長補佐（防災啓発・人材育
成）

課長補佐（防災啓発・人材育
成）

課長補佐（港防災センターの
整備）

次長
防災危機管理局
担当部長(想定最
大規模災害対策
推進)を兼務

総務課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（経理）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（経理）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

64防災危機管理
局
局長

61
次長
防災危機管理局
担当部長(想定最
大規模災害対策
推進)を兼務

総務課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

防災危機管理
局
局長

防災危機管理局
現行 改正案 備考

防災危機管理局1



15 15

延長（R9.3期限）

11 11

延長（R9.3期限）

延長（R9.3期限）

課長補佐（災害対策に係る地域
活動の推進）<兼>⑯

課長補佐（災害対策に係る地域
活動の推進）<兼>⑯

課長補佐（要配慮者対策） 課長補佐（要配慮者対策）

課長補佐（地域防災） 課長補佐（地域防災）

課長補佐（住民支援） 課長補佐（住民支援）

課長補佐（住民支援）
消防局総務課課長補佐(災害対
応に係る連絡調整)を併任

課長補佐（住民支援）
消防局総務課課長補佐(災害対
応に係る連絡調整)を併任

担当課長（初動対応）
<併>③

担当課長（初動対応）
<併>③

担当課長（災害時保健医療体制
の強化に係る調整）
<兼>

担当課長（災害時保健医療体制
の強化に係る調整）
<兼>

地域防災課
課長

地域防災課
課長

課長補佐（災害時保健医療体制
の強化に係る調整）<兼>

課長補佐（災害時保健医療体制
の強化に係る調整）<兼>

担当課長（危機対策に係る総合
調整）

担当課長（危機対策に係る総合
調整）

担当課長（危機管理・広域連
携）

担当課長（危機管理・広域連
携）

課長補佐（防災ＤＸの推進）
消防局総務課課長補佐(災害対
応に係る連絡調整)を併任

課長補佐（防災ＤＸの推進）
消防局総務課課長補佐(災害対
応に係る連絡調整)を併任

課長補佐（危機管理） 課長補佐（危機管理）

課長補佐（広域連携） 課長補佐（広域連携）

担当部長
（危機対策・危
機管理）
消防局担当部長
(災害対応に係る
連絡調整)を併任

危機対策課
課長
消防局総務部担当課長(災害対
応に係る連絡調整)を併任

担当部長
（危機対策・危
機管理）
消防局担当部長
(災害対応に係る
連絡調整)を併任

危機対策課
課長
消防局総務部担当課長(災害対
応に係る連絡調整)を併任

課長補佐（危機対策）
消防局総務課課長補佐(災害対
応に係る連絡調整)を併任

課長補佐（危機対策）
消防局総務課課長補佐(災害対
応に係る連絡調整)を併任

防災危機管理局2



担当課長（要配慮者対策） 担当課長（要配慮者対策）

防災危機管理局3
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21 20

20 19

廃止

新設（経常）

44 次長
・防災危機管理
局担当部長(危機
管理に係る連絡
調整)を兼務
・市長室秘書課
長を事務取扱

秘書課
課長<事取>

課長補佐（広報） 課長補佐（広報）

市長室
室長

42 次長
・防災危機管理
局担当部長(危機
管理に係る連絡
調整)を兼務
・市長室秘書課
長を事務取扱

秘書課
課長<事取>

課長補佐（庶務）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（庶務）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（秘書統括） 課長補佐（秘書統括）

課長補佐（報道） 課長補佐（報道）

 課長補佐（ＤＸ広報の推進）

担当課長（秘書事務に係る特命
事項の処理）

課長補佐（ソーシャルメディア
等に係る企画調整）

広報課
課長

広報課
課長

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（秘書）④ 課長補佐（秘書）④

課長補佐（秘書事務に係る特命
事項の処理）

課長補佐（秘書事務に係る特命
事項の処理）

担当課長（秘書事務に係る特命
事項の処理）

市長室
現行 改正案 備考

市長室
室長

市長室1
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27 27

75 12 76 12

17 17

総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を兼務

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（経理） 課長補佐（経理）

課長補佐（庁舎管理） 課長補佐（庁舎管理）

課長補佐（庁舎長寿命化） 課長補佐（庁舎長寿命化）

担当課長（治安に係る特命事項
の処理）
<併>②

担当課長（治安に係る特命事項
の処理）
<併>②

担当課長（組織定員） 担当課長（組織定員）

課長補佐（文書事務ＤＸの推
進）

課長補佐（文書事務ＤＸの推
進）

課長補佐（法規） 課長補佐（法規）

課長補佐（訟務）

担当課長（行政改革）
<兼>④

行政ＤＸ推進部
部長

行政改革推進課
課長

行政ＤＸ推進部
部長

行政改革推進課
課長

課長補佐（行政改革推進統括） 課長補佐（行政改革推進統括）

課長補佐（業務改革）<兼> 課長補佐（業務改革）<兼>

課長補佐（行政改革）<兼> 課長補佐（行政改革）<兼>

課長補佐（行政改革推進） 課長補佐（行政改革推進）

課長補佐（組織定員） 課長補佐（組織定員）

課長補佐（業務改革） 課長補佐（業務改革）

課長補佐（行政不服審査）

総務局

課長補佐（訟務）

担当課長（行政改革）
<兼>④

法制課
課長

課長補佐（行政不服審査）

現行 改正案 備考

総務局
局長

549
総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を兼務

総務局
局長

621

法制課
課長

課長補佐（文書） 課長補佐（文書）

総務局1



37 38

②延長（R9.3期限）

廃止

新設（R9.3期限）

延長（R9.3期限）

延長（R9.3期限）

6 6

70 20 75 20

課長補佐（情報基盤） 課長補佐（情報基盤）

課長補佐（システム標準化）②

課長補佐（ＤＸの推進）
総務局行政改革推進課課長補
佐(業務改革)を兼務

課長補佐（ＤＸの推進）
総務局行政改革推進課課長補
佐(業務改革)を兼務

課長補佐（ＤＸの推進）
健康福祉局監査課課長補佐(Ｄ
Ｘの推進)を兼務

課長補佐（ＤＸの推進）
健康福祉局監査課課長補佐(Ｄ
Ｘの推進)を兼務

課長補佐（ＤＸの推進）
子ども青少年局企画経理課課
長補佐(ＤＸの推進)を兼務

課長補佐（ＤＸの推進）
子ども青少年局企画経理課課
長補佐(ＤＸの推進)を兼務

課長補佐（電子情報の保護対
策）

課長補佐（電子情報の保護対
策）

課長補佐（次期情報基盤の整
備）

課長補佐（次期情報基盤の整
備）

課長補佐（ネットワーク・セ
キュリティの最適化）

課長補佐（ＤＸの推進）② 課長補佐（ＤＸの推進）②

デジタル改革推進課
課長

デジタル改革推進課
課長

課長補佐（デジタル改革推進） 課長補佐（デジタル改革推進）

課長補佐（システム標準化）②

 課長補佐（デジタル改革に係る
 特命事項の処理）

課長補佐（ＤＸの推進）<併> 課長補佐（ＤＸの推進）<併>

担当課長（ＤＸの推進） 担当課長（ＤＸの推進）

市政資料館
館長<非特>

副館長 市政資料館
館長<非特>

副館長

副館長補佐（庶務） 副館長補佐（庶務）

課長補佐（人材確保に係る特命
事項の処理）

課長補佐（人材確保に係る特命
事項の処理）

職員部
部長

人事課
課長
総務局行政ＤＸ推進部担当課
長(行政改革)を兼務

職員部
部長

人事課
課長
総務局行政ＤＸ推進部担当課
長(行政改革)を兼務

課長補佐（調査） 課長補佐（調査）

総務局2



①兼務組織の縮小

6 9

新設（R9.3期限）

23 25

18 18

課長補佐（職員情報システムの
再構築・人事事務改善）<兼>②

課長補佐（職員情報システムの
再構築・人事事務改善）<兼>②

課長補佐（服務）<兼> 課長補佐（服務）<兼>

課長補佐（人材マネジメントの
推進）

課長補佐（人材マネジメントの
推進）

課長補佐（人材育成） 課長補佐（人材育成）

課長補佐（人材育成に係る特命
事項の処理）
<兼>③

課長補佐（人材育成に係る特命
事項の処理）
<兼>②

課長補佐（人事統括） 課長補佐（人事統括）

課長補佐（人事） 課長補佐（人事）

課長補佐（人事制度等に係る特
命事項の処理）

課長補佐（人事制度等に係る特
命事項の処理）

課長補佐（監察）
総務局人事課課長補佐(服務)
を兼務

課長補佐（監察）
総務局人事課課長補佐(服務)
を兼務

課長補佐（ハラスメント対策の
推進）

給与課
課長
総務局行政ＤＸ推進部担当課
長(行政改革)を兼務

給与課
課長
総務局行政ＤＸ推進部担当課
長(行政改革)を兼務

担当課長（人材確保・育成） 担当課長（人材確保・育成）

コンプライアンス推進課
課長

コンプライアンス推進課
課長

課長補佐（推進） 課長補佐（推進）

安全衛生課
課長

安全衛生課
課長

課長補佐（安全衛生) 課長補佐（安全衛生)

課長補佐（福利厚生） 課長補佐（福利厚生）

課長補佐（給与） 課長補佐（給与）

課長補佐（職員情報システムの
再構築・給与事務改善）②
総務局人事課課長補佐(職員情
報システムの再構築・人事事
務改善)を兼務

課長補佐（職員情報システムの
再構築・給与事務改善）②
総務局人事課課長補佐(職員情
報システムの再構築・人事事
務改善)を兼務

課長補佐（労政） 課長補佐（労政）

総務局3



44 18 45 19

6 6

18 18

21 15 27 20

課長補佐（メンタルヘルス・保
健指導）

課長補佐（メンタルヘルス・保
健指導）

担当課長（メンタルヘルス・保
健指導）

担当課長（メンタルヘルス・保
健指導）

担当局長
（企画調整）

322 企画部
部長

企画課
課長
総務局行政ＤＸ推進部担当課
長(行政改革)を兼務

担当局長
（企画調整）

388

課長補佐（調査） 課長補佐（調査）

課長補佐（企画・水に係る施策
の調整）
<兼><併>

課長補佐（企画・水に係る施策
の調整）
<兼><併>

課長補佐（シティプロモーショ
ン推進）②

課長補佐（シティプロモーショ
ン推進）②

企画部
部長

企画課
課長
総務局行政ＤＸ推進部担当課
長(行政改革)を兼務

課長補佐（企画統括） 課長補佐（企画統括）

課長補佐（企画）② 課長補佐（企画）②

課長補佐（大都市・広域行政推
進）

課長補佐（大都市・広域行政推
進）

課長補佐（広域連携推進） 課長補佐（広域連携推進）

統計課
課長

統計課
課長

担当課長（企画・水に係る施策
の調整）
<併>

担当課長（企画・水に係る施策
の調整）
<併>

担当課長（シティプロモーショ
ン推進）

担当課長（シティプロモーショ
ン推進）

大都市・広域行政推進課
課長

大都市・広域行政推進課
課長

課長補佐（統計調査） 課長補佐（統計調査）

課長補佐（解析活用） 課長補佐（解析活用）

総合調整部
部長

総合調整課
課長

総合調整部
部長

総合調整課
課長

課長補佐（調整統括） 課長補佐（調整統括）

課長補佐（調整） 課長補佐（調整）

総務局4



廃止

②拡充（R9.3期限）

①延長（R10.3期限）

新設（R9.3期限）

兼務設定

3 3

課長補佐（空港アクセス）<兼> 課長補佐（空港アクセス）<兼>

課長補佐（推進）

課長補佐（国際都市化）

担当部長：
新設 R9.3期限

担当課長：①拡充
R9.3期限

課長補佐（アジア開発銀行年次
総会に係る企画調整）
観光文化交流局ＭＩＣＥ推進
課課長補佐(ＭＩＣＥ推進に係
る特命事項の処理)を兼務

担当部長（アジ
ア開発銀行年次
総会に係る企画
調整）
観光文化交流局
観光交流部担当
部長(ＭＩＣＥ推
進に係る特命事
項の処理)を兼務

課長補佐（アジア開発銀行年次
総会に係る企画調整）③
観光文化交流局ＭＩＣＥ推進
課課長補佐(ＭＩＣＥ推進に係
る特命事項の処理)を兼務

課長補佐（調整）<兼>② 課長補佐（調整）<兼>②

 課長補佐（万博に係る企画調
 整）

課長補佐（公民連携推進に係る
企画調整）③

担当課長（公民連携推進に係る
企画調整）
総合調整部担当課長(ラリー
ジャパンに係る企画調整)を兼
務

課長補佐（空港）<兼> 課長補佐（空港）<兼>

担当部長（国際
都市化）

国際課
課長

空港対策課
課長

空港対策課
課長

課長補佐（空港） 課長補佐（空港）

課長補佐（公民連携推進に係る
企画調整）③

課長補佐（大学連携） 課長補佐（大学連携）

課長補佐（ラリージャパンに係
る企画調整）

担当課長（アジア開発銀行年次
総会に係る企画調整）
観光文化交流局観光交流部担
当課長(ＭＩＣＥ推進に係る特
命事項の処理)を兼務

担当課長（アジア開発銀行年次
総会に係る企画調整）②
観光文化交流局観光交流部担
当課長(ＭＩＣＥ推進に係る特
命事項の処理)を兼務

担当課長（公民連携推進に係る
企画調整）

兼務組織の新設
R9.3期限
総務局総合調整部担当課
長(公民連携推進に係る
企画調整)が兼務

担当部長：観光文化交流
局から移管・名称変更
経常

担当課長（ラリージャパンに係
る企画調整）
＜兼＞

課長：観光文化交流局か
ら移管・名称変更　経常

観光文化交流局から移管
（経常）

観光文化交流局から移管
・名称変更（経常）

総務局5



新設　経常

249 300

③拡充（R9.3期限）

①拡充（R9.3期限）

⑧拡充（R9.3期限）

兼務組織の新設　経常
スポーツ市民局地域振興
部担当課長(多文化共生
の推進)が兼務

兼務組織の新設
（R12.3期限）
スポーツ市民局地域振興
課課長補佐(多文化共生
の推進)が兼務

課長補佐（多文化共生の推進に
係る企画調整）<兼>

アジア・アジア
パラ競技大会推
進部
部長

256 アジア・アジアパラ競技大会推
進課
課長

アジア・アジア
パラ競技大会推
進部
部長

312 アジア・アジアパラ競技大会推
進課
課長

課長補佐（交流）

担当課長（国際都市化）

担当課長（多文化共生の推進に
係る企画調整）<兼>

担当部長（アジ
ア・アジアパラ
競技大会に係る
総合調整）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会の推進に係る特命事項
の処理）②
総務局東京事務所次長補佐(調
査)を兼務

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会の推進に係る特命事項
の処理）
総務局東京事務所次長補佐(調
査)を兼務

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る企画調整）②
・スポーツ市民局スポーツ戦
略課課長補佐(アジア・アジア
パラ競技大会に係るスポーツ
施策の調整)を兼務
・健康福祉局障害企画課課長
補佐(アジア・アジアパラ競技
大会に係る障害者施策の調整)
を兼務

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る企画調整）②
・スポーツ市民局スポーツ戦
略課課長補佐(アジア・アジア
パラ競技大会に係るスポーツ
施策の調整)を兼務
・健康福祉局障害企画課課長
補佐(アジア・アジアパラ競技
大会に係る障害者施策の調整)
を兼務

課長補佐（大会準備・運営に係
る連絡調整）
<兼>㉖<併>④

課長補佐（大会準備・運営に係
る連絡調整）
<兼>㉖<併>④

観光文化交流局から移管
（経常）

課長補佐（事業調整）
<兼>③

課長補佐（推進） 課長補佐（推進）

課長補佐（広報・事業調整） 課長補佐（広報・事業調整）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る連絡調整）㊲

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る連絡調整）㊵

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る連絡調整）③
消防局総務課課長補佐(アジ
ア・アジアパラ競技大会に係
る消防業務の調整)を併任

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る連絡調整）③
消防局総務課課長補佐(アジ
ア・アジアパラ競技大会に係
る消防業務の調整)を併任

担当部長（アジ
ア・アジアパラ
競技大会に係る
総合調整）

課長補佐（事業調整）⑨ 課長補佐（事業調整）⑰

課長補佐（事業調整）
<兼>③

総務局6



③拡充 R9.3期限

延長 R9.3期限

7 7

②延長（R9.3期限）

延長 R9.3期限

担当課長（名古屋競馬場跡地開
発に係る総合調整）
<兼>

担当課長（名古屋競馬場跡地開
発に係る総合調整）
<兼>

担当課長（競技会場に係る連絡
調整）
<兼>

担当課長（競技会場に係る連絡
調整）
<兼>

担当課長（瑞穂公園陸上競技場
の改築に係る連絡調整）
<兼>

担当課長（瑞穂公園陸上競技場
の改築に係る連絡調整）
<兼>

担当局長
（市立大学）
総務局市立大学
部長を事務取扱
健康福祉局担当
局長(医療政策)
を兼務

9 市立大学部
部長<事取>

市立大学課
課長

担当局長
（市立大学）
総務局市立大学
部長を事務取扱
健康福祉局担当
局長(医療政策)
を兼務

9 市立大学部
部長<事取>

市立大学課
課長

課長補佐（市立大学に係る特命
事項の処理）②
健康福祉局医療連携推進課課
長補佐(医療関係施設に係る特
命事項の処理)を兼務

課長補佐（市立大学） 課長補佐（市立大学）

担当課長（市立大学に係る特命
事項の処理）
健康福祉局健康部担当課長(医
療関係施設に係る特命事項の
処理)を兼務

担当課長（市立大学に係る特命
事項の処理）
健康福祉局健康部担当課長(医
療関係施設に係る特命事項の
処理)を兼務

担当課長（アジア・アジアパラ
競技大会に係る企画調整）
・スポーツ市民局スポーツ推
進部担当課長(アジア・アジア
パラ競技大会に係るスポーツ
施策の調整)を兼務
・健康福祉局障害福祉部担当
課長(アジア・アジアパラ競技
大会に係る障害者施策の調整)
を兼務

担当課長（アジア・アジアパラ
競技大会に係る企画調整）
・スポーツ市民局スポーツ推
進部担当課長(アジア・アジア
パラ競技大会に係るスポーツ
施策の調整)を兼務
・健康福祉局障害福祉部担当
課長(アジア・アジアパラ競技
大会に係る障害者施策の調整)
を兼務

担当課長（事業調整）⑥ 担当課長（事業調整）⑨

課長補佐（市立大学に係る特命
事項の処理）②
健康福祉局医療連携推進課課
長補佐(医療関係施設に係る特
命事項の処理)を兼務

総務局7



5 5

②兼務等組織の拡充

2 2

併任組織の新設
R9.3期限
教育委員会事務局新しい
学校づくり推進部担当課
長(学びの多様化学校・
中高一貫教育等に係る特
命事項の処理)が併任

東京事務所
所長

次長 東京事務所
所長

次長

担当部長（市立
大学病院）
<兼>

担当課長（市立大学病院）
<兼>

担当部長（市立
大学病院）
<兼>

担当課長（市立大学病院）
<兼>

長期給付係
係長（局付課長補佐）

長期給付係
係長（局付課長補佐）

次長補佐（調査） 次長補佐（調査）

次長補佐（調査）<兼>③<併> 次長補佐（調査）<兼>④<併>②

次長補佐（調整）<兼> 次長補佐（調整）<兼>

事務係
係長（局付課長補佐）

事務係
係長（局付課長補佐）

担当課長（調査）
<併>

担当課長（調査）
<併>

担当課長（調整）
<兼>

担当課長（調整）
<兼>

次長補佐（総括） 次長補佐（総括）

・アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐
(アジア・アジアパラ競
技大会の推進に係る特命
事項の処理)が兼務
・消防局職員課課長補佐
(消防大学校における教
育訓練の調査研究)が併
任

担当課長（市立大学附属学校に
係る調整）
<併>

名古屋市職員共済
組合

名古屋市職員共済
組合

（次長）
※組合職員

（次長）
※組合職員

担当部長：延長
R9.3期限

総務局8



令和8年度組織改正図

12 12

66 25 66 25

14 14

課長補佐（歳入確保に係る特命
事項の処理）

課長補佐（歳入確保に係る特命
事項の処理）

課長補佐（市債） 課長補佐（市債）

担当課長（財政健全化等）
総務局行政ＤＸ推進部担当課
長(行政改革)を兼務

担当課長（財政健全化等）
総務局行政ＤＸ推進部担当課
長(行政改革)を兼務

資金課
課長

資金課
課長

課長補佐（資金） 課長補佐（資金）

課長補佐（予算編成システムの
構築）

課長補佐（予算編成システムの
構築）

課長補佐（財政健全化等）
総務局行政改革推進課課長補
佐(行政改革)を兼務

課長補佐（財政健全化等）
総務局行政改革推進課課長補
佐(行政改革)を兼務

担当課長（財源対策） 担当課長（財源対策）

課長補佐（予算統括) 課長補佐（予算統括)

課長補佐（予算） 課長補佐（予算）

課長補佐（予算に係る企画調整
等）③

課長補佐（予算に係る企画調整
等）③

財政部
部長

財政課
課長

財政部
部長

財政課
課長

課長補佐（財政調査） 課長補佐（財政調査）

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（企画経理）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（企画経理）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

財政局
局長

1,006 総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を兼務

財政局
局長

999 総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を兼務

財政局
現行 改正案 備考

財政局1



8 8

15 15

 課長補佐（資産経営統括）　　  課長補佐（資産経営統括）　　

32 13 32 13

18 18契約課
課長

契約課
課長

課長補佐（土木契約） 課長補佐（土木契約）

課長補佐（建築契約） 課長補佐（建築契約）

課長補佐（総合評価等）
財政局契約監理課課長補佐(契
約事務の総合調整)を兼務

課長補佐（総合評価等）
財政局契約監理課課長補佐(契
約事務の総合調整)を兼務

課長補佐（物品契約） 課長補佐（物品契約）

課長補佐（契約事務の総合調
整）<兼>

課長補佐（契約事務の総合調
整）<兼>

課長補佐（電子調達システムの
再構築）

課長補佐（電子調達システムの
再構築）

担当課長（公正入札確保）
<兼>②<併>②

担当課長（公正入札確保）
<兼>②<併>②

契約部
部長

契約監理課
課長

課長補佐（審査） 課長補佐（審査）

課長補佐（改善指導） 課長補佐（改善指導）

担当局長
（契約監理）

33 契約部
部長

契約監理課
課長

担当局長
（契約監理）

33

課長補佐（資産活用） 課長補佐（資産活用）

担当課長（資産経営）
住宅都市局営繕部担当課長(ア
セットマネジメントの推進)を
兼務

担当課長（資産経営）
住宅都市局営繕部担当課長(ア
セットマネジメントの推進)を
兼務

担当課長（資産経営の推進）
<兼>⑭<併>⑤

担当課長（資産経営の推進）
<兼>⑭<併>⑤

課長補佐（用地） 課長補佐（用地）

資産経営課
課長

資産経営課
課長

課長補佐（資産経営）③ 課長補佐（資産経営）③

担当部長
（資産経営）

財産管理課
課長

担当部長
（資産経営）

財産管理課
課長

課長補佐（財産管理） 課長補佐（財産管理）

財政局2



24 19

新設（R11.3期限）

②廃止

廃止

23 23

 課長補佐（システム企画）　　  課長補佐（システム企画）　　

 課長補佐（システム管理）　　  課長補佐（システム管理）　　

19 18

 課長補佐（市民税）　　  課長補佐（市民税）　　

延長（R10.3期限）

名称変更・
延長（R13.3期限）

名称変更・
延長　R13.3期限

課長補佐（諸税） 課長補佐（諸税）

担当課長（税務事務のデジタル
化の推進・事務改善）

担当課長（システム標準化・事
務改善）

市民税課
課長

市民税課
課長

課長補佐（個人市民税に係る制
度改正等）

課長補佐（個人市民税に係る制
度改正等）

課長補佐（税務事務のデジタル
化の推進・事務改善）

課長補佐（システム標準化）

課長補佐（窓口改善の推進）
<兼>③

課長補佐（窓口改善の推進）
<兼>③

課長補佐（税務窓口のＤＸ） 課長補佐（税務窓口のＤＸ）

 担当課長（定額減税補足給付
 金）

担当課長（固定資産評価審査委
員会事務等）
固定資産評価審査委員会事務
室統括書記を併任

担当課長（固定資産評価審査委
員会事務等）
固定資産評価審査委員会事務
室統括書記を併任

税務システム推進課
課長

税務システム推進課
課長

課長補佐（税制） 課長補佐（税制）

課長補佐（不服申立て）
固定資産評価審査委員会事務
室書記を併任

課長補佐（不服申立て）
固定資産評価審査委員会事務
室書記を併任

 課長補佐（定額減税補足給付
 金）②

課長補佐（税に係る特命事項の
処理）

担当局長
（税務）

893 税務部
部長

152 税制課
課長

担当局長
（税務）

886 税務部
部長

146 税制課
課長

課長補佐（税務） 課長補佐（税務）

財政局3



26 26

16 17

40 40

課長補佐（税務窓口）③<兼>
（本陣の事務所に限る。）

課長補佐（税務窓口）③<兼>
（本陣の事務所に限る。）

課長補佐（税務窓口） <兼>
（金山の事務所に限る。）

課長補佐（税務窓口） <兼>
（金山の事務所に限る。）

課長補佐（税務窓口）④
（本陣の事務所に限る。）

課長補佐（税務窓口）④
（本陣の事務所に限る。）

課長補佐（税務窓口）②<兼>
（栄の事務所に限る。）

課長補佐（税務窓口）②<兼>
（栄の事務所に限る。）

課長補佐（税務窓口）⑥
（栄及び金山の事務所に限
る。）

課長補佐（税務窓口）⑥
（栄及び金山の事務所に限
る。）

課長補佐（窓口改善）
財政局税務システム推進課課
長補佐(窓口改善の推進)を兼
務

課長補佐（窓口改善）
財政局税務システム推進課課
長補佐(窓口改善の推進)を兼
務

所長補佐（特別徴収） 所長補佐（特別徴収）

市税事務所(3)
所長

740 管理課
課長 市税事務所(3)

所長

739 管理課
課長

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

課長補佐（債権管理に係る企画
調整)

課長補佐（債権管理に係る企画
調整)

収納管理・特別徴収事務セン
ター
所長

収納管理・特別徴収事務セン
ター
所長

所長補佐（収納管理） 所長補佐（収納管理）

課長補佐（収納対策） 課長補佐（収納対策）

課長補佐（徴収指導統括） 課長補佐（徴収指導統括）

課長補佐（徴収指導）② 課長補佐（徴収指導）②

課長補佐（土地） 課長補佐（土地）

課長補佐（家屋） 課長補佐（家屋）

収納対策課
課長

収納対策課
課長

固定資産税課
課長

固定資産税課
課長

課長補佐（資産） 課長補佐（資産）

財政局4



課長補佐（特別滞納整理統括） 課長補佐（特別滞納整理統括）

 課長補佐（特別滞納整理）  課長補佐（特別滞納整理）

課長補佐（個人市民税）② 課長補佐（個人市民税）②

課長補佐（事業所税） 課長補佐（事業所税）

課長補佐（個人市民税統括） 課長補佐（個人市民税統括）

法人課税課
課長
（栄の事務所に限る。）

法人課税課
課長
（栄の事務所に限る。）

課長補佐（法人市民税） 課長補佐（法人市民税）

担当課長（徴収）
（本陣の事務所に限る。）

担当課長（徴収）
（本陣の事務所に限る。）

特別滞納整理課
課長
（本陣の事務所に限る。）

特別滞納整理課
課長
（本陣の事務所に限る。）

市民税課
課長

市民税課
課長

課長補佐（納税） 課長補佐（納税）

課長補佐（徴収統括） 課長補佐（徴収統括）

課長補佐（徴収） 課長補佐（徴収）

担当課長（徴収） 担当課長（徴収）

市外滞納整理課
課長
（本陣の事務所に限る。）

市外滞納整理課
課長
（本陣の事務所に限る。）

課長補佐（納税統括） 課長補佐（納税統括）

課長補佐（徴収）③ 課長補佐（徴収）③

課長補佐（軽自動車税統括）
（金山の事務所に限る。）

課長補佐（軽自動車税統括）
（金山の事務所に限る。）

課長補佐（軽自動車税）
（金山の事務所に限る。）

課長補佐（軽自動車税）
（金山の事務所に限る。）

課長補佐（納税統括） 課長補佐（納税統括）

課長補佐（納税）② 課長補佐（納税）②

課長補佐（徴収統括） 課長補佐（徴収統括）

徴収課
課長

徴収課
課長

財政局5



 課長補佐（固定資産統括）  課長補佐（固定資産統括）

廃止

 課長補佐（仮換地課税）  課長補佐（仮換地課税）

新設　経常

新設（経常）

新設（経常）

栄市税事務所 栄市税事務所

管理課 管理課

徴収課 徴収課

市民税課 市民税課

法人課税課 法人課税課

固定資産税課 固定資産税課

本陣市税事務所 本陣市税事務所

管理課 管理課

徴収課 徴収課

市外滞納整理課 市外滞納整理課

特別滞納整理課 特別滞納整理課

市民税課 市民税課

固定資産税課 固定資産税課67 57

33 33

14 14

43 43

241 231

21 21

62 62

56 56

28 28

71 59

247 235

24 24

67 67

課長補佐（大規模家屋） 課長補佐（大規模家屋）

償却資産課税課
課長
（金山の事務所に限る。）

課長補佐（償却資産統括）

課長補佐（償却資産）

 課長補佐（償却資産）

固定資産評価課
課長
（金山の事務所に限る。）

固定資産評価課
課長
（金山の事務所に限る。）

課長補佐（路線価） 課長補佐（路線価）

課長補佐（土地） 課長補佐（土地）

課長補佐（家屋統括） 課長補佐（家屋統括）

課長補佐（家屋）② 課長補佐（家屋）②

固定資産税課
課長

固定資産税課
課長

課長補佐（土地統括） 課長補佐（土地統括）

財政局6



金山市税事務所 金山市税事務所

管理課 管理課

徴収課 徴収課

市民税課 市民税課

固定資産税課 固定資産税課

固定資産評価課 固定資産評価課

新設（経常）

34 34

償却資産課税課 30

72 72

50 50

72 63

252 273

23 23

財政局7



令和8年度組織改正図

12 12

75 18 81 19

兼務設定

新設（R10.3期限）

現行 改正案 備考

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（企画経理） 課長補佐（企画経理）

課長補佐（企画調整）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（企画調整）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

スポーツ市民局
局長

221 総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を兼務

スポーツ市民局
局長

221 総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を兼務

課長補佐（スマート窓口に係る
企画調整）
・スポーツ市民局住民課課長
補佐(スマート窓口の導入調
整)を兼務
・東区企画経理課課長補佐(ス
マート窓口に係る業務改革)を
兼務
・東区市民課課長補佐(スマー
ト窓口の導入調整)を兼務

課長補佐（スマート窓口に係る
企画調整）
・スポーツ市民局住民課課長
補佐(スマート窓口の導入調
整)を兼務
・中村区企画経理課課長補佐
(スマート窓口に係る業務改
革)を兼務
・中村区市民課課長補佐(ス
マート窓口の導入調整)を兼務

スポーツ市民局

課長補佐（区役所改革） 課長補佐（区役所改革）

課長補佐（区役所整備等に係る
企画調整）

課長補佐（区役所整備等に係る
企画調整）

地域振興部
部長

区政課
課長

地域振興部
部長

区政課
課長

課長補佐（区政の管理） 課長補佐（区政の管理）

課長補佐（スマート窓口に係る
企画調整）

スポーツ市民局1



兼務先変更

17 21

①拡充（R12.3期限）

観光文化交流局から移管

（R12.3期限）

建制順の変更

課長補佐（中村区役所等複合庁
舎地下連絡通路の整備）

課長補佐（中村区役所等複合庁
舎地下連絡通路の整備）

課長補佐（区役所の庁舎営繕
等）②
住宅都市局営繕課課長補佐(区
役所整備に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（区役所の庁舎営繕
等）②
住宅都市局営繕課課長補佐(区
役所整備に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（スマート窓口に係る
業務改革）
・スポーツ市民局住民課課長
補佐(スマート窓口の導入調
整)を兼務
・緑区企画経理課課長補佐(ス
マート窓口に係る業務改革)を
兼務
・緑区市民課課長補佐(スマー
ト窓口の導入調整)を兼務
・徳重支所区民生活課(スマー
ト窓口の導入調整)を兼務

地域振興課
課長

地域振興課
課長

課長補佐（地域振興） 課長補佐（地域振興）

課長補佐（地域コミュニティ） 課長補佐（地域コミュニティ）

担当課長（区役所の庁舎営繕
等）
住宅都市局営繕部担当課長(区
役所整備に係る連絡調整)を兼
務

担当課長（区役所の庁舎営繕
等）
住宅都市局営繕部担当課長(区
役所整備に係る連絡調整)を兼
務

担当課長（区役所庁舎関連施設
整備等）
住宅都市局営繕部担当課長(区
役所整備に係る連絡調整)を兼
務

担当課長（区役所庁舎関連施設
整備等）
住宅都市局営繕部担当課長(区
役所整備に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（多文化共生の推進）
総務局課長補佐（多文化共生
の推進に係る企画調整）を兼
務

課長補佐（地域コミュニティの
あり方検討）

課長補佐（地域コミュニティの
あり方検討）②

課長補佐（コミュニティセン
ターの改修）

課長補佐（コミュニティセン
ターの改修）

課長補佐（空家等対策の推進に
係る企画調整）

課長補佐（空家等対策の推進に
係る企画調整）

課長補佐（スマート窓口に係る
業務改革）
 ・東区企画経理課課長補佐(ス
 マート窓口に係る業務改革)を
 兼務
 ・中村区企画経理課課長補佐
 (スマート窓口に係る業務改
 革)を兼務
・緑区企画経理課課長補佐(ス
マート窓口に係る業務改革)を
兼務

スポーツ市民局2



新設　 R12.3期限

観光文化交流局から移管

経常

28 27

廃止

名称変更

①拡充（R9.3期限）

8 8

25 5 26 6

新設（R9.3期限）

人権施策推進部
部長
スポーツ市民局
人権施策推進部
人権施策推進課
長を事務取扱

人権施策推進部
部長
スポーツ市民局
人権施策推進部
人権施策推進課
長を事務取扱

兼務組織の新設
・スポーツ市民局区政
課課長補佐(スマート窓
口に係る企画調整)が兼
務②
・スポーツ市民局区政
課課長補佐(スマート窓
口に係る業務改革)が兼
務

担当課長（地域コミュニティの
あり方検討）

担当課長（多文化共生の推進）
総務局担当課長（多文化共生
の推進に係る企画調整）を兼
務

担当課長（空家等対策の推進に
係る企画調整等）
環境局事業部担当課長(住居の
不良堆積物対策の推進)を兼務

担当課長（空家等対策の推進に
係る企画調整等）
環境局事業部担当課長(住居の
不良堆積物対策の推進)を兼務

所長補佐（市民活動に係る協働
推進等）

住民課
課長

住民課
課長

課長補佐（戸籍・住民記録） 課長補佐（戸籍・住民記録）

課長補佐（システム） 課長補佐（システム）

課長補佐（町名表示） 課長補佐（町名表示）

課長補佐（スマート窓口の導入
調整）<兼>③

所長補佐（市民活動に係る協働
推進等）

市民活動推進センター
所長

市民活動推進センター
所長

 課長補佐（戸籍電算システム改
 修等）

課長補佐（住民記録システム再
構築）

課長補佐（住民基本台帳事務に
係るＤＸ推進）

課長補佐（個人番号カード交付
等に係る調整）
各区市民課・支所区民生活課
課長補佐(個人番号カード交付
に係る調整)を兼務

課長補佐（個人番号カード交付
等に係る調整）②
各区市民課・支所区民生活課
課長補佐(個人番号カード交付
に係る調整)を兼務

所長補佐（市民活動） 所長補佐（市民活動）

人権施策推進課
課長<事取>

人権施策推進課
課長<事取>

課長補佐（人権企画） 課長補佐（人権企画）

課長補佐（調整） 課長補佐（調整）

課長補佐（新たな人権擁護
体制の整備等）

スポーツ市民局3



名称変更

6 6

11 11

西文化センター 5 西文化センター 5

中文化センター 6 中文化センター 6

57 13 57 13

文化センター(2)
館長

文化センター(2)
館長

館長補佐（事業） 館長補佐（事業）

なごや人権啓発センター
所長

なごや人権啓発センター
所長

担当課長（同和問題等） 担当課長（部落差別の解消等）

担当課長（新たな人権施策に係
る企画調整）

担当課長（新たな人権施策に係
る企画調整）

（社会福祉法第２条第３項第11
号に規定する隣保事業）

（社会福祉法第２条第３項第11
号に規定する隣保事業）

所長補佐（事業） 所長補佐（事業）

所長補佐（研修・相談） 所長補佐（研修・相談）

課長補佐（客引き行為等対策の
推進)

課長補佐（客引き行為等対策の
推進)

課長補佐（生活安全推進） 課長補佐（生活安全推進）

課長補佐（交通安全推進） 課長補佐（交通安全推進）

市民生活部
部長

地域安全推進課
課長

市民生活部
部長

地域安全推進課
課長

課長補佐（地域安全推進） 課長補佐（地域安全推進）

担当課長（安心・安全で快適な
まちづくりの推進）
<兼>⑦<併>②

担当課長（安心・安全で快適な
まちづくりの推進）
<兼>⑦<併>②

担当課長（生活安全対策に係る
連絡調整）
<併>

担当課長（生活安全対策に係る
連絡調整）
<併>

担当課長（交通安全対策に係る
連絡調整）
<併>

担当課長（交通安全対策に係る
連絡調整）
<併>

スポーツ市民局4



10 10

13 13

13 13

7 7

51 11 51 11

延長（R9.3期限）

延長　R9.3期限

広聴課
課長

広聴課
課長

課長補佐（広聴統括） 課長補佐（広聴統括）

課長補佐（広聴） 課長補佐（広聴）

課長補佐（個人情報保護） 課長補佐（個人情報保護）

消費生活課
課長

消費生活課
課長

課長補佐（消費生活） 課長補佐（消費生活）

市政情報課
課長

市政情報課
課長

課長補佐（市政情報） 課長補佐（市政情報）

課長補佐（情報公開） 課長補佐（情報公開）

スポーツ推進部
部長

スポーツ振興課
課長

スポーツ推進部
部長

スポーツ振興課
課長

課長補佐（スポーツ振興） 課長補佐（スポーツ振興）

課長補佐（消費者教育・啓発） 課長補佐（消費者教育・啓発）

課長補佐（相談） 課長補佐（相談）

男女平等参画推進課
課長

男女平等参画推進課
課長

課長補佐（障害者スポーツ）
健康福祉局障害企画課課長補
佐(障害者スポーツに係る調
整)を兼務

課長補佐（障害者スポーツ）
健康福祉局障害企画課課長補
佐(障害者スポーツに係る調
整)を兼務

課長補佐（新たな障害者スポー
ツセンターの整備等）

課長補佐（新たな障害者スポー
ツセンターの整備等）

課長補佐（スポーツ医・科学等
に係る企画調整）

課長補佐（スポーツ医・科学等
に係る企画調整）

課長補佐（男女平等参画推進）② 課長補佐（男女平等参画推進）②

課長補佐（相談） 課長補佐（相談）

担当課長（スポーツ医・科学等
に係る企画調整）

担当課長（スポーツ医・科学等
に係る企画調整）

スポーツ市民局5



24 25

①延長（R9.3期限）

②延長（R9.3期限）

②延長（R8.11期限）

新設（R10.3期限）

延長　R9.3期限

延長　R8.11期限

11 10

 課長補佐（スポーツ環境整備） 廃止

課長補佐（スポーツ施設の管理
等合理化）

課長補佐（スポーツ施設の管理
等合理化）

課長補佐（瑞穂公園陸上競技場
の改築）②

課長補佐（瑞穂公園整備推進）
②

課長補佐（瑞穂公園整備推進）
②

課長補佐（瑞穂公園陸上競技場
の改築）②

担当課長（瑞穂公園陸上競技場
の改築）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進部担当課長(瑞穂公
園陸上競技場の改築に係る連
絡調整)を兼務

スポーツ施設課
課長
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進部担当課長(競技会
場に係る連絡調整)を兼務

スポーツ施設課
課長
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進部担当課長(競技会
場に係る連絡調整)を兼務

課長補佐（スポーツ施設） 課長補佐（スポーツ施設）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会によるスポーツ機運醸
成）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会によるスポーツ機運醸
成）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会等に係る特命事項の処
理）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会等に係る特命事項の処
理）

スポーツ戦略課
課長

スポーツ戦略課
課長

課長補佐（スポーツ戦略） 課長補佐（スポーツ戦略）

課長補佐（スポーツプロモー
ションの推進）

課長補佐（スポーツプロモー
ションの推進）

課長補佐（スポーツ施設の活
用）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る施設整備等）②

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る施設整備等）②

担当課長（瑞穂公園陸上競技場
の改築）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進部担当課長(瑞穂公園
陸上競技場の改築に係る連絡
調整)を兼務

担当課長（アジア・アジアパラ
競技大会に係る施設整備等）

担当課長（アジア・アジアパラ
競技大会に係る施設整備等）

スポーツ市民局6



担当課長（アジア・アジアパラ
競技大会に係るスポーツ施策の
調整）
<兼>

担当課長（アジア・アジアパラ
競技大会に係るスポーツ施策の
調整）
<兼>

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係るスポーツ施策の
調整）<兼>②

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係るスポーツ施策の
調整）<兼>②

担当課長（アジア・アジアパラ
競技大会によるスポーツ機運醸
成）

担当課長（アジア・アジアパラ
競技大会によるスポーツ機運醸
成）

スポーツ市民局7



令和8年度組織改正図

13 13

38 14 39 15

新設（R9.3期限）

延長　R9.3期限

8 8

13 13

経済局
局長

267 総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を兼務

経済局
局長

274 総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を兼務

経済局
現行 改正案 備考

産業労働部
部長

産業企画課
課長

産業労働部
部長

産業企画課
課長

課長補佐（産業企画） 課長補佐（産業企画）

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

課長補佐（経理） 課長補佐（経理）

担当課長（産業振興に係る特命
事項の処理）

担当課長（産業振興に係る特命
事項の処理）

労働企画課
課長

労働企画課
課長

課長補佐（労働企画） 課長補佐（労働企画）

課長補佐（企画・クリエイティ
ブ産業振興）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（企画・クリエイティ
ブ産業振興）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（海外産業交流に係る
企画調整）
経済局産業立地交流課課長補
佐(海外産業交流に係る特命事
項の処理)を兼務

課長補佐（産業統計活用推進） 課長補佐（産業統計活用推進）

課長補佐（計量検査） 課長補佐（計量検査）

課長補佐（労働福祉） 課長補佐（労働福祉）

中小企業振興課
課長

中小企業振興課
課長

課長補佐（経営支援） 課長補佐（経営支援）

課長補佐（金融） 課長補佐（金融）

経済局1



95 20 96 22

延長（R9.3期限）

延長　R9.3期限

9 9

新設（経常）

廃止

廃止

20 9 20 9

10 10

課長補佐（本場整備） 課長補佐（本場整備）

課長補佐（業務） 課長補佐（業務）

施設課
課長

施設課
課長

課長補佐（施設） 課長補佐（施設）

 課長補佐（市場整備推進）

 担当課長（市場整備推進）
 ・経済局中央卸売市場本場担
 当課長(本場整備)を兼務
 ・経済局中央卸売市場北部市
 場担当課長(北部市場整備)を
 兼務

中央卸売市場
本場
場長

管理課
課長

中央卸売市場
本場
場長

管理課
課長

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

市場流通課
課長

市場流通課
課長

課長補佐（市場流通） 課長補佐（市場流通）

課長補佐（市場経営に係る調
整）

課長補佐（検査） 課長補佐（検査）

課長補佐（プレミアム付商品
券）

課長補佐（プレミアム付商品
券）

担当課長（大店立地） 担当課長（大店立地）

担当課長（プレミアム付商品
券）

担当課長（プレミアム付商品
券）

課長補佐（地域商業推進） 課長補佐（地域商業推進）

課長補佐（小売市場） 課長補佐（小売市場）

課長補佐（大店立地） 課長補佐（大店立地）

担当課長（金融等） 担当課長（金融等）

商業・流通部
部長

地域商業課
課長

商業・流通部
部長

地域商業課
課長

課長補佐（地域商業企画） 課長補佐（地域商業企画）

経済局2



廃止

18 9 18 9

8 8

廃止

24 22 24 22

31 12 36 12

課長補佐（産業技術支援） 課長補佐（産業技術支援）

課長補佐（水素エネルギーに
係る企画調整）

課長補佐（水素エネルギーに
係る企画調整）

担当部長
（産業技術・技
術革新支援）
<兼>

担当課長（産業技術支援）
<兼>

担当部長
（産業技術・技
術革新支援）
<兼>

担当課長（産業技術支援）
<兼>

担当課長（施設長寿命化
の推進）

担当課長（施設長寿命化
の推進）

イノベーション
推進部
部長

次世代産業振興課
課長

イノベーション
推進部
部長

次世代産業振興課
課長

課長補佐（次世代産業振興） 課長補佐（次世代産業振興）

課長補佐（衛生） 課長補佐（衛生）

課長補佐（施設） 課長補佐（施設）

課長補佐（施設長寿命化の推
進）

課長補佐（施設長寿命化の推
進）

課長補佐（北部市場整備） 課長補佐（北部市場整備）

 担当課長（北部市場整備）
 <兼>

中央卸売市場
南部市場
場長

管理課
課長

中央卸売市場
南部市場
場長

管理課
課長

課長補佐（業務） 課長補佐（業務）

課長補佐（業務） 課長補佐（業務）

施設課
課長

施設課
課長

課長補佐（施設） 課長補佐（施設）

 担当課長（本場整備）
 <兼>

中央卸売市場
北部市場
場長

管理課
課長

中央卸売市場
北部市場
場長

管理課
課長

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

経済局3



8 10

①縮小

 

延長（R10.3期限）

延長　R10.3期限

8 10

担当課長（企業誘致に係る特
命事項の処理）
・総務局東京事務所担当課長
(調整)を兼務
・観光文化交流局観光交流部
担当課長(都市魅力の発信に係
る特命事項の処理)を兼務

担当課長（企業誘致に係る特
命事項の処理）
・総務局東京事務所担当課長
(調整)を兼務
・観光文化交流局観光交流部
担当課長(都市魅力の発信に係
る特命事項の処理)を兼務

課長補佐（海外産業交流） 課長補佐（海外産業交流）

課長補佐（海外産業交流に係
る特命事項の処理）<兼>

課長補佐（企業誘致に係る特
命事項の処理）
総務局東京事務所次長補佐(調
整)を兼務

課長補佐（企業誘致に係る特
命事項の処理）
総務局東京事務所次長補佐(調
整)を兼務

担当課長（起業家人材育成） 担当課長（起業家人材育成）

産業立地交流課
課長

産業立地交流課
課長

課長補佐（産業立地交流） 課長補佐（産業立地交流）

新設（R9.3期限）
経済局産業企画課課長
補佐(海外産業交流に係
る企画調整)が兼務

課長補佐（スタートアップ支
援に係る企画調整）

課長補佐（スタートアップ支
援に係る企画調整）

課長補佐（スタートアップ支
援に係る特命事項の処理）②
総務局人事課課長補佐(人材育
成に係る特命事項の処理)を兼
務

課長補佐（スタートアップ支
援に係る特命事項の処理）
総務局人事課課長補佐(人材育
成に係る特命事項の処理)を兼
務

課長補佐（スタートアップ支
援に係る特命事項の処理）

課長補佐（スタートアップ支
援に係る特命事項の処理）

担当課長（技術革新支援）
<兼>

担当課長（技術革新支援）
<兼>

スタートアップ支援課
課長

スタートアップ支援課
課長

課長補佐（スタートアップ支援） 課長補佐（スタートアップ支援）

経済局4



88 7 88 7 副所長：事務取扱解除

課長：専任化

課長補佐（事務） 課長補佐（事務）<事取>

9 9

兼務組織の名称変更

35 9 35 9

8 8

9 9

8 8

32 8 32 8

8 8

材料技術部
部長

金属材料研究室
室長

材料技術部
部長

金属材料研究室
室長

表面技術研究室
室長

表面技術研究室
室長

生産システム研究室
室長

生産システム研究室
室長

情報・電子技術研究室
室長

情報・電子技術研究室
室長

計測技術研究室
室長

計測技術研究室
室長

担当課長（先進技術支援）
経済局イノベーション推進部
担当課長(技術革新支援)を兼
務

担当課長（先進技術支援）
経済局イノベーション推進部
担当課長(技術革新支援)を兼
務

システム技術部
部長

製品技術研究室
室長

システム技術部
部長

製品技術研究室
室長

支援総括課
課長

支援総括課
課長

担当課長（技術支援） 担当課長（技術支援）

担当部長
（技術連携等の
総合調整）
経済局担当部長
(産業技術・技
術革新支援)を
兼務

担当課長（共同研究等の企
画調整）
・経済局イノベーション推進
部担当課長(産業技術支援)を
兼務
・観光文化交流局名古屋城総
合事務所担当課長(木造天守閣
昇降技術開発支援)を兼務

担当部長
（技術連携等の
総合調整）
経済局担当部長
(産業技術・技
術革新支援)を
兼務

担当課長（共同研究等の企
画調整）
・経済局イノベーション推進
部担当課長(産業技術支援)を
兼務
・観光文化交流局名古屋城総
合事務所担当課長(昇降技術開
発支援)を兼務

事務取扱化
工業研究所総務課長が
事務取扱

工業研究所
所長

89 副所長
工業研究所総務
課長を事務取扱

総務課
課長
＜事取＞

工業研究所
所長

89 副所長
総務課
課長
工業研究所総務課課長補佐(事
務)を事務取扱

経済局5



8 8

7 7

環境・有機材料研究室
室長

環境・有機材料研究室
室長

信頼性評価研究室
室長

信頼性評価研究室
室長

経済局6



令和8年度組織改正図

13 13

新設　経常

57 20 42 20

新設（R11.3期限）

延長（R9.3期限）

兼務解除

担当部長：
総務局へ移管

課長補佐（観光に係る広域連携
等）

担当課長（企画調整）

現行 改正案 備考

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（経理） 課長補佐（経理）

課長補佐（企画調整）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（企画調整）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

観光文化交流局
局長

161 総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を兼務

観光文化交流局
局長

150 総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を兼務

担当部長
（都市魅力・国
際都市化）

課長補佐（観光推進に資するイ
ベント等）②

課長補佐（観光推進に資するイ
ベント等）②

課長補佐（観光に係る広域連携
等）

観光交流部
部長

観光推進課
課長

観光交流部
部長

観光推進課
課長

課長補佐（観光企画） 課長補佐（観光企画）

観光文化交流局

担当課長（観光プロモーショ
ン・まつり)

担当課長（観光プロモーショ
ン・まつり)

課長補佐（観光に係る受入環境
の整備）

課長補佐（観光に係る受入環境
の整備）

課長補佐（海外プロモーション） 課長補佐（海外プロモーション）

課長補佐（観光に係る新たな財
源確保）

担当課長（観光に係る受入環境
の整備）

担当課長（観光に係る受入環境
の整備）

課長補佐（観光プロモーショ
ン）
 名古屋城総合事務所管理活用
 課課長補佐(木造天守閣復元推
 進)を兼務

課長補佐（観光プロモーショ
ン）

観光文化交流局1



14 総務局へ移管

総務局へ移管

課長補佐（多言語情報発信等） 総務局へ移管

総務局へ移管

スポーツ市民局へ移管

スポーツ市民局へ移管

15 15

課長補佐（国際会議場機能強化） 課長補佐（国際会議場機能強化）

延長　R9.3期限
兼務組織の名称変更

②兼務組織の拡充
（R9.3期限）
総務局総合調整課課長
補佐(アジア開発銀行年
次総会に係る企画調整)
が兼務

担当課長（観光に係る名古屋城
の活用）
名古屋城総合事務所担当課長
(木造天守閣復元推進)を兼務

担当課長（観光に係る名古屋城
の活用）
名古屋城総合事務所担当課長
(天守閣整備に係る機運醸成
等)を兼務

課長補佐（地域における外国人
市民の支援）

担当課長（多文化共生・国際貢
献）

ＭＩＣＥ推進課
課長

ＭＩＣＥ推進課
課長

課長補佐（ＭＩＣＥ推進） 課長補佐（ＭＩＣＥ推進）

担当課長（都市魅力の発信に係
る特命事項の処理）
<兼>

担当課長（都市魅力の発信に係
る特命事項の処理）
<兼>

国際交流課
課長

課長補佐（推進）

課長補佐（交流）

課長補佐（国際会議場機能強
化）
住宅都市局営繕課課長補佐(国
際会議場整備に係る調整)を兼
務

課長補佐（国際会議場機能強
化）
住宅都市局営繕課課長補佐(国
際会議場整備に係る調整)を兼
務

課長補佐（ＭＩＣＥ推進に係る
特命事項の処理） <兼>

課長補佐（ＭＩＣＥ推進に係る
特命事項の処理） <兼>③

課長補佐（国際展示場機能強
化）
・住宅都市局営繕課課長補佐
(国際展示場整備に係る調整)
を兼務
・住宅都市局名港開発振興課
課長補佐(金城ふ頭開発)を兼
務

課長補佐（国際展示場機能強
化）
・住宅都市局営繕課課長補佐
(国際展示場整備に係る調整)
を兼務
・住宅都市局名港開発振興課
課長補佐(金城ふ頭開発)を兼
務

課長補佐（国際展示場機能強
化）<兼>

課長補佐（国際展示場機能強
化）<兼>

観光文化交流局2



35 16 38 16

新設（R8.11期限）

担当部長：兼務組織の
新設　R9.3期限
総務局担当部長(アジア
開発銀行年次総会に係
る企画調整)が兼務

担当課長：①兼務組織
の拡充　R9.3期限
総務局総合調整部担当
課長(アジア開発銀行年
次総会に係る企画調整)
が兼務

担当課長（ＭＩＣＥ推進に係る
特命事項の処理）
<兼>

担当課長（ＭＩＣＥ推進に係る
特命事項の処理）
<兼>②

担当課長（ＭＩＣＥ施設に係る
企画調整）
住宅都市局まちづくり企画部
担当課長(金城ふ頭開発)を兼
務

担当課長（ＭＩＣＥ施設に係る
企画調整）
住宅都市局まちづくり企画部
担当課長(金城ふ頭開発)を兼
務

担当部長
（ＭＩＣＥ推進
に係る特命事項
の処理）
<兼>

担当課長（ＭＩＣＥ施設に係る
企画調整）

担当課長（ＭＩＣＥ施設に係る
企画調整）

担当課長（ＭＩＣＥ誘致強化) 担当課長（ＭＩＣＥ誘致強化)

文化歴史まちづ
くり部
部長

文化芸術推進課
課長

文化歴史まちづ
くり部
部長

文化芸術推進課
課長

課長補佐（企画事業） 課長補佐（企画事業）

担当課長（文化施設に係る企画
調整等）
住宅都市局まちづくり企画部
担当課長(金山まちづくりに係
る連絡調整)を兼務

担当課長（文化施設に係る企画
調整等）
住宅都市局まちづくり企画部
担当課長(金山まちづくりに係
る連絡調整)を兼務

担当課長（文化施設に係る企画
調整等）

担当課長（文化施設に係る企画
調整等）

課長補佐（文化施設） 課長補佐（文化施設）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会文化プログラムに係る
企画調整）

課長補佐（文化施設に係る企画
調整等）
住宅都市局まちづくり企画課
課長補佐(金山まちづくりに係
る連絡調整)を兼務

課長補佐（文化施設に係る企画
調整等）
住宅都市局まちづくり企画課
課長補佐(金山まちづくりに係
る連絡調整)を兼務

課長補佐（市民会館の整備）
住宅都市局まちづくり企画課
課長補佐(金山まちづくりに係
る連絡調整)を兼務

課長補佐（市民会館の整備）
住宅都市局まちづくり企画課
課長補佐(金山まちづくりに係
る連絡調整)を兼務

観光文化交流局3



16 16

課長補佐（有松まちづくり） 新設（R9.3期限）

54 17 54 17

延長（R9.3期限）

廃止

16 16

延長　R11.3期限担当課長（金シャチ横丁第二期
整備）
緑政土木局緑地部担当課長(名
城公園・名古屋城整備に係る
連絡調整)を兼務

天守閣整備課（新設）
へ移管

②天守閣整備課（新
設）へ移管

天守閣整備課（新設）
へ移管

歴史まちづくり推進課
課長

歴史まちづくり推進課
課長

課長補佐（伊藤家住宅・揚輝荘
の整備）②

課長補佐（伊藤家住宅・揚輝荘
の整備）②

管理活用課
課長

管理活用課
課長

課長補佐（企画運営） 課長補佐（企画運営）

課長補佐（誘客・活用） 課長補佐（誘客・活用）

課長補佐（保存支援） 課長補佐（保存支援）

課長補佐（事業推進） 課長補佐（事業推進）

課長補佐（歴史的建造物の整備
推進）

課長補佐（歴史的建造物の整備
推進）

課長補佐（二之丸の整備) 課長補佐（二之丸の整備)

課長補佐（事業調整・建造物）  課長補佐（事業調整・建造物）  

名古屋城総合
事務所
所長
緑政土木局担当
部長(名城公園・
名古屋城整備に
係る総合調整)を
兼務

課長補佐（木造天守閣復元推
進）<兼>

担当課長（木造天守閣復元推
進）
<兼>

保存整備課
課長
緑政土木局緑地部担当課長(名
城公園・名古屋城整備に係る
連絡調整)を兼務

保存整備課
課長
緑政土木局緑地部担当課長(名
城公園・名古屋城整備に係る
連絡調整)を兼務

課長補佐（観覧環境の充実） 課長補佐（観覧環境の充実）

 課長補佐（本丸御殿長期保全計
 画）

課長補佐（保存維持） 課長補佐（保存維持）

名古屋城総合
事務所
所長
緑政土木局担当
部長(名城公園・
名古屋城整備に
係る総合調整)を
兼務

課長補佐（天守閣整備）②

課長補佐（木造天守閣昇降技術
開発等）

担当課長（金シャチ横丁第二期
整備）
緑政土木局緑地部担当課長(名
城公園・名古屋城整備に係る
連絡調整)を兼務

課長補佐（保存整備） 課長補佐（保存整備）

観光文化交流局4



課の新設

16 16

延長（R11.3期限）

延長（R11.3期限）

名称変更
延長　R9.3期限

名称変更
延長　R9.3期限

名称変更
延長　R9.3期限

保存整備課から移管
①延長（R9.3期限）

管理活用課から移管
・名称変更
専任化（R9.3期限）

担当課長（天守閣整備に係る機
運醸成等）
<兼>

名称変更
延長　R9.3期限

保存整備課から移管
・名称変更
延長（R9.3期限）

課長補佐（天守閣整備）②

課長補佐（昇降技術開発に係る
調整等）

課長補佐（天守閣整備に係る機
運醸成等）

副所長補佐（考古学的調査・研
究）

副所長補佐（考古学的調査・研
究）

副所長補佐（近世武家文化の調
査・研究）

副所長補佐（近世武家文化の調
査・研究）

担当課長（木造天守閣昇降技術
開発支援）
<兼>

担当課長（昇降技術開発支援）
<兼>

名古屋城調査
研究センター
所長<非特>

副所長 名古屋城調査
研究センター
所長<非特>

副所長

副所長補佐（調査研究） 副所長補佐（調査研究）

担当課長（天守閣整備に係る調
整）

担当課長（木造天守閣昇降技術
開発等）

担当課長（昇降技術開発に係る
調整等）

担当課長（天守閣整備）② 天守閣整備課
課長

観光文化交流局5



令和8年度組織改正図

16 16

12 12

47 25 46 24

廃止

 課長補佐（生物多様性の保全）  課長補佐（生物多様性の保全）

課長補佐（環境教育に係る市民
協働)

課長補佐（環境教育に係る市民
協働)

課長補佐（生物多様性に係る企
画調整）

課長補佐（生物多様性に係る企
画調整）

担当課長（環境教育） 担当課長（環境教育）

課長補佐（施策推進） 課長補佐（施策推進）

課長補佐（ＳＤＧｓまちづくり
の推進）

課長補佐（ＳＤＧｓまちづくり
の推進）

課長補佐（環境教育に係る企画
調整)

課長補佐（環境教育に係る企画
調整)

環境企画部
部長

環境企画課
課長

課長補佐（環境企画） 課長補佐（環境企画）

 課長補佐（環境企画に係る特命
 事項の処理）
 総務局人事課課長補佐(人材育
 成に係る特命事項の処理)を兼
 務

担当局長
（環境都市推
進）

128 環境企画部
部長

環境企画課
課長

担当局長
（環境都市推
進）

127

職員課
課長

職員課
課長

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

課長補佐（安全衛生） 課長補佐（安全衛生）

課長補佐（企画）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（企画）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（経理） 課長補佐（経理）

現行 改正案 備考

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

環境局
局長

1,355 総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を兼務

環境局
局長

1,361 総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を兼務

環境局

環境局1



17 18

課長補佐（再生可能エネルギー） 課長補佐（再生可能エネルギー）

延長（R13.3 期限）

延長　R13.3 期限

80 23 80 23

課長補佐（有害化学物質対策） 課長補佐（有害化学物質対策）

15 15

14 14

課長補佐（給付） 課長補佐（給付）

課長補佐（保健事業） 課長補佐（保健事業）

課長補佐（認定審査） 課長補佐（認定審査）

課長補佐（交通環境対策） 課長補佐（交通環境対策）

公害保健課
課長

公害保健課
課長

課長補佐（保健企画） 課長補佐（保健企画）

担当課長（環境影響評価・化学
物質）

担当課長（環境影響評価・化学
物質）

大気環境対策課
課長

大気環境対策課
課長

課長補佐（大気騒音） 課長補佐（大気騒音）

課長補佐（水質地盤） 課長補佐（水質地盤）

課長補佐（水循環） 課長補佐（水循環）

課長補佐（環境影響評価） 課長補佐（環境影響評価）

課長補佐（大規模水素ステー
ションの整備に係る企画調整）

課長補佐（大規模水素ステー
ションの整備に係る企画調整）

担当課長（地域脱炭素施策の推
進）

担当課長（地域脱炭素施策の推
進）

地域環境対策部
部長

地域環境対策課
課長

地域環境対策部
部長

地域環境対策課
課長

課長補佐（保全） 課長補佐（保全）

課長補佐（脱炭素社会推進） 課長補佐（脱炭素社会推進）

課長補佐（事業活動推進） 課長補佐（事業活動推進）

課長補佐（地域脱炭素施策の推
進）

課長補佐（地域脱炭素施策の推
進）

担当課長（生物多様性に係る企
画調整）

担当課長（生物多様性に係る企
画調整）

担当課長（生物多様性の保全） 担当課長（生物多様性の保全）

脱炭素社会推進課
課長

脱炭素社会推進課
課長

環境局2



26 26

20 10 10 兼務設定

兼務設定

課長補佐（資源循環活動の支援） 課長補佐（資源循環活動の支援）

9 10 兼務設定

兼務設定

28 28

資源循環部
部長

資源循環部
部長

課長補佐（作業） 課長補佐（作業）

課長補佐（処理） 課長補佐（処理）

課長補佐（食品ロス削減・生ご
み資源化の推進）

課長補佐（食品ロス削減・生ご
み資源化の推進）

課長補佐（資源循環推進） 課長補佐（資源循環推進）
環境局作業課課長補佐(資源収
集に係る特命事項の処理)を兼
務

事業部
部長

990 作業課
課長

事業部
部長

993 作業課
課長

課長補佐（プラスチック資源循
環の推進）

課長補佐（プラスチック資源循
環の推進）

資源循環推進課
課長

資源循環推進課
課長
環境局事業部担当課長(資源収
集に係る特命事項の処理)を兼
務

課長補佐（事業系ごみ対策） 課長補佐（事業系ごみ対策）

課長補佐（業務） 課長補佐（業務）

所長補佐（監視） 所長補佐（監視）

環境科学室
室長<兼>

環境科学室
室長<兼>

資源循環企画課
課長

資源循環企画課
課長
環境局事業部担当課長(資源収
集に係る特命事項の処理)を兼
務

課長補佐（資源循環企画） 課長補佐（資源循環企画）
環境局作業課課長補佐(資源収
集に係る特命事項の処理)を兼
務

環境科学調査センター
所長

環境科学調査センター
所長

副所長
環境科学調査センター環境科学
室長を兼務

副所長
環境科学調査センター環境科学
室長を兼務

所長補佐（企画管理） 所長補佐（企画管理）

環境局3



廃止

新設（R10.3 期限）

新設　R10.3 期限

16 16

兼務組織の新設
（R10.3 期限）
・環境局資源循環企画
課課長補佐(資源循環企
画)が兼務
・環境局資源循環推進
課課長補佐(資源循環推
進)が兼務

兼務組織の新設
R10.3 期限
・環境局資源循環部資
源循環企画課長が兼務
・環境局資源循環部資
源循環推進課長が兼務

所長補佐（事務） 所長補佐（事務）

環境事業所(16)
所長
区役所区政部担当課長(区政運
営の推進)を兼務

944
環境事業所(16)
所長
区役所区政部担当課長(区政運
営の推進)を兼務

946

課長補佐（一般廃棄物指導） 課長補佐（一般廃棄物指導）

課長補佐（産業廃棄物審査） 課長補佐（産業廃棄物審査）

課長補佐（産業廃棄物指導） 課長補佐（産業廃棄物指導）

担当課長（資源収集に係る特命
事項の処理）

担当課長（資源収集に係る特命
事項の処理）
<兼>②

担当課長（路上禁煙・住居の不
良堆積物対策の推進等）
スポーツ市民局市民生活部担当
課長(安心・安全で快適なまち
づくりの推進)を兼務

担当課長（路上禁煙・住居の不
良堆積物対策の推進等）
スポーツ市民局市民生活部担当
課長(安心・安全で快適なまち
づくりの推進)を兼務

担当課長（住居の不良堆積物対
策の推進）
<兼>⑤<併>

担当課長（住居の不良堆積物対
策の推進）
<兼>⑤<併>

廃棄物指導課
課長

廃棄物指導課
課長

課長補佐（住居の不良堆積物対
策の推進）

課長補佐（住居の不良堆積物対
策の推進）

課長補佐（指導管理） 課長補佐（指導管理）

課長補佐（収集事業調整） 課長補佐（収集事業調整）

 課長補佐（資源・ごみ持ち去り
 対策）

課長補佐（資源収集に係る特命
事項の処理）

課長補佐（資源収集に係る特命
事項の処理）
<兼>②

課長補佐（路上禁煙） 課長補佐（路上禁煙）

環境局4



千種環境事業所 東環境事業所 北環境事業所 千種環境事業所 東環境事業所 北環境事業所

西環境事業所 中村環境事業所 中環境事業所 西環境事業所 中村環境事業所 中環境事業所

昭和環境事業所 瑞穂環境事業所 熱田環境事業所 昭和環境事業所 瑞穂環境事業所 熱田環境事業所

中川環境事業所 港環境事業所 南環境事業所 中川環境事業所 港環境事業所 南環境事業所

守山環境事業所 緑環境事業所 名東環境事業所 守山環境事業所 緑環境事業所 名東環境事業所

天白環境事業所 天白環境事業所

16 16

課長補佐（処分場） 課長補佐（処分場）

18 18

38 46

②延長（R9.3 期限）

課長補佐（環境保全） 課長補佐（環境保全）

課長補佐（建設計画） 課長補佐（建設計画）

課長補佐（技術管理） 課長補佐（技術管理）

課長補佐（南陽工場等整備に係
る連絡調整）<兼>②

課長補佐（南陽工場等整備に係
る連絡調整）<兼>②

課長補佐（工場管理） 課長補佐（工場管理）

担当課長（整備）
環境局施設部担当課長(処分場
建設)を兼務

担当課長（整備）
環境局施設部担当課長(処分場
建設)を兼務

担当部長
（技術）

工場課
課長

担当部長
（技術）

工場課
課長

課長補佐（計画） 課長補佐（計画）

処分場
場長

処分場
場長

場長補佐（業務） 場長補佐（業務）

場長補佐（整備） 場長補佐（整備）

課長補佐（処分場確保） 課長補佐（処分場確保）

担当課長（処分場確保） 担当課長（処分場確保）

担当課長（処分場建設）
<兼>

担当課長（処分場建設）
<兼>

189 施設課
課長

課長補佐（事務） 課長補佐（事務）

課長補佐（施設） 課長補佐（施設）

56 56

施設部
部長

187 施設課
課長

施設部
部長

63 92 53 63 92 53

100 66 53 100 66 53

44 46 31 44 46 31

55 58 41 55 58 41

55 40 91 55 40 91

所長補佐（指導管理） 所長補佐（指導管理）

所長補佐（作業） 所長補佐（作業）
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①拡充（R9.3期限）

猪子石工場 猪子石工場

富田工場 富田工場

大江破砕工場 大江破砕工場

五条川工場 五条川工場14 14

42 42

28 28

23 23

担当課長（南陽工場設備更新） 担当課長（南陽工場設備更新）

担当課長（鳴海工場大規模改
修）

担当課長（鳴海工場大規模改
修）

担当課長（鳴海・北名古屋工場
運営調整）

担当課長（鳴海・北名古屋工場
運営調整）

課長補佐（鳴海・北名古屋工場
運営調整）②

課長補佐（鳴海・北名古屋工場
運営調整）②

担当課長（建設計画） 担当課長（建設計画）

担当課長（猪子石工場大規模改
修）

担当課長（猪子石工場大規模改
修）

課長補佐（南陽工場設備更新） 課長補佐（南陽工場設備更新）

工場長補佐（整備） 工場長補佐（整備）
工場長補佐（運転）
（富田工場及び大江破砕工場に
限る。）

工場長補佐（運転）
（富田工場及び大江破砕工場に
限る。）

工場長補佐（運転）③
（猪子石工場に限る。）

工場長補佐（運転）③
（猪子石工場に限る。）

環境局工場(4)
工場長

107 環境局工場(4)
工場長

101

工場長補佐（事務） 工場長補佐（事務）

課長補佐（南陽工場開設準備） 課長補佐（南陽工場開設準備）②

課長補佐（鳴海工場大規模改
修）

課長補佐（鳴海工場大規模改
修）

課長補佐（猪子石工場大規模改
修）

課長補佐（猪子石工場大規模改
修）

環境局6



令和8年度組織改正図

20 20

10 10

21 21

課長補佐（システム標準化）
・健康福祉局保護課課長補佐
(システム標準化に係る調整)
を兼務
・子ども青少年局企画経理課
課長補佐(情報)を兼務
・子ども青少年局子ども未来
企画課課長補佐(児童福祉シス
テム標準化に係る調整)を兼務

課長補佐（システム標準化）
・健康福祉局保護課課長補佐
(システム標準化に係る調整)
を兼務
・子ども青少年局企画経理課
課長補佐(情報)を兼務
・子ども青少年局子ども未来
企画課課長補佐(児童福祉シス
テム標準化に係る調整)を兼務

課長補佐（監査）<兼> 課長補佐（監査）<兼>

監査課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・子ども青少年局担当課長(監
査指導)を兼務

監査課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・子ども青少年局担当課長(監
査指導)を兼務

課長補佐（調査）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（調査）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（監査統括）
子ども青少年局総務課課長補
佐(監査指導)を兼務

課長補佐（監査統括）
子ども青少年局総務課課長補
佐(監査指導)を兼務

課長補佐（庶務）

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（経理） 課長補佐（経理）

課長補佐（監査）
子ども青少年局総務課課長補
佐(監査指導)を兼務

課長補佐（監査）
子ども青少年局総務課課長補
佐(監査指導)を兼務

課長補佐（監査） 課長補佐（監査）

現行 改正案 備考

健康福祉局
局長

770
総務課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

健康福祉局
局長

総務課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

健康福祉局

職員課
課長

職員課
課長

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

課長補佐（労務厚生） 課長補佐（労務厚生）

課長補佐（庶務）

健康福祉局1



①延長（R9.3期限）

③縮小（R10.3期限）

新設（R9.3期限）

延長　R9.3期限

延長　R10.3期限

新設　R9.3期限

担当課長（ＤＸの推進） 担当課長（ＤＸの推進）

担当課長（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
・子ども青少年局担当課長(保
健福祉業務オンライン申請等
事務処理センター)を兼務
・各区保健福祉センター担当
課長(保健福祉業務オンライン
申請等事務処理センター)を兼
務
・各支所担当課長(保健福祉業
務オンライン申請等事務処理
センター)を兼務

課長補佐（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
・子ども青少年局企画経理課
課長補佐(保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター)
を兼務
・各区保健福祉センター課長
補佐(保健福祉業務オンライン
申請等事務処理センター)を兼
務
・各支所区民福祉課課長補佐
(保健福祉業務オンライン申請
等事務処理センター)を兼務

課長補佐（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
<兼>

兼務組織の新設
（R9.3期限）
子ども青少年局企画経
理課課長補佐(保健福祉
業務オンライン申請等
事務処理センター)が兼
務

担当課長（システム標準化）
・健康福祉局生活福祉部担当
課長(システム標準化に係る調
整)を兼務
・子ども青少年局子ども未来
企画部担当課長(児童福祉シス
テム標準化に係る調整)を兼務

担当課長（システム標準化）
・健康福祉局生活福祉部担当
課長(システム標準化に係る調
整)を兼務
・子ども青少年局子ども未来
企画部担当課長(児童福祉シス
テム標準化に係る調整)を兼務

課長補佐（システム標準化に係
る調整）<兼>②

課長補佐（システム標準化に係
る調整）<兼>②

課長補佐（ＤＸの推進）④ 課長補佐（ＤＸの推進）

課長補佐（ＤＸの推進）<兼> 課長補佐（ＤＸの推進）<兼>

健康福祉局2



19 17 18 15 課長：兼務解除

延長（R10.3期限）

兼務設定

延長　R10.3期限

延長　R10.3期限

34 35

課長補佐（いきいき支援セン
ター・介護予防推進）

課長補佐（いきいき支援セン
ター・介護予防推進）

高齢福祉課
課長

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（在宅福祉） 課長補佐（在宅福祉）

課長補佐（地域支援） 課長補佐（地域支援）

担当課長（バリアフリーの推
進）<兼>

担当課長（バリアフリーの推
進）<兼>

担当課長（バリアフリー整備に
係る企画調整）

担当課長（バリアフリー整備に
係る企画調整）

高齢福祉部
部長

183 高齢福祉課
課長

高齢福祉部
部長

課長補佐（福祉都市推進）<兼> 課長補佐（福祉都市推進）<兼>

課長補佐（バリアフリー整備に
係る企画調整）②

課長補佐（バリアフリー整備に
係る企画調整）②

担当課長（包括的支援の推進に
係る企画調整）
健康福祉局生活福祉部担当課
長(困窮者支援に係る連絡調
整)を兼務

担当課長（包括的支援の推進に
係る企画調整）
・健康福祉局生活福祉部担当
課長(困窮者支援に係る連絡調
整)を兼務
・環境局事業部担当課長(住居
の不良堆積物対策の推進)を兼
務

地域共生推進課
課長
・健康福祉局健康部担当課長
(ひきこもり支援に係る連絡調
整)を兼務

課長補佐（地域福祉・地域共生
推進）

課長補佐（地域福祉・地域共生
推進）

課長補佐（孤独・孤立対策等の
推進）
健康福祉局健康増進課課長補
佐(ひきこもり支援に係る連絡
調整)を兼務

課長補佐（孤独・孤立対策等の
推進）
健康福祉局健康増進課課長補
佐(ひきこもり支援に係る連絡
調整)を兼務

課長補佐（包括的支援の推進に
係る企画調整）
健康福祉局保護課課長補佐(困
窮者支援に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（包括的支援の推進に
係る企画調整）
健康福祉局保護課課長補佐(困
窮者支援に係る連絡調整)を兼
務

担当局長
（地域共生社会
推進）
健康福祉局地域
共生推進部長を
事務取扱

203 地域共生推進部
部長<事取>

地域共生推進課
課長
・健康福祉局健康部担当課長
(ひきこもり支援に係る連絡調
整)を兼務
 ・環境局事業部担当課長(住居
 の不良堆積物対策の推進)を兼
 務

担当局長
（地域共生社会
推進）
健康福祉局地域
共生推進部長を
事務取扱

地域共生推進部
部長<事取>

健康福祉局3



①縮小

70 74

①拡充（R12.3期限）

延長（R10.3期限）

延長　R10.3期限

担当課長（事業者指定） 担当課長（事業者指定）

担当課長（事業者指導） 担当課長（事業者指導）

課長補佐（栄養指導）
・健康福祉局監査課課長補佐
(監査)を兼務
・健康福祉局障害者支援課課
長補佐(栄養指導)を兼務

課長補佐（栄養指導）
・健康福祉局監査課課長補佐
(監査)を兼務
・健康福祉局障害者支援課課
長補佐(栄養指導)を兼務

担当課長（要介護認定） 担当課長（要介護認定）

担当課長（厚生院に係る連絡調
整）
<兼>

担当課長（厚生院に係る連絡調
整）
<兼>

課長補佐（居宅指定） 課長補佐（居宅指定）

課長補佐（居宅指導） 課長補佐（居宅指導）

課長補佐（施設指導） 課長補佐（施設指導）

課長補佐（要介護認定） 課長補佐（要介護認定）

課長補佐（厚生院に係る連絡調
整）<兼>

課長補佐（厚生院に係る連絡調
整）<兼>

課長補佐（施設指定） 課長補佐（施設指定）

課長補佐（保険料） 課長補佐（保険料）

課長補佐（介護保険システム再
構築等）

課長補佐（介護保険システム再
構築等）②

課長補佐（給付） 課長補佐（給付）

担当課長（持続可能な敬老パス
制度の構築）

担当課長（持続可能な敬老パス
制度の構築）

介護保険課
課長

介護保険課
課長

課長補佐（推進） 課長補佐（推進）

課長補佐（持続可能な敬老パス
制度の構築）②

課長補佐（持続可能な敬老パス
制度の構築）

担当課長（地域包括ケアの推
進）

担当課長（地域包括ケアの推
進）

健康福祉局4



71

27 26 部の移管

新設

延長　R10.3期限

課長補佐（総合リハビリテー
ションセンターに係る企画調
整）②
健康福祉局医療連携推進課課
長補佐(医療関係施設に係る特
命事項の処理)を兼務

課長補佐（総合リハビリテー
ションセンターに係る企画調
整）②
健康福祉局医療連携推進課課
長補佐(医療関係施設に係る特
命事項の処理)を兼務

担当課長（障害者差別解消）
健康福祉局地域共生推進部担
当課長(バリアフリーの推進)
を兼務

担当課長（障害者差別解消）
健康福祉局地域共生推進部担
当課長(バリアフリーの推進)
を兼務

課長補佐（福祉特別乗車券に係
る企画調整）

課長補佐（難病対策） 課長補佐（難病対策）

課長補佐（障害者差別解消）
健康福祉局地域共生推進課課
長補佐(福祉都市推進)を兼務

課長補佐（障害者差別解消）
健康福祉局地域共生推進課課
長補佐(福祉都市推進)を兼務

課長補佐（アジアパラ競技大会
に係る障害者施策の調整）<兼>
②

課長補佐（アジアパラ競技大会
に係る障害者施策の調整）
<兼>②

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（障害者スポーツ
に係る調整）<兼>

課長補佐（障害者スポーツ
に係る調整）<兼>

課長補佐（福祉） 課長補佐（福祉）

課長補佐（介護）② 課長補佐（介護）②

診療科
部長

診療科
部長

障害福祉部
部長

106 障害企画課
子ども青少年局子育て支援部
担当課長(調整)を兼務

障害福祉部
部長

障害企画課
子ども青少年局子育て支援部
担当課長(調整)を兼務

課長補佐（施設管理） 課長補佐（施設管理）

課長補佐（福祉） 課長補佐（福祉）

課長補佐（栄養管理） 課長補佐（栄養管理）

厚生院
院長

73 管理課
課長 厚生院

院長

管理課
課長

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

健康福祉局5



44 45

延長（R10.3期限）

5 5

9 9

担当課長（障害者の地域生活支
援・就労支援の推進）

担当課長（障害者の地域生活支
援・就労支援の推進）

知的障害者更生相談所
所長

知的障害者更生相談所
所長

身体障害者更生相談所
所長

身体障害者更生相談所
所長

課長補佐（障害者の地域生活支
援）

課長補佐（障害者の地域生活支
援）

課長補佐（就労支援の推進） 課長補佐（就労支援の推進）

担当課長（事業者指導） 担当課長（事業者指導）

課長補佐（指導監査体制に係る
企画調整）

課長補佐（指導監査体制に係る
企画調整）

課長補佐（事業者指導） 課長補佐（事業者指導）

課長補佐（栄養指導）<兼> 課長補佐（栄養指導）<兼>

課長補佐（事業者指定） 課長補佐（事業者指定）

課長補佐（認定支払） 課長補佐（認定支払）

課長補佐（認定事務の効率化） 課長補佐（認定事務の効率化）

課長補佐（推進） 課長補佐（推進）

課長補佐（施設事業） 課長補佐（施設事業）

課長補佐（事業者指定指導統括） 課長補佐（事業者指定指導統括）

担当課長（精神障害者福祉）
<兼>

担当課長（精神障害者福祉）
<兼>

担当課長（総合リハビリテー
ションセンターに係る企画調
整)
健康福祉局健康部担当課長(医
療関係施設に係る特命事項の
処理)を兼務

担当課長（総合リハビリテー
ションセンターに係る企画調
整)
健康福祉局健康部担当課長(医
療関係施設に係る特命事項の
処理)を兼務

障害者支援課
課長

障害者支援課
課長

担当課長（アジアパラ競技大会
に係る障害者施策の調整）
<兼>

担当課長（アジアパラ競技大会
に係る障害者施策の調整）
<兼>

健康福祉局6



16 16

46 47

延長（R9.3期限）

新設（R10.3期限）

課長補佐（困窮者支援に係る連
絡調整）<兼>

課長補佐（困窮者支援に係る連
絡調整）<兼>

課長補佐（保護費等の追加給
付）
・各区民生子ども課課長補佐
(保護費等の追加給付)を兼務
・各支所区民福祉課課長補佐
(保護費等の追加給付)を兼務

課長補佐（援護事業に係る連絡
調整)<兼>

課長補佐（援護事業に係る連絡
調整)<兼>

課長補佐（システム標準化に係
る調整）<兼>

課長補佐（システム標準化に係
る調整）<兼>

課長補佐（システム標準化）
健康福祉局監査課課長補佐(シ
ステム標準化に係る調整)を兼
務

課長補佐（システム標準化）
健康福祉局監査課課長補佐(シ
ステム標準化に係る調整)を兼
務

課長補佐（査察指導監査） 課長補佐（査察指導監査）

課長補佐（医療保護） 課長補佐（医療保護）

課長補佐（援護事業・保護施設） 課長補佐（援護事業・保護施設）

課長補佐（事務） 課長補佐（事務）

課長補佐（保護） 課長補佐（保護）

課長補佐（適正実施）
子ども青少年局子ども未来企
画課課長補佐(子ども等の支援
の推進)を兼務

課長補佐（適正実施）
子ども青少年局子ども未来企
画課課長補佐(子ども等の支援
の推進)を兼務

所長補佐（支援） 所長補佐（支援）

担当課長（精神医療） 担当課長（精神医療）

生活福祉部
部長

117
保護課
課長
子ども青少年局子ども未来企
画部担当課長(子ども等の支援
の推進)を兼務

生活福祉部
部長

保護課
課長
子ども青少年局子ども未来企
画部担当課長(子ども等の支援
の推進)を兼務

精神保健福祉センター
所長
精神保健福祉センター副所長
を兼務

精神保健福祉センター
所長
精神保健福祉センター副所長
を兼務

副所長
<兼>

副所長
<兼>

所長補佐（管理） 所長補佐（管理）

健康福祉局7



延長　R9.3期限

新設　R10.3期限　

45 38

廃止

廃止

兼務設定

兼務設定

 課長補佐（国民健康保険事業に
 係る特命事項の処理）
 健康福祉局医療福祉課課長補
 佐(後期高齢者医療に係る特命
 事項の処理)を兼務

 課長補佐（保険年金システム再
 構築等）③
 健康福祉局医療福祉課課長補
 佐(後期高齢者医療・福祉医療
 費システムに係る調整)を兼務

課長補佐（収納対策） 課長補佐（収納対策）
健康福祉局医療福祉課課長補
佐（収納対策）を兼務

課長補佐（滞納整理）④ 課長補佐（滞納整理）④
健康福祉局医療福祉課課長補
佐（滞納整理）を兼務

課長補佐（給付） 課長補佐（給付）

課長補佐（保健事業） 課長補佐（保健事業）

課長補佐（資格賦課・システム
基盤）

課長補佐（資格賦課・システム
基盤）

担当課長（困窮者支援に係る連
絡調整）
<兼>

担当課長（困窮者支援に係る連
絡調整）
<兼>

担当課長（保護費等の追加給
付）
・各区福祉部担当課長(保護費
等の追加給付)を兼務
・各支所区民福祉課担当課長
(保護費等の追加給付)を兼務

保険年金課
課長

保険年金課
課長

課長補佐（事務） 課長補佐（事務）

担当課長（援護事業・保護施
設)

担当課長（援護事業・保護施
設)

担当課長（システム標準化に係
る調整）
<兼>

担当課長（システム標準化に係
る調整）
<兼>

健康福祉局8



廃止

21 21

課長補佐（滞納整理）<兼>④

92 25 92 23

廃止
※健康福祉局健
康部に所属する
職員は、同局保
健所健康部にお
いて同一の名称
の職に充てる。

課長補佐（地域保健）
※健康福祉局健
康部に所属する
職員は、同局保
健所健康部にお
いて同一の名称
の職に充てる。

課長補佐（地域保健）

 課長補佐（看護師確保に係る特
 命事項の処理）
 健康福祉局医療連携推進課課
 長補佐(医療関係施設に係る特
 命事項の処理)を兼務

課長補佐（看護師確保） 課長補佐（看護師確保）

担当局長
（医務）
健康福祉局保健
所長に充てる

290 健康部
部長

保健医療課
課長

担当局長
（医務）
健康福祉局保健
所長に充てる

290

③兼務組織の廃止
保険年金課課長補佐(保
険年金システム再構築
等)が兼務

 課長補佐（後期高齢者医療・福
 祉医療費システムに係る調整）
 <兼>③

課長補佐（収納対策）<兼> 兼務組織の新設
保険年金課課長補佐(収
納対策)が兼務

④兼務組織の新設
保険年金課課長補佐(滞
納整理)が兼務

課長補佐（福祉医療・ＤＸの推
進）
子ども青少年局企画経理課課
長補佐(ＤＸの推進)を兼務

課長補佐（福祉医療・ＤＸの推
進）
子ども青少年局企画経理課課
長補佐(ＤＸの推進)を兼務

健康部
部長

保健医療課
課長

課長補佐（地域医療） 課長補佐（地域医療）

課長補佐（医療安全確保） 課長補佐（医療安全確保）

 課長補佐（後期高齢者医療に係
 る特命事項の処理）<兼>

兼務組織の廃止
保険年金課課長補佐(国
民健康保険事業に係る
特命事項の処理)が兼務

担当課長（高齢者の保健事業と
介護予防の一体的実施に係る企
画調整）

担当課長（高齢者の保健事業と
介護予防の一体的実施に係る企
画調整）

 担当課長（保険年金システム再
 構築等）

担当課長（収納対策） 担当課長（収納対策）

医療福祉課
課長
子ども青少年局担当課長(調
整)を兼務

医療福祉課
課長
子ども青少年局担当課長(調
整)を兼務

課長補佐（後期高齢者医療） 課長補佐（後期高齢者医療）

健康福祉局9



担当部長：廃止

本務化

担当部長
（健康危機管
理）
<兼>

担当課長（健康危機管理）
<兼>⑤

担当部長
（健康危機管
理）
<兼>

担当課長（健康危機管理）
<兼>⑤

担当課長（救急対策等）
<併>

担当課長（救急対策等）
<併>

 担当部長
 （看護師確保に
 係る特命事項の
 処理）
 ・健康福祉局健
 康部担当課長(看
 護師確保に係る
 特命事項の処理)
 を事務取扱
 ・健康福祉局健
 康部担当課長(医
 療関係施設に係
 る特命事項の処
 理)を事務取扱

 担当課長（看護師確保に係る特
 命事項の処理）
 <事取>

担当課長：
事務取扱組織の廃止

担当課長（医務指導）
<兼>

担当課長（医務指導）

担当部長
（健康危機管理
対応力強化に係
る総合調整）
<兼>

担当課長（災害医療・健康危機
管理対応力強化に係る調整）
・健康福祉局健康部担当課長
(新興再興感染症対応に係る調
整)を兼務
・防災危機管理局担当課長(災
害時保健医療体制の強化に係
る調整)を兼務

担当部長
（健康危機管理
対応力強化に係
る総合調整）
<兼>

担当課長（災害医療・健康危機
管理対応力強化に係る調整）
・健康福祉局健康部担当課長
(新興再興感染症対応に係る調
整)を兼務
・防災危機管理局担当課長(災
害時保健医療体制の強化に係
る調整)を兼務

課長補佐（災害医療・健康危機
管理対応力強化に係る調整）
・健康福祉局感染症対策課課
長補佐(新興再興感染症対応に
係る調整)を兼務
・防災危機管理局危機対策課
課長補佐(災害時保健医療体制
の強化に係る調整)を兼務

課長補佐（災害医療・健康危機
管理対応力強化に係る調整）
・健康福祉局感染症対策課課
長補佐(新興再興感染症対応に
係る調整)を兼務
・防災危機管理局危機対策課
課長補佐(災害時保健医療体制
の強化に係る調整)を兼務

課長補佐（健康危機管理）<兼> 課長補佐（健康危機管理）<兼>

課長補佐（救急対策等）<併> 課長補佐（救急対策等）<併>

健康福祉局10



26 27

延長（経常化）

新設（R8.11期限）

延長（経常化）

廃止

延長　経常化

29 29

課長補佐（がん対策） 課長補佐（がん対策）

課長補佐（食育推進） 課長補佐（食育推進）

課長補佐（公衆衛生看護）
・健康福祉局保健医療課課長
補佐(健康危機管理)を兼務
・健康福祉局感染症対策課課
長補佐(新興再興感染症対応力
強化に係る調整)を兼務

課長補佐（公衆衛生看護）
・健康福祉局保健医療課課長
補佐(健康危機管理)を兼務
・健康福祉局感染症対策課課
長補佐(新興再興感染症対応力
強化に係る調整)を兼務

担当課長（新興再興感染症対応
力強化に係る調整）
<兼>②

担当課長（新興再興感染症対応
力強化に係る調整）
<兼>②

健康増進課
課長
・健康福祉局健康部担当課長
(健康危機管理)を兼務
・子ども青少年局子育て支援
部担当課長(母子保健)を兼務

健康増進課
課長
・健康福祉局健康部担当課長
(健康危機管理)を兼務
・子ども青少年局子育て支援
部担当課長(母子保健)を兼務

課長補佐（推進） 課長補佐（推進）

 課長補佐（予防接種健康被害救
 済）

課長補佐（新興再興感染症対応
力強化に係る調整）<兼>②

課長補佐（新興再興感染症対応
力強化に係る調整）<兼>②

担当課長（予防接種） 担当課長（予防接種）

課長補佐（感染症予防） 課長補佐（感染症予防）

課長補佐（感染症予防）
健康福祉局衛生研究所業務課
課長補佐(感染症予防の推進)
を兼務

課長補佐（感染症予防）
健康福祉局衛生研究所業務課
課長補佐(感染症予防の推進)
を兼務

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る感染症対策）
港区保健福祉センター保健予
防課課長補佐(アジア・アジア
パラ競技大会に係る感染症対
策)を兼務

課長補佐（予防接種） 課長補佐（予防接種）

感染症対策課
課長
健康福祉局健康部担当課長(健
康危機管理)を兼務

感染症対策課
課長
健康福祉局健康部担当課長(健
康危機管理)を兼務

課長補佐（感染症対策） 課長補佐（感染症対策）

課長補佐（特定感染症等対策） 課長補佐（特定感染症等対策）
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5 5

課長：延長　R9.3期限

延長（R9.3期限）

延長（R10.3期限）

 課長補佐（医療関係施設に係る
 特命事項の処理）<兼>

兼務組織の廃止
保健医療課課長補佐(看
護師確保に係る特命事
項の処理)が兼務

課長補佐（医療連携に係る特命
事項の処理）
健康福祉局介護保険課課長補
佐(厚生院に係る連絡調整)を
兼務

課長補佐（医療連携に係る特命
事項の処理）
健康福祉局介護保険課課長補
佐(厚生院に係る連絡調整)を
兼務

医療連携推進課
課長
総務局市立大学部担当課長(市
立大学病院)を兼務

担当部長：
延長　R9.3期限

課長補佐（医療連携推進） 課長補佐（医療連携推進）

課長補佐（医療関係施設に係る
特命事項の処理）<兼>④

課長補佐（医療関係施設に係る
特命事項の処理）<兼>④

担当局長
（医療政策）
<兼>

担当部長
（医療連携推
進）
総務局担当部長
(市立大学病院)
を兼務

医療連携推進課
課長
総務局市立大学部担当課長(市
立大学病院)を兼務

担当局長
（医療政策）
<兼>

担当部長
（医療連携推
進）
総務局担当部長
(市立大学病院)
を兼務

担当課長（ひきこもり支援に係
る連絡調整）
<兼>

担当課長（ひきこもり支援に係
る連絡調整）
<兼>

担当課長（がん対策・食育推進
等）

担当課長（がん対策・食育推進
等）

担当課長（公衆衛生看護）
・健康福祉局健康部担当課長
(健康危機管理)を兼務
・健康福祉局健康部担当課長
(新興再興感染症対応力強化に
係る調整)を兼務

担当課長（公衆衛生看護）
・健康福祉局健康部担当課長
(健康危機管理)を兼務
・健康福祉局健康部担当課長
(新興再興感染症対応力強化に
係る調整)を兼務

担当課長（精神保健・いのちの
支援）
・健康福祉局障害福祉部担当
課長(精神障害者福祉)を兼務
・環境局事業部担当課長(住居
の不良堆積物対策の推進)を兼
務

担当課長（精神保健・いのちの
支援）
・健康福祉局障害福祉部担当
課長(精神障害者福祉)を兼務
・環境局事業部担当課長(住居
の不良堆積物対策の推進)を兼
務

課長補佐（精神保健） 課長補佐（精神保健）

課長補佐（いのちの支援) 課長補佐（いのちの支援)

課長補佐（ひきこもり支援に係
る連絡調整）<兼>

課長補佐（ひきこもり支援に係
る連絡調整）<兼>
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延長　R10.3期限

61 58

5 6

18 14

6 6

12 12微生物部
部長

微生物部
部長

疫学情報部
部長
健康福祉局衛生研究所担当課
長(精度管理)を兼務

疫学情報部
部長
健康福祉局衛生研究所担当課
長(精度管理)を兼務

課長補佐（情報管理） 課長補佐（情報管理）

課長補佐（疫学調査） 課長補佐（疫学調査）

課長補佐（事業） 課長補佐（事業）

課長補佐（感染症対策） 課長補佐（感染症対策）

課長補佐（感染症予防の推進）
<兼>

課長補佐（感染症予防の推進）
<兼>

※健康福祉局衛
生研究所に所属
する職員は、同
局保健所健康部
感染症対策・調
査センターにお
いて同一の名称
の職に充てる。
なお、健康福祉
局衛生研究所業
務課長は、感染
症対策・調査セ
ンター所長に充
てる。

管理課
課長<兼> ※健康福祉局衛

生研究所に所属
する職員は、同
局保健所健康部
感染症対策・調
査センターにお
いて同一の名称
の職に充てる。
なお、健康福祉
局衛生研究所業
務課長は、感染
症対策・調査セ
ンター所長に充
てる。

管理課
課長<兼>

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

担当課長（精度管理）
<兼>

担当課長（精度管理）
<兼>

業務課
課長

業務課
課長

 担当課長（医療関係施設に係る
 特命事項の処理）
 <事取>

事務取扱組織の廃止
担当部長(看護師確保に
係る特命事項の処理)が
事務取扱

担当課長（医療連携に係る特命
事項の処理）
健康福祉局高齢福祉部担当課
長(厚生院に係る連絡調整)を
兼務

担当課長（医療連携に係る特命
事項の処理）
健康福祉局高齢福祉部担当課
長(厚生院に係る連絡調整)を
兼務

衛生研究所
所長

副所長
健康福祉局衛生研究所管理課
長を兼務

衛生研究所
所長

副所長
健康福祉局衛生研究所管理課
長を兼務

担当課長（医療関係施設に係る
特命事項の処理）
<兼>②

担当課長（医療関係施設に係る
特命事項の処理）
<兼>②
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10 10

8 8

21 23

新設（R8.11期限）

廃止

延長　R11.3期限

廃止

17 19

課長補佐（獣医務） 課長補佐（獣医務）

課長補佐（検査業務管理）<兼> 課長補佐（検査業務管理）<兼>

課長補佐（食品衛生） 課長補佐（食品衛生）

課長補佐（営業許可・届出等に
係る企画調整）

課長補佐（営業許可・届出等に
係る企画調整）

課長補佐（食の安全対策） 課長補佐（食の安全対策）

 課長補佐（旅館業等の許可指導
 に係る企画調整）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る環境衛生対策）

担当課長（八事斎場再整備） 担当課長（八事斎場再整備）

 担当課長（旅館業等の許可指導
 に係る企画調整）

食品衛生課
課長
・健康福祉局健康部担当課長
(健康危機管理)を兼務
・スポーツ市民局市民生活部
担当課長(安心・安全で快適な
まちづくりの推進)を兼務

食品衛生課
課長
・健康福祉局健康部担当課長
(健康危機管理)を兼務
・スポーツ市民局市民生活部
担当課長(安心・安全で快適な
まちづくりの推進)を兼務

※健康福祉局生
活衛生部に所属
する職員は、同
局保健所生活衛
生部において同
一の名称の職に
充てる。

課長補佐（衛生指導）

※健康福祉局生
活衛生部に所属
する職員は、同
局保健所生活衛
生部において同
一の名称の職に
充てる。

課長補佐（衛生指導）

課長補佐（環境衛生） 課長補佐（環境衛生）

課長補佐（薬務） 課長補佐（薬務）

課長補佐（八事斎場再整備） 課長補佐（八事斎場再整備）

生活衛生部
部長
健康福祉局担当
部長(健康危機管
理)を兼務

134 環境薬務課
課長
・健康福祉局健康部担当課長
(健康危機管理)を兼務
・環境局事業部担当課長(住居
の不良堆積物対策の推進)を兼
務

生活衛生部
部長
健康福祉局担当
部長(健康危機管
理)を兼務

134 環境薬務課
課長
・健康福祉局健康部担当課長
(健康危機管理)を兼務
・環境局事業部担当課長(住居
の不良堆積物対策の推進)を兼
務

食品部
部長

食品部
部長

生活環境部
部長

生活環境部
部長
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15 12

25 25

26 26

25 25

課長補佐（健康危機管理）<充> 課長補佐（健康危機管理）<充>

課長補佐（救急対策等）<充> 課長補佐（救急対策等）<充>

課長補佐（医療安全確保）<充> 課長補佐（医療安全確保）<充>

課長補佐（地域保健）<充> 課長補佐（地域保健）<充>

課長補佐（災害医療・健康危機
管理対応力強化に係る調整）
<充>

課長補佐（災害医療・健康危機
管理対応力強化に係る調整）
<充>

保健所
所長<充>

健康部
部長<充>

保健医療課
課長<充>

保健所
所長<充>

健康部
部長<充>

保健医療課
課長<充>

課長補佐（地域医療）<充> 課長補佐（地域医療）<充>

所長補佐（指導管理） 所長補佐（指導管理）

所長補佐（監視指導・検査管理） 所長補佐（監視指導・検査管理）

所長補佐（検査） 所長補佐（検査）

所長補佐（愛護企画） 所長補佐（愛護企画）

所長補佐（地域相談支援） 所長補佐（地域相談支援）

食肉衛生検査所
所長

食肉衛生検査所
所長

所長補佐（広域監視） 所長補佐（広域監視）

動物愛護センター
所長

動物愛護センター
所長

所長補佐（管理指導） 所長補佐（管理指導）

食品衛生検査所
所長

食品衛生検査所
所長

所長補佐（検査業務管理）
健康福祉局食品衛生課課長補
佐(検査業務管理)を兼務

所長補佐（検査業務管理）
健康福祉局食品衛生課課長補
佐(検査業務管理)を兼務

所長補佐（監視検査） 所長補佐（監視検査）

八事霊園･斎場管理事務所
所長

八事霊園･斎場管理事務所
所長

所長補佐（斎場） 所長補佐（斎場）

所長補佐（霊園） 所長補佐（霊園）

担当課長（動物愛護管理・検査
業務管理）

担当課長（動物愛護管理・検査
業務管理）
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課長補佐（感染症予防）<充>② 課長補佐（感染症予防）<充>② ①延長（経常化）

新設（R8.11期限）

廃止

延長　経常化

課長補佐（推進）<充> 課長補佐（推進）<充>

課長補佐（公衆衛生看護）<充> 課長補佐（公衆衛生看護）<充>

課長補佐（精神保健）<充> 課長補佐（精神保健）<充>

担当課長（予防接種）
<充>

担当課長（予防接種）
<充>

担当課長（新興再興感染症対応
力強化に係る調整）
<充>②

担当課長（新興再興感染症対応
力強化に係る調整）
<充>②

健康増進課
課長<充>

健康増進課
課長<充>

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る感染症対策）
<充>

課長補佐（予防接種）<充> 課長補佐（予防接種）<充>

 課長補佐（予防接種健康被害救
 済）<充>

課長補佐（新興再興感染症対応
力強化に係る調整）<充>②

課長補佐（新興再興感染症対応
力強化に係る調整）<充>②

感染症対策課
課長<充>

感染症対策課
課長<充>

課長補佐（感染症対策）<充> 課長補佐（感染症対策）<充>

課長補佐（特定感染症等対策）
<充>

課長補佐（特定感染症等対策）
<充>

担当部長
（健康危機管理
対応力強化に係
る総合調整）
<充>

担当課長（災害医療・健康危機
管理対応力強化に係る調整）
<充>

担当部長
（健康危機管理
対応力強化に係
る総合調整）
<充>

担当課長（災害医療・健康危機
管理対応力強化に係る調整）
<充>

担当部長
（健康危機管
理）
<充>

担当課長（健康危機管理）
<充>⑤

担当部長
（健康危機管
理）
<充>

担当課長（健康危機管理）
<充>⑤

担当課長（救急対策等）
<充>

担当課長（救急対策等）
<充>

担当課長（医務指導）
<充>

担当課長（医務指導）
<充>
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新設（R8.11期限）

課長補佐（食品衛生）<充> 課長補佐（食品衛生）<充>

課長補佐（営業許可・届出等に
係る企画調整）<充>

課長補佐（営業許可・届出等に
係る企画調整）<充>

課長補佐（環境衛生）<充> 課長補佐（環境衛生）<充>

課長補佐（薬務）<充> 課長補佐（薬務）<充>

食品衛生課
課長<充>

食品衛生課
課長<充>

生活衛生部
部長<充>

環境薬務課
課長<充>

生活衛生部
部長<充>

環境薬務課
課長<充>

課長補佐（衛生指導）<充> 課長補佐（衛生指導）<充>

疫学情報部
部長<充>

疫学情報部
部長<充>

課長補佐（情報管理）<充> 課長補佐（情報管理）<充>

課長補佐（疫学調査）<充> 課長補佐（疫学調査）<充>

課長補佐（事業）<充> 課長補佐（事業）<充>

課長補佐（感染症対策）<充> 課長補佐（感染症対策）<充>

課長補佐（感染症予防の推進）
<充>

課長補佐（感染症予防の推進）
<充>

管理課
課長<充>

管理課
課長<充>

課長補佐（管理）<充> 課長補佐（管理）<充>

業務課
課長<充>

業務課
課長<充>

担当課長（公衆衛生看護）
<充>

担当課長（公衆衛生看護）
<充>

担当課長（精神保健・いのちの
支援）<充>

担当課長（精神保健・いのちの
支援）<充>

感染症対策・調査センター
所長<充>

感染症対策・調査センター
所長<充>

課長補佐（アジア・アジア
パラ競技大会に係る環境衛
生対策）<充>

健康福祉局17



課長補佐（母子保健ＤＸの推進
担当）<充>

課長補佐（母子保健ＤＸの推進
担当）<充>

担当課長（母子保健）
<充>

担当課長（母子保健）
<充>

子育て支援部
部長<充>

子育て支援課
課長<充>

子育て支援部
部長<充>

子育て支援課
課長<充>

課長補佐（母子保健）<充>② 課長補佐（母子保健）<充>②

所長補佐（指導管理）<充> 所長補佐（指導管理）<充>

所長補佐（監視指導・検査管
理）<充>

所長補佐（監視指導・検査管
理）<充>

所長補佐（検査）<充> 所長補佐（検査）<充>

所長補佐（愛護企画）<充> 所長補佐（愛護企画）<充>

所長補佐（地域相談支援）<充> 所長補佐（地域相談支援）<充>

食肉衛生検査所
所長<充>

食肉衛生検査所
所長<充>

所長補佐（広域監視）<充> 所長補佐（広域監視）<充>

動物愛護センター
所長<充>

動物愛護センター
所長<充>

所長補佐（管理指導）<充> 所長補佐（管理指導）<充>

食品衛生検査所
所長<充>

食品衛生検査所
所長<充>

所長補佐（検査業務管理）<充> 所長補佐（検査業務管理）<充>

所長補佐（監視検査）<充> 所長補佐（監視検査）<充>

課長補佐（獣医務）<充> 課長補佐（獣医務）<充>

課長補佐（検査業務管理）<充> 課長補佐（検査業務管理）<充>

担当課長（動物愛護管理・検査
業務管理）
<充>

担当課長（動物愛護管理・検査
業務管理）
<充>

課長補佐（食の安全対策）<充> 課長補佐（食の安全対策）<充>
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課長補佐（企画管理）<充> 課長補佐（企画管理）<充>

課長補佐（食品衛生・動物愛護
等）<充>

課長補佐（食品衛生・動物愛護
等）<充>

課長補佐（営業薬務）<充>（南
区に限る。）

課長補佐（住居衛生）<充>（南
区に限る。）

課長補佐（住居衛生）<充>（南
区に限る。）

健康安全課
課長<充>
（千種区、中村区、中区及び南
区を除く。）

健康安全課
課長<充>
（千種区、中村区、中区及び南
区を除く。）

環境薬務課
課長<充>
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

環境薬務課
課長<充>
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

課長補佐（営業施設指導）
<充>（南区を除く。）

課長補佐（営業施設指導）
<充>（南区を除く。）

課長補佐（住居衛生・薬務）
<充>（南区を除く。）

課長補佐（住居衛生・薬務）
<充>（南区を除く。）

課長補佐（営業薬務）<充>（南
区に限る。）

課長補佐（食品衛生・動物愛
護）<充>

課長補佐（食品衛生・動物愛
護）<充>

課長補佐（健康危機管理）<充> 課長補佐（健康危機管理）<充>

担当課長（健康安全）
<充>
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

担当課長（健康安全）
<充>
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

Ⅲ所長<充>④
（東区、西区、
昭和区及び熱田
区に限る。）

Ⅲ所長<充>⑤
（東区、西区、
昭和区、守山区
及び緑区に限
る。）

課長補佐（企画管理）<充> 課長補佐（企画管理）<充>

課長補佐（医療安全）<充> 課長補佐（医療安全）<充>

保健センター
(16)

Ⅱ所長<充>⑫
（東区、西区、
昭和区及び熱田
区を除く。）

副所長
<充>

保健センター
(16)

Ⅱ所長<充>⑪
（東区、西区、
昭和区、守山区
及び緑区を除
く。）

副所長
<充>

保健管理課
課長<充>
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

保健管理課
課長<充>
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

Ⅱ所長：
①拡充（熱田区）
②縮小（守山区、緑
区）
保健福祉センター所長
を充てる

Ⅲ所長：
②拡充（守山区、緑
区）
①縮小（熱田区）
保健福祉センター福祉
部担当課長(医務総括)
を充てる
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新設（R8.11期限）

新設　R9.3期限

②新設（R9.3期限）

課長補佐（健康危機管理）<充> 課長補佐（健康危機管理）<充>

保健予防課
課長<充>

保健予防課
課長<充>

課長補佐（保健感染症）<充> 課長補佐（保健感染症）<充>

課長補佐（大規模施設に係るＨ
ＡＣＣＰ監視等）<充>
（熱田区に限る。）

課長補佐（大規模施設に係るＨ
ＡＣＣＰ監視等）<充>
（熱田区に限る。）

課長補佐（アジア・アジア
パラ競技大会に係る感染症
対策）<充>
（港区に限る。）

担当課長（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
<充>

課長補佐（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
<充>②

課長補佐（医務）<充>
（東区、西区、昭和区及び熱田
区を除く。）

課長補佐（医務）<充>
（東区、西区、昭和区及び守山
区を除く。）

課長補佐（精神保健・健康づく
り）<充>

課長補佐（精神保健・健康づく
り）<充>

課長補佐（保健看護）<充> 課長補佐（保健看護）<充>

①拡充（熱田区）
①縮小（守山区）
保健福祉センター保健
予防課課長補佐(医務)
を充てる
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令和8年度組織改正図

10 10

延長（R9.3期限）

20 19

延長（R9.3期限）

①延長（R9.3期限）

新設（R9.3期限）

課長補佐（ＤＸの推進）
子ども青少年局子ども福祉課課
長補佐(ＤＸの推進)を兼務

課長補佐（ＤＸの推進）
子ども青少年局子ども福祉課課
長補佐(ＤＸの推進)を兼務

課長補佐（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
・健康福祉局監査課課長補佐
(保健福祉業務オンライン申請
等事務処理センター)を兼務
・各区保健福祉センター課長補
佐(保健福祉業務オンライン申
請等事務処理センター)を兼務
・各支所区民福祉課課長補佐
(保健福祉業務オンライン申請
等事務処理センター)を兼務

課長補佐（ＤＸの推進）<兼>② 課長補佐（ＤＸの推進）<兼>②

企画経理課
課長
財政局担当課長(資産経営の推
進)を兼務

企画経理課
課長
財政局担当課長(資産経営の推
進)を兼務

子ども青少年局
局長

1,992
総務課
課長
防災危機管理局担当課長(危機
管理に係る連絡調整)を兼務

子ども青少年局
局長

2,007
総務課
課長
防災危機管理局担当課長(危機
管理に係る連絡調整)を兼務

担当課長（監査指導）
<兼>

担当課長（監査指導）
<兼>

現行 改正案 備考

課長補佐（子ども青少年に係る
特命事項の処理）
総務局東京事務所次長補佐(調
査)を兼務

課長補佐（子ども青少年に係る
特命事項の処理）
総務局東京事務所次長補佐(調
査)を兼務

課長補佐（監査指導）<兼>② 課長補佐（監査指導）<兼>②

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

子ども青少年局

兼務組織の新設
（R9.3期限）
健康福祉局監査課課長
補佐(保健福祉業務オン
ライン申請等事務処理
センター)が兼務

課長補佐（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
<兼>

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（情報）<兼> 課長補佐（情報）<兼>

子ども青少年局1



18 19

29 30

延長（R9.3期限）

延長（R9.3期限）

課長補佐（子ども発達支援） 課長補佐（子ども発達支援）

課長補佐（医療的ケア児の支援
に係る企画調整）

課長補佐（医療的ケア児等支援
に係る企画調整）

課長補佐（指定・指導監査） 課長補佐（指定・指導監査）

※子ども青少年局子育て支
援部に所属する職員は、健
康福祉局保健所子育て支援
部において同一の名称の職
に充てる。

※子ども青少年局子育て支
援部に所属する職員は、健
康福祉局保健所子育て支援
部において同一の名称の職
に充てる。

課長補佐（妊婦・子育て家庭へ
の経済的支援）

課長補佐（妊婦・子育て家庭へ
の経済的支援）

課長補佐（母子保健）② 課長補佐（母子保健）②

子育て支援部
部長

631 子育て支援課
課長

子育て支援部
部長

644 子育て支援課
課長

課長補佐（子育て支援） 課長補佐（子育て支援）

担当課長（調整）
<兼>②

担当課長（調整）
<兼>②

課長補佐（経理） 課長補佐（経理）

課長補佐（子ども未来応援） 課長補佐（子ども未来応援）

課長補佐（子ども未来応援）
子ども青少年局子ども未来企画
課課長補佐(ライフキャリア支
援に係る企画調整)を兼務

担当部長
（子ども未来応
援）
<事取>

担当課長（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
<兼>

担当課長（子ども未来応援） 担当部長
（子ども未来応
援）
<事取>

担当課長（子ども未来応援）

課長補佐（子ども施設） 課長補佐（子ども施設）

課長補佐（ＤＸの推進）<兼> 課長補佐（ＤＸの推進）<兼>

課長補佐（子ども福祉） 課長補佐（子ども福祉）

課長補佐（母子保健ＤＸの推進） 課長補佐（母子保健ＤＸの推進）

担当課長（母子保健）
<兼>

担当課長（母子保健）
<兼>

子ども福祉課
課長

課長補佐（在宅子育て支援事業
の推進）

課長補佐（子ども未来応援）
子ども青少年局子ども未来企画
課課長補佐(ライフキャリア支
援に係る企画調整)を兼務

子ども福祉課
課長

兼務組織の新設
R9.3期限
健康福祉局担当課長(保
健福祉業務オンライン
申請等事務処理セン
ター)が兼務

課長補佐（在宅子育て支援事業
の推進）
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延長（R9.3期限）

8 8 所長：事務取扱変更

新設（R9.3期限）

課長補佐（障害児相談援助） 課長補佐（障害児相談援助）

課長補佐（家庭復帰・里親支援） 課長補佐（家庭復帰・里親支援）

課長補佐（判定援助） 課長補佐（判定援助）

課長補佐（相談援助）③ 課長補佐（相談援助）③

中央児童相談所
所長

122 相談課
課長

118 中央児童相談所
所長

126

担当課長（診療支援）
<兼>③

担当課長（診療支援）
<兼>④

担当課長（女性福祉） 担当課長（女性福祉）

担当課長（障害児・発達支援） 担当課長（障害児・発達支援）

相談課
課長

122

課長補佐（相談調整） 課長補佐（相談調整）

課長補佐（児童虐待対策に係る
企画調整）②

課長補佐（児童虐待対策に係る
企画調整）②

児童福祉セン
ター
所長
児童福祉セン
ター中央療育セ
ンター所長を事
務取扱

210
管理課
課長
児童福祉センター管理課課長補
佐(事務管理)を事務取扱

214
管理課
課長
児童福祉センター管理課課長補
佐(事務管理)を事務取扱

課長補佐（女性福祉） 課長補佐（女性福祉）

担当課長（施設の整備・民間移
管等）

担当課長（施設の整備・民間移
管等）

担当課長（児童虐待対策に係る
企画調整）

担当課長（児童虐待対策に係る
企画調整）

課長補佐（事務管理）<事取> 課長補佐（事務管理）<事取>

課長補佐（診療支援）<兼>⑥

課長補佐（指導監査に係る企画
調整）

課長補佐（指導監査に係る企画
調整）

課長補佐（施設の整備・民間移
管等）

課長補佐（施設の整備・民間移
管等）

児童福祉セン
ター
所長
発達障害者支援
センター担当課
長を事務取扱

課長補佐（相談援助統括）

①兼務組織の縮小
児童福祉センター中央
療育センター所長補佐
(診療)が兼務
①兼務組織の拡充
児童福祉センター西部
地域療育センター担当
課長(診療)が兼務

課長補佐（診療支援）<兼>⑤
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延長（R9.3期限）

55 55 専任化・兼務設定

①縮小所長補佐（診療）③
児童福祉センター管理課課長補
佐(診療支援)を兼務

所長補佐（診療）②
児童福祉センター管理課課長補
佐(診療支援)を兼務

所長補佐（診療相談）② 所長補佐（診療相談）②

所長補佐（地域療育センターに
係る企画調整）

所長補佐（地域療育センターに
係る企画調整）

所長補佐（通所支援） 所長補佐（通所支援）

担当課長（法務・相談業務に係
る特命事項の処理）

担当課長（法務・相談業務に係
る特命事項の処理）

中央療育センター
所長 <事取>

中央療育センター
所長
児童福祉センター担当課長(診
療支援)を兼務

副所長 副所長

担当課長（児童相談所に係る企
画調整）

担当課長（児童相談所に係る企
画調整）

担当課長（学校教育との連携）
<併>

担当課長（学校教育との連携）
<併>

担当課長（緊急介入・児童虐待
に係る相談援助等）

担当課長（緊急介入・児童虐待
に係る相談援助等）

課長補佐（児童相談所等に係る
人材育成）

課長補佐（児童相談所等に係る
人材育成）

課長補佐（緊急介入・児童虐待
に係る相談援助等）③

課長補佐（緊急介入・児童虐待
に係る相談援助等）③

課長補佐（児童虐待対策に係る
連絡調整）<併>

課長補佐（児童虐待対策に係る
連絡調整）<併>

課長補佐（一時保護） 課長補佐（一時保護）

課長補佐（児童相談所に係る企
画調整）

課長補佐（児童相談所に係る企
画調整）

課長補佐（医学的指導）
児童福祉センター管理課課長補
佐(診療支援)を兼務

課長補佐（医学的指導）
児童福祉センター管理課課長補
佐(診療支援)を兼務
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5

19 19

93 96

新設（R9.3期限）

①縮小

担当課長（法務・相談業務に係
る特命事項の処理）

担当課長（法務・相談業務に係
る特命事項の処理）

所長補佐（一時保護） 所長補佐（一時保護）

所長補佐（緊急介入・児童虐待
に係る相談援助等）②

所長補佐（緊急介入・児童虐待
に係る相談援助等）②

担当課長（緊急介入・児童虐待
に係る相談援助等）

担当課長（緊急介入・児童虐待
に係る相談援助等）

所長補佐（相談援助）③ 所長補佐（相談援助）②

所長補佐（家庭復帰・里親支
援）

所長補佐（家庭復帰・里親支
援）

所長補佐（判定援助） 所長補佐（判定援助）

西部児童相談所
所長

西部児童相談所
所長

所長補佐（事務管理） 所長補佐（事務管理）

所長補佐（相談調整） 所長補佐（相談調整）

担当課長（発達障害者支援）
 ・児童福祉センター担当課長
 (診療支援)を兼務
 ・児童福祉センター中央療育セ
 ンター担当課長(診療)を兼務

くすのき学園
園長

くすのき学園
園長

園長補佐（児童心理治療）
児童福祉センター管理課課長補
佐(診療支援)を兼務

園長補佐（児童心理治療）
児童福祉センター管理課課長補
佐(診療支援)を兼務

担当課長（診療）
<兼>
児童福祉センター担当課長(診
療支援)を兼務

担当課長（診療）
<兼>
児童福祉センター担当課長(診
療支援)を兼務

発達障害者支援センター
所長

発達障害者支援センター
所長

所長補佐（相談援助統括）

事務取扱化
児童福祉センター所長
が事務取扱

担当課長（発達障害者支援）
＜事取＞
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74 77

新設（R9.3期限）

61 61

20 20

84 84

37 38

園長補佐（知的障害児の医学的
指導）
児童福祉センター管理課課長補
佐(診療支援)を兼務

園長補佐（知的障害児の医学的
指導）
児童福祉センター管理課課長補
佐(診療支援)を兼務

西部地域療育センター
所長
児童福祉センター担当課長(診
療支援)を兼務

西部地域療育センター
所長
児童福祉センター担当課長(診
療支援)を兼務

副園長 副園長

あけぼの学園
園長

あけぼの学園
園長

園長補佐（指導）② 園長補佐（指導）②

荘長補佐（指導） 荘長補佐（指導）

荘長補佐（里親委託等の推進）     荘長補佐（里親委託等の推進）     

玉野川学園
園長

玉野川学園
園長

担当課長（緊急介入・児童虐待
に係る相談援助等）

担当課長（緊急介入・児童虐待
に係る相談援助等）

担当課長（法務・相談業務に係
る特命事項の処理）

担当課長（法務・相談業務に係
る特命事項の処理）

ひばり荘
荘長

ひばり荘
荘長

所長補佐（判定援助） 所長補佐（判定援助）

所長補佐（一時保護） 所長補佐（一時保護）

所長補佐（緊急介入・児童虐待
に係る相談援助等）②

所長補佐（緊急介入・児童虐待
に係る相談援助等）②

所長補佐（相談調整） 所長補佐（相談調整）

所長補佐（相談援助統括）

所長補佐（相談援助）② 所長補佐（相談援助）②

所長補佐（家庭復帰・里親支
援）

所長補佐（家庭復帰・里親支
援）

東部児童相談所
所長

東部児童相談所
所長

所長補佐（事務管理） 所長補佐（事務管理）
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新設　経常

39 38

延長（R9.3期限）

①縮小

延長（R12.3期限）

延長　R9.3期限

45 44

廃止

課長補佐（保育運営） 課長補佐（保育運営）

課長補佐（保育所における医療
的ケア児の支援）

課長補佐（保育所における医療
的ケア児の支援）

 課長補佐（エリア支援保育所の
 統括）

担当課長（教育・保育施設に係
る企画調整）

担当課長（教育・保育施設に係
る企画調整）

担当課長（教育・保育施設にお
ける多様な保育等の推進）

担当課長（教育・保育施設にお
ける多様な保育等の推進）

保育運営課
課長

保育運営課
課長

課長補佐（教育・保育施設に係
る企画調整）

課長補佐（教育・保育施設に係
る企画調整）

課長補佐（幼稚園に係る私学助
成）

課長補佐（幼稚園に係る私学助
成）

課長補佐（教育・保育施設にお
ける多様な保育等の推進）

課長補佐（教育・保育施設にお
ける多様な保育等の推進）

課長補佐（幼児教育・保育無償
化）

課長補佐（幼児教育・保育無償
化）

課長補佐（保育事業に係るＤＸ
の推進）

課長補佐（保育事業に係るＤＸ
の推進）

課長補佐（待機児童対策）③ 課長補佐（待機児童対策）②

幼保企画課
課長

課長補佐（幼保企画） 課長補佐（幼保企画）

課長補佐（保育所等利用調整）　　 課長補佐（保育所等利用調整）　　

課長補佐（給付） 課長補佐（給付）

所長補佐（診療相談） 所長補佐（診療相談）

所長補佐（通所支援） 所長補佐（通所支援）

担当課長（診療）
・児童福祉センター担当課長
(診療支援)を兼務
・児童福祉センター中央療育セ
ンター担当課長(診療)を兼務

保育部
部長

1,280 幼保企画課
課長

保育部
部長

1,274

副所長 副所長
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新設（R9.3期限）

①延長（R10.3期限）

名称変更

②延長（R13.3期限）

延長　R10.3期限

48 17 57 22

新設（R9.3期限）

課長補佐（ライフキャリア支援
に係る企画調整）<兼>

課長補佐（子どもの権利擁護に
係る企画調整）

課長補佐（子どもの権利擁護に
係る企画調整）

課長補佐（子ども等の支援の推
進）

課長補佐（子ども等の支援の推
進）

課長補佐（子ども等の支援の推
進）<兼>

課長補佐（子ども等の支援の推
進）<兼>

課長補佐（ライフキャリア支援
に係る企画調整）<兼>

担当局長
（子ども未来企
画）
子ども青少年局
担当部長(子ど
も未来応援)を
事務取扱

担当局長
（子ども未来企
画）
子ども青少年局
担当部長(子ど
も未来応援)を
事務取扱

担当課長（保育事業） 担当課長（保育事業）

担当課長（幼保連携型認定こど
も園）
<併>

担当課長（幼保連携型認定こど
も園）
<併>

保育園 (83) 保育園 (81)

課長補佐（保育所の民間移管・
改修等）④

課長補佐（保育所の民間移管・
改修等）④

担当課長（指導・監査） 担当課長（指導監査）

担当課長（保育所の民間移管・
改修等）②

担当課長（保育所の民間移管・
改修等）②

子ども未来企画
部
部長

子ども未来企画課
課長

課長補佐（子ども未来企画） 課長補佐（子ども未来企画）

課長補佐（企画調整） 課長補佐（企画調整）

49 子ども未来企画
部
部長

子ども未来企画課
課長

58

課長補佐（保育管理） 課長補佐（保育管理）

課長補佐（指導・監査）③ 課長補佐（指導監査）③

課長補佐（指導・監査に係る企
画調整）

課長補佐（指導監査に係る企画
調整）

課長補佐（公立保育所に係る企
画調整）

課長補佐（フリースクール等に
係る企画調整）

豊田保育園及び天子田保
育園の民間移管
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延長（R9.3期限）

延長（R9.3期限）

延長　R9.3期限

12 13

課長補佐（子ども会活動の振興）　　 課長補佐（子ども会活動の振興）　　延長（R9.3期限）

15 17

新設（R9.3期限）

担当課長（子ども等の支援の推
進）
<兼>

担当課長（子ども等の支援の推
進）
<兼>

担当課長（児童福祉システム標
準化に係る調整）
<兼>

担当課長（児童福祉システム標
準化に係る調整）
<兼>

青少年家庭課
課長
スポーツ市民局担当課長(安
心・安全で快適なまちづくりの
推進)を兼務

青少年家庭課
課長
スポーツ市民局担当課長(安
心・安全で快適なまちづくりの
推進)を兼務

担当課長（放課後事業に係る企
画調整）②

担当課長（放課後事業に係る企
画調整）②

放課後事業推進課
課長

放課後事業推進課
課長

課長補佐（放課後事業推進） 課長補佐（放課後事業推進）

課長補佐（放課後事業に係る企
画調整）③

課長補佐（放課後事業に係る企
画調整）③

課長補佐（青少年自立支援） 課長補佐（青少年自立支援）

課長補佐（青少年育成） 課長補佐（青少年育成）

担当課長（子どもの権利擁護に
係る企画調整）

担当課長（子どもの権利擁護に
係る企画調整）

課長補佐（児童福祉システム標
準化に係る調整）<兼>

課長補佐（児童福祉システム標
準化）
健康福祉局監査課課長補佐(シ
ステム標準化に係る調整)を兼
務

①延長　R10.3期限
①延長　R12.3期限

課長補佐（児童福祉システム標
準化に係る調整）<兼>

課長補佐（児童福祉システム標
準化）
健康福祉局監査課課長補佐(シ
ステム標準化に係る調整)を兼
務

①延長（R9.3期限）
①延長（R10.3期限）
①延長（R12.3期限）

課長補佐（指導監査に係る企画
調整）
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令和8年度組織改正図

20 20

23 23

住宅都市局
現行 改正案 備考

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（調査） 課長補佐（調査）

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

住宅都市局
局長

733
総務課
課長
防災危機管理局担当課長(危機
管理に係る連絡調整)を兼務

住宅都市局
局長

738
総務課
課長
防災危機管理局担当課長(危機
管理に係る連絡調整)を兼務

課長補佐（経理） 課長補佐（経理）

課長補佐（企画調整）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（企画調整）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（企画調整）
・総務局総合調整課課長補佐
(調整)を兼務
・総務局空港対策課課長補佐
(空港アクセス)を兼務
・総務局アジア・アジアパラ
競技大会推進課課長補佐(事業
調整)を兼務

課長補佐（企画調整）
・総務局総合調整課課長補佐
(調整)を兼務
・総務局空港対策課課長補佐
(空港アクセス)を兼務
・総務局アジア・アジアパラ
競技大会推進課課長補佐(事業
調整)を兼務

企画経理課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

企画経理課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（まちづくりに係る調
査研究）
総務局東京事務所次長補佐(調
査)を兼務

課長補佐（まちづくりに係る調
査研究）
総務局東京事務所次長補佐(調
査)を兼務

課長補佐（企画調整）<兼> 課長補佐（企画調整）<兼>

担当課長（企画調整） 担当課長（企画調整）

担当課長（企画調整）
<兼>

担当課長（企画調整）
<兼>

住宅都市局1



21 23

新設（R10.3期限）

22 22

延長　R13.3期限

20 20

①縮小

監理指導課
課長
財政局契約部担当課長(公正入
札確保)を兼務

監理指導課
課長
財政局契約部担当課長(公正入
札確保)を兼務

課長補佐（監理指導） 課長補佐（監理指導）

課長補佐（設備監理指導） 課長補佐（設備監理指導）

課長補佐（技術管理） 課長補佐（技術管理）

課長補佐（工事事務のＤＸ推
進）

課長補佐（検査）⑤ 課長補佐（検査）⑤

都市計画部
部長

100 都市計画課
課長

都市計画部
部長

103

課長補佐（地域計画） 課長補佐（地域計画）

課長補佐（地区計画） 課長補佐（地区計画）

担当課長（防災・都市施策）
・防災危機管理局担当課長(想
定最大規模災害対策推進)を兼
務
・住宅都市局担当課長(企画調
整)を兼務

担当課長（防災・都市施策）
・防災危機管理局担当課長(想
定最大規模災害対策推進)を兼
務
・住宅都市局担当課長(企画調
整)を兼務

都市計画課
課長

課長補佐（総括） 課長補佐（総括）

課長補佐（都市計画） 課長補佐（都市計画）

課長補佐（緑地計画・都市施
策）
住宅都市局企画経理課課長補
佐(企画調整)を兼務

課長補佐（緑地計画・都市施
策）
住宅都市局企画経理課課長補
佐(企画調整)を兼務

課長補佐（高速道路） 課長補佐（高速道路）

課長補佐（施設計画） 課長補佐（施設計画）

課長補佐（鉄道に係る立体交差） 課長補佐（鉄道に係る立体交差）

担当課長（三の丸まちづくり）
<兼>

担当課長（三の丸まちづくり）
<兼>

街路計画課
課長

街路計画課
課長

課長補佐（街路計画） 課長補佐（街路計画）

課長補佐（高速道路アクセス向
上）②

課長補佐（高速道路アクセス向
上）

住宅都市局2



21 21

兼務設定

16 16

名称変更

名称変更

16 19

名称変更

課長補佐（都市景観） 課長補佐（都市景観）

課長補佐（ウォーカブル推進） 課長補佐（ウォーカブル推進）
住宅都市局都心まちづくり課
課長補佐(都心部における
ウォーカブル事業の推進)を兼
務

課長補佐（エリアリノベーショ
ン）

課長補佐（エリアリノベーショ
ン）

担当課長（自動車専用道路） 担当課長（自動車専用道路）

ウォーカブル・景観推進課
課長
スポーツ市民局市民生活部担
当課長(安心・安全で快適なま
ちづくりの推進)を兼務
住宅都市局都心まちづくり部
担当課長(都心まちづくりに係
る企画調整)を兼務

ウォーカブル・景観推進課
課長
スポーツ市民局市民生活部担
当課長(安心・安全で快適なま
ちづくりの推進)を兼務
住宅都市局都心まちづくり部
担当課長(都心まちづくりに係
る企画調整)を兼務

課長補佐（地域公共交通） 課長補佐（地域公共交通に係る
企画調整）

課長補佐（モビリティ都市推進） 課長補佐（モビリティ都市推進）

課長補佐（駐車場のあり方検討） 課長補佐（駐車場のあり方検討）

課長補佐（屋外広告） 課長補佐（屋外広告）

担当部長
（交通企画・モ
ビリティ都市推
進）

交通企画・モビリティ都市推進
課
課長

担当部長
（交通企画・モ
ビリティ都市推
進）

交通企画・モビリティ都市推進
課
課長

課長補佐（企画調査） 課長補佐（持続可能な公共交通
に係る企画調整）

課長補佐（新たな路面公共交通
システムの導入調整）②

課長補佐（ＳＲＴ事業推進）②

担当課長（駐車場のあり方検
討）

担当課長（駐車場のあり方検
討）

交通事業推進課
課長
住宅都市局都心まちづくり部
担当課長(都心まちづくりに係
る企画調整)を兼務

交通事業推進課
課長
住宅都市局都心まちづくり部
担当課長(都心まちづくりに係
る企画調整)を兼務

課長補佐（交通事業推進） 課長補佐（交通事業推進）

住宅都市局3



新設（R9.3期限）

29 29

46 48

延長（R9.3期限）

課長補佐（ＳＲＴ事業推進に係
る特命事項の処理）

課長補佐（ガイドウェイバス次
期車両更新等）②

課長補佐（ガイドウェイバス次
期車両更新等）②

課長補佐（ガイドウェイバス走
行路改修）

課長補佐（ガイドウェイバス走
行路改修）

担当課長（ガイドウェイバス次
期車両更新等）

担当課長（ガイドウェイバス次
期車両更新等）

営繕部
部長

161 企画保全課
課長

営繕部
部長

161 企画保全課
課長

課長補佐（事務総括） 課長補佐（事務総括）

課長補佐（機械計画） 課長補佐（機械計画）

課長補佐（電気計画） 課長補佐（電気計画）

担当課長（保全・省エネル
ギー）
<事取>

担当課長（保全・省エネル
ギー）
<事取>

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（営繕業務のＤＸ推進） 課長補佐（営繕業務のＤＸ推進）

課長補佐（建築計画） 課長補佐（建築計画）

課長補佐（土木） 課長補佐（土木）

課長補佐（東山動植物園再生） 課長補佐（東山動植物園再生）

課長補佐（南陽工場等整備）
環境局工場課課長補佐(南陽工
場等整備に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（南陽工場等整備）
環境局工場課課長補佐(南陽工
場等整備に係る連絡調整)を兼
務

担当課長（アセットマネジ
メントの推進）
<兼>

担当課長（アセットマネジ
メントの推進）
<兼>

営繕課
課長

営繕課
課長

課長補佐（建築）③ 課長補佐（建築）③

課長補佐（民間活力による施設
整備の推進）④

課長補佐（民間活力による施設
整備の推進）④

課長補佐（国際展示場整備に係
る調整）<兼>

課長補佐（国際展示場整備に係
る調整）<兼>

課長補佐（国際会議場整備に係
る調整）<兼>

課長補佐（国際会議場整備に係
る調整）<兼>
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35 35

新設（経常）

47 47

延長（R9.3期限）

92 25 92 25

課長補佐（区役所整備に係る連
絡調整）<兼>②

課長補佐（区役所整備に係る連
絡調整）<兼>②

担当課長（民間活力による施設
整備の推進）

担当課長（民間活力による施設
整備の推進）

担当課長（区役所整備に係る連
絡調整）
<兼>②

担当課長（区役所整備に係る連
絡調整）
<兼>②

担当部長
（保全・設備）
住宅都市局営繕
部担当課長(保
全・省エネル
ギー)を事務取扱

設備課
課長 担当部長

（保全・設備）
住宅都市局営繕
部担当課長(保
全・省エネル
ギー)を事務取扱

設備課
課長

課長補佐（機械統括） 課長補佐（機械統括）

課長補佐（機械）②

住宅・教育施設課
課長

住宅・教育施設課
課長

課長補佐（住宅）② 課長補佐（住宅）②

課長補佐（教育施設）③ 課長補佐（教育施設）③

課長補佐（機械）②

課長補佐（電気統括） 課長補佐（電気統括）

課長補佐（電気）② 課長補佐（電気）②

課長補佐（南陽工場等整備）
環境局工場課課長補佐(南陽工
場等整備に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（南陽工場等整備）
環境局工場課課長補佐(南陽工
場等整備に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（小規模校における統
合校の整備）

担当課長（教育施設建設） 担当課長（教育施設建設）

課長補佐（調査） 課長補佐（調査）

課長補佐（市街地建築） 課長補佐（市街地建築）

課長補佐（道路審査） 課長補佐（道路審査）

担当課長（特定設備） 担当課長（特定設備）

担当局長
（都市整備）

273 建築指導部
部長

建築指導課
課長

担当局長
（都市整備）

273 建築指導部
部長

建築指導課
課長

課長補佐（建築物環境指導） 課長補佐（建築物環境指導）

課長補佐（建築相談） 課長補佐（建築相談）

課長補佐（建築紛争調整） 課長補佐（建築紛争調整）
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24 24

延長（R9.3期限）

延長　R9.3期限

23 23

17 17

62 15 62 15

担当課長（建築相談） 担当課長（建築相談）

開発指導課
課長

開発指導課
課長

課長補佐（開発審査） 課長補佐（開発審査）

建築審査課
課長

建築審査課
課長

課長補佐（審査総括） 課長補佐（審査総括）

課長補佐（ＤＸ推進・事業支
援）
住宅都市局建築安全推進課課
長補佐(ＤＸ推進・事業支援)
を兼務

課長補佐（ＤＸ推進・事業支
援）
住宅都市局建築安全推進課課
長補佐(ＤＸ推進・事業支援)
を兼務

課長補佐（宅地規制） 課長補佐（宅地規制）

課長補佐（盛土等の規制） 課長補佐（盛土等の規制）

担当課長（盛土等の規制） 担当課長（盛土等の規制）

課長補佐（設備審査） 課長補佐（設備審査）

建築安全推進課
課長

建築安全推進課
課長

課長補佐（建築防災） 課長補佐（建築防災）

課長補佐（建築審査） 課長補佐（建築審査）

課長補佐（宿泊施設のバリアフ
リー化に係る企画調整)

課長補佐（宿泊施設のバリアフ
リー化に係る企画調整)

課長補佐（構造審査） 課長補佐（構造審査）

住宅部
部長

住宅企画課
課長

住宅部
部長

住宅企画課
課長

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（ＤＸ推進・事業支
援）<兼>

課長補佐（ＤＸ推進・事業支
援）<兼>

課長補佐（監察指導） 課長補佐（監察指導）

課長補佐（建築物等の安全対策） 課長補佐（建築物等の安全対策）

課長補佐（民間住宅） 課長補佐（民間住宅）

課長補佐（居住支援の促進） 課長補佐（居住支援の促進）

課長補佐（マンション施策の推
進)

課長補佐（マンション施策の推
進)
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19 19

23 23

32 32

担当課長（子育て住環境整備
等）

担当課長（子育て住環境整備
等）

住宅整備課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

住宅整備課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

課長補佐（整備） 課長補佐（整備）

課長補佐（整備計画・耐震対策） 課長補佐（整備計画・耐震対策）

課長補佐（民間活力による整備） 課長補佐（民間活力による整備）

担当課長（整備計画等） 担当課長（整備計画等）

課長補佐（アセットマネジメン
ト推進）

課長補佐（アセットマネジメン
ト推進）

課長補佐（建替推進） 課長補佐（建替推進）

課長補佐（特定団地建替推進） 課長補佐（特定団地建替推進）

課長補佐（収納・調査） 課長補佐（収納・調査）

課長補佐（入居企画） 課長補佐（入居企画）

課長補佐（不適正居住対策） 課長補佐（不適正居住対策）

住宅管理課
課長

住宅管理課
課長

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

課長補佐（施設活用） 課長補佐（施設活用）

市街地整備部
部長

118 市街地整備課
課長

市街地整備部
部長

118 市街地整備課
課長

課長補佐（総括） 課長補佐（総括）

課長補佐（改良住宅管理等） 課長補佐（改良住宅管理等）

担当課長（不適正居住対策） 担当課長（不適正居住対策）

担当課長（改良住宅管理等） 担当課長（改良住宅管理等）

課長補佐（志段味総合整備） 課長補佐（志段味総合整備）

課長補佐（区画整理） 課長補佐（区画整理）

課長補佐（補償調整） 課長補佐（補償調整）

課長補佐（志段味統括） 課長補佐（志段味統括）
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9 9

18 18

課長補佐（木造住宅耐震） 課長補佐（木造住宅耐震）

29 27

延長　R10.3期限

課長補佐（中志段味事業推進）② 課長補佐（中志段味事業推進）②

担当課長（志段味総合整備） 担当課長（志段味総合整備）

課長補佐（工事） 課長補佐（工事）

課長補佐（名古屋競馬場跡地に
おける基盤整備の調整）<併>③

課長補佐（名古屋競馬場跡地に
おける基盤整備の調整）<併>③

課長補佐（名古屋競馬場跡地に
おける民間開発の調整）

課長補佐（名古屋競馬場跡地に
おける民間開発の調整）

担当課長（中志段味事業推進） 担当課長（中志段味事業推進）

名古屋競馬場跡地開発推進課
課長

名古屋競馬場跡地開発推進課
課長

課長補佐（調査設計） 課長補佐（調査設計）

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（建築物耐震） 課長補佐（建築物耐震）

大曽根北・筒井都市整備事務所
所長

大曽根北・筒井都市整備事務所
所長

課長補佐（名古屋競馬場跡地に
おける民間開発の調整）<兼>

課長補佐（名古屋競馬場跡地に
おける民間開発の調整）<兼>

担当課長（名古屋競馬場跡地に
おける民間開発の調整）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進部担当課長(名古屋
競馬場跡地開発に係る総合調
整)を兼務

担当課長（名古屋競馬場跡地に
おける民間開発の調整）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進部担当課長(名古屋
競馬場跡地開発に係る総合調
整)を兼務

耐震化支援課
課長

耐震化支援課
課長

所長補佐（工事） 所長補佐（工事）

所長補佐（調整） 所長補佐（調整）

担当課長（筒井・葵地区整備） 担当課長（筒井・葵地区整備）

所長補佐（調査設計） 所長補佐（調査設計）

所長補佐（事業推進） 所長補佐（事業推進）

所長補佐（補償） 所長補佐（補償）
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26 28

19 19

新設

所長補佐（再開発） 所長補佐（再開発）

所長補佐（補償） 所長補佐（補償）

所長補佐（工事） 所長補佐（工事）

緑都市整備事務所
所長

緑都市整備事務所
所長

所長補佐（整備推進） 所長補佐（整備推進）

所長補佐（事業推進） 所長補佐（事業推進）

担当課長（大高・築地等地区整
備）

担当課長（大高・築地等地区整
備）

担当局長
（まちづくり推
進）

131 まちづくり企画
部
部長

39
まちづくり企画課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

担当局長
（まちづくり推
進）

課長補佐（金山まちづくり）② 課長補佐（金山まちづくり）②

課長補佐（堀川周辺）
緑政土木局河川計画課課長補
佐(堀川総合整備)を兼務

課長補佐（堀川周辺）
緑政土木局河川計画課課長補
佐(堀川総合整備)を兼務

課長補佐（熱田・拠点まちづく
り）

課長補佐（熱田・拠点まちづく
り）

131 まちづくり企画
部
部長

39
まちづくり企画課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（まちづくりに係る特
命事項の処理）
総務局人事課課長補佐(人材育
成に係る特命事項の処理)を兼
務

課長補佐（金山まちづくりに係
る連絡調整）<兼>②

課長補佐（金山まちづくりに係
る連絡調整）<兼>②

担当課長（金山まちづくり） 担当課長（金山まちづくり）

課長補佐（熱田区役所南再開発） 課長補佐（熱田区役所南再開発）

課長補佐（公有地開発に係る事
業推進）
住宅都市局名古屋競馬場跡地
開発推進課課長補佐(名古屋競
馬場跡地における民間開発の
調整)を兼務

課長補佐（公有地開発に係る事
業推進）
住宅都市局名古屋競馬場跡地
開発推進課課長補佐(名古屋競
馬場跡地における民間開発の
調整)を兼務

課長補佐（港北まちづくり）<兼> 課長補佐（港北まちづくり）<兼>

住宅都市局9



17 16

延長（経常化）

89 24 91 26

課長補佐（中川運河） 課長補佐（中川運河）

課長補佐（水辺環境の整備・水
上交通）

課長補佐（水辺環境の整備・水
上交通）

課長補佐（中川運河周辺活性
化）
住宅都市局まちづくり企画課
課長補佐(港北まちづくり)を
兼務

課長補佐（中川運河周辺活性
化）
住宅都市局まちづくり企画課
課長補佐(港北まちづくり)を
兼務

担当課長（金山まちづくりに係
る連絡調整）
<兼>

担当課長（金山まちづくりに係
る連絡調整）
<兼>

名港開発振興課
課長

名港開発振興課
課長

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（金城ふ頭開発）<兼> 課長補佐（金城ふ頭開発）<兼>

担当課長（港関連事業等に係る
特命事項の処理）
<併>

担当課長（港関連事業等に係る
特命事項の処理）
<併>

担当課長（金城ふ頭開発） 担当課長（金城ふ頭開発）

課長補佐（港関連事業等に係る
特命事項の処理）<併>

課長補佐（港関連事業等に係る
特命事項の処理）<併>

課長補佐（金城ふ頭開発）② 課長補佐（金城ふ頭開発）②

課長補佐（金城ふ頭開発）
観光文化交流局MICE推進課課
長補佐(国際展示場機能強化)
を兼務

課長補佐（金城ふ頭開発）
観光文化交流局MICE推進課課
長補佐(国際展示場機能強化)
を兼務

課長補佐（再開発） 課長補佐（再開発）

課長補佐（施設管理・活用） 課長補佐（施設管理・活用）

課長補佐（公有地等を活用した
まちづくりの推進）

課長補佐（公有地等を活用した
まちづくりの推進）

担当課長（金城ふ頭開発）
<兼>

担当課長（金城ふ頭開発）
<兼>

都心まちづくり
部
部長

都心まちづくり課
課長

都心まちづくり
部
部長

都心まちづくり課
課長

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（公民連携によるまち
づくりの推進）

課長補佐（公民連携によるまち
づくりの推進）

住宅都市局10



名称変更

①拡充（経常）

延長　R13.3期限

16 17

新設（経常）

名称変更

廃止

名称変更

26 26

名称変更

担当課長（都心まちづくりに係
る企画調整）
<兼>②

担当課長（都心まちづくりに係
る企画調整）
<兼>②

課長補佐（都心部における
ウォーカブル事業の推進）
<兼>

兼務組織の新設
住宅都市局ウォーカブ
ル・景観推進課課長補
佐(ウォーカブル推進)
が兼務課長補佐（事業推進） 課長補佐（事業推進）

担当課長（三の丸まちづくり）
住宅都市局都市計画部担当課
長(三の丸まちづくり)を兼務

担当課長（三の丸まちづくり）
住宅都市局都市計画部担当課
長(三の丸まちづくり)を兼務

担当部長：延長
R13.3期限

担当部長
（栄開発等）

担当課長（栄開発） 担当部長
（栄開発等）

担当課長（栄開発）

担当課長：延長
R13.3期限

課長補佐（栄公共空間） 課長補佐（久屋大通南エリア再
整備）②

課長補佐（名駅西地区まちづく
り）

課長補佐（名駅周辺地下公共空
間等）②

課長補佐（名駅南地下公共空間
等）②

 担当課長（まちづくり調整）

担当課長（名駅周辺地下公共空
間等）

担当課長（名駅南地下公共空間
等）

リニア関連・名駅周辺開発推進
課
課長

リニア関連・名駅周辺開発推進
課
課長

課長補佐（まちづくり推進） 課長補佐（まちづくり推進）

課長補佐（市街地整備） 課長補佐（市街地整備）

課長補佐（名駅ターミナル機能
強化）②

課長補佐（機能強化）②

課長補佐（事業推進） 課長補佐（事業推進）

担当部長
（名駅開発等）

名駅ターミナル整備課
課長

担当部長
（名駅開発等）

名駅ターミナル整備課
課長

課長補佐（総括） 課長補佐（総括）

住宅都市局11



課長補佐（名駅ターミナル補償） 名称変更

新設（経常）

17 17

課長補佐（名駅ターミナル事業
調整）

課長補佐（事業調整）②

所長補佐（調査設計） 所長補佐（調査設計）

所長補佐（工事） 所長補佐（工事）

所長補佐（事業調整） 所長補佐（事業調整）

名称変更
①拡充（経常）

課長補佐（補償）

課長補佐（工事）

担当課長（名駅ターミナル事業
調整）

担当課長（名駅ターミナル事業
調整）

ささしまライブ24総合整備事務
所
所長

ささしまライブ24総合整備事務
所
所長

住宅都市局12



令和8年度組織改正図

23 23 局長：充て職解除

31 31

担当部長
（地域企画・危
機管理等）
緑政土木局担当
部長(技術)を兼
務

481
担当課長（道路等の危機管理・
水防）
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・防災危機管理局担当課長(想
定最大規模災害対策推進)を兼
務

担当部長
（地域企画・危
機管理等）
緑政土木局担当
部長(技術)を兼
務

481
担当課長（道路等の危機管理・
水防）
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・防災危機管理局担当課長(想
定最大規模災害対策推進)を兼
務

課長補佐（道路等に係る連絡調
整）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(事業調整)
を兼務

課長補佐（道路等に係る連絡調
整）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(事業調整)
を兼務

課長補佐（道路等の危機管理・
水防）

課長補佐（道路等の危機管理・
水防）

担当課長（企画調整）
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

担当課長（企画調整）
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

課長補佐（経理） 課長補佐（経理）

課長補佐（企画調整）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(大会準備
・運営に係る連絡調整)を兼務

課長補佐（企画調整）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(大会準備
・運営に係る連絡調整)を兼務

課長補佐（広域交通に係る企画
調整）
・総務局総合調整課課長補佐
(調整)を兼務
・総務局空港対策課課長補佐
(空港)を兼務
・総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(事業調
整)を兼務

課長補佐（広域交通に係る企画
調整）
・総務局総合調整課課長補佐
(調整)を兼務
・総務局空港対策課課長補佐
(空港)を兼務
・総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(事業調
整)を兼務

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

企画経理課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

企画経理課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

課長補佐（企画広報） 課長補佐（企画広報）

緑政土木局
現行 改正案 備考

緑政土木局
局長
 農業委員会事務
 局長に充てる

1,192 総務課
課長

緑政土木局
局長

1,215 総務課
課長

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（調査・車両） 課長補佐（調査・車両）

緑政土木局1



21 21

480 496

千種土木事務所 30 千種土木事務所 31

東土木事務所 25 東土木事務所 26

北土木事務所 30 北土木事務所 31

西土木事務所 31 西土木事務所 32

中村土木事務所 33 中村土木事務所 34

中土木事務所 31 中土木事務所 32

昭和土木事務所 25 昭和土木事務所 26

瑞穂土木事務所 25 瑞穂土木事務所 26

熱田土木事務所 25 熱田土木事務所 26

中川土木事務所 35 中川土木事務所 36

港土木事務所 33 港土木事務所 34

南土木事務所 28 南土木事務所 29

守山土木事務所 32 守山土木事務所 33

所長補佐（公園適正利用）
<兼>（中の事務所に限る。）

所長補佐（公園適正利用）
<兼>（中の事務所に限る。）

所長補佐（維持）
（千種、東、昭和、瑞穂、熱
田、南、名東及び天白の事務所
に限る。）

所長補佐（維持）
（千種、東、昭和、瑞穂、熱
田、南、名東及び天白の事務所
に限る。）

所長補佐（道路・河川維持）
（北、西、中村、中、中川、
港、守山及び緑の事務所に限
る。）

所長補佐（道路・河川維持）
（北、西、中村、中、中川、
港、守山及び緑の事務所に限
る。）

所長補佐（管理）<事取(注1)> 所長補佐（管理）<事取(注1)>

所長補佐（リニア関連工事等調
整）
（中村の事務所に限る。）

所長補佐（リニア関連工事等調
整）
（中村の事務所に限る。）

所長補佐（公園催事指導）
（中の事務所に限る。）

所長補佐（公園催事指導）
（中の事務所に限る。）

担当課長（ＤＸの推進） 担当課長（ＤＸの推進）

土木事務所(16)
所長
区役所区政部担当課長(区政運
営の推進)を兼務

土木事務所(16)
所長
区役所区政部担当課長(区政運
営の推進)を兼務

(注1)
　東、昭和、瑞穂及び熱田
の事務所に限る。

副所長
土木事務所所長補佐を事務取扱
(注1)

(注1)
　東、昭和、瑞穂及び熱田
の事務所に限る。

副所長
土木事務所所長補佐を事務取扱
(注1)

課長補佐（技術研修等） 課長補佐（技術研修等）

課長補佐（ＤＸの推進） 課長補佐（ＤＸの推進）

担当課長（技術評価等） 担当課長（技術評価等）

課長補佐（検査）④ 課長補佐（検査）④

課長補佐（技術管理） 課長補佐（技術管理）

課長補佐（技術評価等） 課長補佐（技術評価等）

担当部長
（技術）
<兼>

技術指導課
課長
財政局契約部担当課長(公正入
札確保)を兼務

担当部長
（技術）
<兼>

技術指導課
課長
財政局契約部担当課長(公正入
札確保)を兼務

課長補佐（指導検査） 課長補佐（指導検査）

緑政土木局2



緑土木事務所 37 緑土木事務所 38

名東土木事務所 29 名東土木事務所 30

天白土木事務所 31 天白土木事務所 32

20 20 担当局長：廃止

13 13

18 18

27 27

課長補佐（空間総括） 課長補佐（空間総括）

課長補佐（空間企画） 課長補佐（空間企画）

道路利活用課
課長

道路利活用課
課長

課長補佐（道路財産） 課長補佐（道路財産）

課長補佐（調整） 課長補佐（調整）

担当課長（自転車通行空間） 担当課長（自転車通行空間）

担当課長（都心部自転車対策） 担当課長（都心部自転車対策）

課長補佐（駐車対策） 課長補佐（駐車対策）

課長補佐（施設） 課長補佐（施設）

課長補佐（自転車通行空間） 課長補佐（自転車通行空間）

自転車利用課
課長
スポーツ市民局市民生活部担当
課長(安心・安全で快適なまち
づくりの推進)を兼務

自転車利用課
課長
スポーツ市民局市民生活部担当
課長(安心・安全で快適なまち
づくりの推進)を兼務

課長補佐（占用） 課長補佐（占用）

課長補佐（監理） 課長補佐（監理）

用地管理課
課長

用地管理課
課長

 課長補佐（都心部自転車対策）  課長補佐（都心部自転車対策）

課長補佐（路政） 課長補佐（路政）

所長補佐（緑地）
（北、西、中村、中、中川、
港、守山及び緑の事務所に限
る。）

所長補佐（緑地）
（北、西、中村、中、中川、
港、守山及び緑の事務所に限
る。）

所長補佐（整備） 所長補佐（整備）

課長補佐（用地管理） 課長補佐（用地管理）

課長補佐（用地調整） 課長補佐（用地調整）

 担当局長
 （道路・河川）

379 路政部
部長

134
道路管理課
課長
・スポーツ市民局市民生活部担
当課長(安心・安全で快適なま
ちづくりの推進)を兼務
・環境局事業部担当課長(住居
の不良堆積物対策の推進)を兼
務

380 路政部
部長

134
道路管理課
課長
・スポーツ市民局市民生活部担
当課長(安心・安全で快適なま
ちづくりの推進)を兼務
・環境局事業部担当課長(住居
の不良堆積物対策の推進)を兼
務

担当部長
（管理）

担当部長
（管理）

緑政土木局3



延長　R13.3期限

50 50

兼務解除

28 30

新設（R13.3期限）

33 30

廃止

課長補佐（大規模施設） 課長補佐（大規模施設）

 課長補佐（名城公園地下横断歩
 道）

課長補佐（橋梁計画） 課長補佐（橋梁計画）

課長補佐（橋梁整備） 課長補佐（橋梁整備）

課長補佐（橋梁保全） 課長補佐（橋梁保全）

課長補佐（立体交差） 課長補佐（立体交差）

担当課長（特定道路建設等） 担当課長（特定道路建設等）

橋梁施設課
課長

橋梁施設課
課長

課長補佐（道路調査） 課長補佐（道路調査）

課長補佐（道路整備） 課長補佐（道路整備）

課長補佐（弥富相生山線の整
備）

課長補佐（電線共同溝） 課長補佐（電線共同溝）

道路部
部長

129 道路建設課
課長

道路部
部長

130 道路建設課
課長

課長補佐（事業計画） 課長補佐（事業計画）

 課長補佐（西部方面境界測量）  課長補佐（西部方面境界測量）

課長補佐（用地測量） 課長補佐（用地測量）

担当課長（測量）
緑政土木局道路部担当課長(名
城公園地下横断歩道)を兼務

担当課長（測量）

測量調査課
課長

測量調査課
課長

課長補佐（境界測量総括） 課長補佐（境界測量総括）

課長補佐（東部方面境界測量） 課長補佐（東部方面境界測量）

課長補佐（リニア関連調整） 課長補佐（リニア関連調整）

担当課長（道路の利活用に係る
企画調整）

担当課長（道路の利活用に係る
企画調整）

担当課長（リニア関連調整） 担当課長（リニア関連調整）

課長補佐（空間利活用） 課長補佐（空間利活用）

緑政土木局4



名称変更

廃止

30 32

課長補佐（通学路安全対策） 新設（R10.3期限）

33 33

12 12

18 18

課長補佐（事業調整） 課長補佐（事業調整）

課長補佐（企画調査） 課長補佐（企画調査）

課長補佐（水に係る施策の調
整）
総務局企画課課長補佐(企画・
水に係る施策の調整)を兼務

課長補佐（水に係る施策の調
整）
総務局企画課課長補佐(企画・
水に係る施策の調整)を兼務

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

課長補佐（監理指導） 課長補佐（監理指導）

河川計画課
課長

河川計画課
課長

課長補佐（評価） 課長補佐（評価）

担当課長（特定用地） 担当課長（特定用地）

河川部
部長

114 河川管理課
課長

河川部
部長

114 河川管理課
課長

課長補佐（立体交差用地） 課長補佐（立体交差用地）

課長補佐（橋梁用地） 課長補佐（橋梁用地）

課長補佐（道路用地） 課長補佐（道路用地）

課長補佐（安全対策） 課長補佐（安全対策）

担当課長（安全対策） 担当課長（安全対策）

用地補償課
課長

用地補償課
課長

課長補佐（維持） 課長補佐（維持）

課長補佐（舗装） 課長補佐（舗装）

課長補佐（施設管理） 課長補佐（施設管理）

道路維持課
課長

道路維持課
課長

課長補佐（維持計画） 課長補佐（維持計画）

課長補佐（道路保全） 課長補佐（道路保全）

担当課長（名駅周辺地下公共空
間）

担当課長（名駅南地下公共空
間）

 担当課長（名城公園地下横断歩
 道）
 <兼>

緑政土木局5



29 29

51 51

33 30 # 33 30 担当局長：新設

課長補佐（畜産指導・家畜防疫） 課長補佐（畜産指導・家畜防疫）

課長補佐（都市農業支援） 課長補佐（都市農業支援）

課長補佐（ふれあい農業等） 課長補佐（ふれあい農業等）

課長補佐（農政）
農業委員会事務局農政課課長補
佐(農政)に充てる

課長補佐（農政）
農業委員会事務局農政課課長補
佐(農政)に充てる

課長補佐（農業土木） 課長補佐（農業土木）

課長補佐（生産振興） 課長補佐（生産振興）

所長補佐（管理第一） 所長補佐（管理第一）

所長補佐（管理第二） 所長補佐（管理第二）

農政部
部長
農業委員会事務
局次長に充てる

都市農業課
課長
農業委員会事務局農政課長に充
てる

担当局長
（公園緑地・農
政）
農業委員会事務
局長に充てる

農政部
部長
農業委員会事務
局次長に充てる

都市農業課
課長
農業委員会事務局農政課長に充
てる

担当課長（施設管理・調整） 担当課長（施設管理・調整）

ポンプ施設管理事務所
所長

ポンプ施設管理事務所
所長

所長補佐（事務） 所長補佐（事務）

課長補佐（設計） 課長補佐（設計）

課長補佐（耐震対策） 課長補佐（耐震対策）

課長補佐（施設整備） 課長補佐（施設整備）

河川工務課
課長

河川工務課
課長

課長補佐（維持） 課長補佐（維持）

課長補佐（水防対策等） 課長補佐（水防対策等）

課長補佐（流域治水に伴う河川
事業の推進）

課長補佐（流域治水に伴う河川
事業の推進）

担当課長（堀川総合整備） 担当課長（堀川総合整備）

担当課長（流域治水に伴う河川
事業の推進）

担当課長（流域治水に伴う河川
事業の推進）

課長補佐（堀川総合整備） 課長補佐（堀川総合整備）

課長補佐（堀川総合整備）<兼> 課長補佐（堀川総合整備）<兼>

課長補佐（堀川まちづくり） 課長補佐（堀川まちづくり）

緑政土木局6



88 17 90 17

19 19

延長　R11.3期限

21 21

課長補佐（公園） 課長補佐（公園）

課長補佐（街路樹） 課長補佐（街路樹）

課長補佐（民有地緑化） 課長補佐（民有地緑化）

課長補佐（施設の運営改善・活
用）

課長補佐（施設の運営改善・活
用）

担当課長（施設の運営改善・活
用）

担当課長（施設の運営改善・活
用）

緑地維持課
課長

緑地維持課
課長

課長補佐（運営） 課長補佐（運営）

課長補佐（公園経営） 課長補佐（公園経営）

課長補佐（協働推進） 課長補佐（協働推進）

課長補佐（公園適正利用）
中土木事務所所長補佐(公園適
正利用)を兼務

課長補佐（公園適正利用）
中土木事務所所長補佐(公園適
正利用)を兼務

担当課長（公園適正利用）
スポーツ市民局市民生活部担当
課長(安心・安全で快適なまち
づくりの推進)を兼務

担当課長（公園適正利用）
スポーツ市民局市民生活部担当
課長(安心・安全で快適なまち
づくりの推進)を兼務

緑地利活用課
課長

緑地利活用課
課長

課長補佐（公園利用） 課長補佐（公園利用）

担当部長
（東山再生に係
る総合調整）

課長補佐（指導） 担当部長
（東山再生に係
る総合調整）

課長補佐（指導）

課長補佐（公園適正利用）
健康福祉局保護課課長補佐(援
護事業に係る連絡調整)を兼務

課長補佐（公園適正利用）
健康福祉局保護課課長補佐(援
護事業に係る連絡調整)を兼務

担当課長（農業企画） 担当課長（農業企画）

緑地部
部長

緑地管理課
課長

緑地部
部長

緑地管理課
課長

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

担当課長（農業振興） 担当課長（農業振興）

緑政土木局7



27 29

新設（R9.3期限）

35 38

名称変更

12 12

課長補佐（再生整備） 課長補佐（再生整備）

課長補佐（営業施設） 課長補佐（魅力創出）

担当課長（広報・営業） 担当課長（広報・営業）

再生整備課
課長

再生整備課
課長

課長補佐（施設管理・調整） 課長補佐（施設管理・調整）

課長補佐（脱炭素化の推進）<兼> 課長補佐（脱炭素化の推進）<兼>

課長補佐（広報・営業） 課長補佐（広報・営業）

課長補佐（業務） 課長補佐（業務）

課長補佐（維持） 課長補佐（維持）

課長補佐（東山の森） 課長補佐（東山の森）

次長 管理課
課長

次長 管理課
課長

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

担当部長：延長
R9.3期限

①担当課長：延長
R11.3期限

東山総合公園
園長

130 東山総合公園
園長

134

課長補佐（みどりの用地） 課長補佐（みどりの用地）

担当課長（みどりの用地） 担当課長（みどりの用地）

担当部長
（名城公園・名
古屋城整備に係
る総合調整）
<兼>

担当課長（名城公園・名古屋城
整備に係る連絡調整）
<兼>②

担当部長
（名城公園・名
古屋城整備に係
る総合調整）
<兼>

担当課長（名城公園・名古屋城
整備に係る連絡調整）
<兼>②

課長補佐（長期未整備公園緑地
等の見直し検討）

課長補佐（整備） 課長補佐（整備）

課長補佐（みどりが丘公園整
備）

課長補佐（みどりが丘公園整
備）

課長補佐（防災公園整備） 課長補佐（防災公園整備）

緑地事業課
課長

緑地事業課
課長

課長補佐（緑地計画） 課長補佐（緑地計画）

課長補佐（事業推進） 課長補佐（事業推進）

緑政土木局8



62 62

17 17

園長補佐（緑地造園） 園長補佐（緑地造園）

園長補佐（指導園芸） 園長補佐（指導園芸）

担当課長（植物園施設整備）
<兼>

担当課長（植物園施設整備）
<兼>

担当課長（教育普及等）
<兼>

担当課長（教育普及等）
<兼>

担当課長（動物導入の推進）
<兼>

担当課長（動物導入の推進）
<兼>

東山植物園
園長

東山植物園
園長

園長補佐（指導衛生） 園長補佐（指導衛生）

園長補佐（飼育第一） 園長補佐（飼育第一）

園長補佐（飼育第二） 園長補佐（飼育第二）

担当課長（施設整備）
東山総合公園担当課長(植物園
施設整備)を兼務

担当課長（施設整備）
東山総合公園担当課長(植物園
施設整備)を兼務

東山動物園
園長
東山総合公園担当課長(動物導
入の推進)を兼務

東山動物園
園長
東山総合公園担当課長(動物導
入の推進)を兼務

副園長
東山総合公園担当課長(教育普
及等)を兼務

副園長
東山総合公園担当課長(教育普
及等)を兼務

課長補佐（施設整備）② 課長補佐（施設整備）②

課長補佐（脱炭素化の推進）
東山総合公園管理課課長補佐
(脱炭素化の推進)を兼務

課長補佐（脱炭素化の推進）
東山総合公園管理課課長補佐
(脱炭素化の推進)を兼務

緑政土木局9



令和8年度組織改正図

81 29 31

延長（R9.3期限）

延長　R9.3期限担当課長（企画調整） 担当課長（企画調整）

担当課長（広域応援に係る調査
研究）
総務局東京事務所担当課長(調
査)を併任

担当課長（広域応援に係る調査
研究）
総務局東京事務所担当課長(調
査)を併任

担当部長
（災害対応に係
る連絡調整）
<併>

担当課長（災害対応に係る連絡
調整）
<併>

担当部長
（災害対応に係
る連絡調整）
<併>

担当課長（災害対応に係る連絡
調整）
<併>

課長補佐（アジア・アジア
パラ競技大会に係る消防業
務の調整）<併>③

課長補佐（アジア・アジア
パラ競技大会に係る消防業
務の調整）<併>③

課長補佐（企画調整） 課長補佐（企画調整）

課長補佐（災害対応に係る
連絡調整）<併>③

課長補佐（災害対応に係る
連絡調整）<併>③

課長補佐（経理） 課長補佐（経理）

総務部
部長

83 総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を併任
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を併任

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（企画）
総務局アジア・アジアパラ
競技大会推進課課長補佐
(大会準備・運営に係る連
絡調整)を併任

課長補佐（企画）
総務局アジア・アジアパラ
競技大会推進課課長補佐
(大会準備・運営に係る連
絡調整)を併任

次長 総務部
部長

総務課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を併任
・財政局財政部担当課長(資産
経営の推進)を併任

次長

消防局

課長補佐（広報） 課長補佐（広報）

課長補佐（アジア消防長協
会総会に係る調整）

課長補佐（アジア消防長協
会総会に係る調整）

現行 改正案 備考

消防局
局長

2,323 消防局
局長

2,329

消防局1



21 22

新設（R10.3期限）

13 13

14 14

38 17 17

20 20

課長補佐（保安） 課長補佐（保安）

規制課
課長

規制課
課長

課長補佐（建築） 課長補佐（建築）

課長補佐（危険物） 課長補佐（危険物）

課長補佐（予防） 課長補佐（予防）

課長補佐（火災調査） 課長補佐（火災調査）

課長補佐（違反是正） 課長補佐（違反是正）

担当課長（消防団施設整備） 担当課長（消防団施設整備）

予防部
部長

予防課
課長
環境局事業部担当課長（住居
の不良堆積物対策の推進）を
併任

予防部
部長

38 予防課
課長
環境局事業部担当課長（住居
の不良堆積物対策の推進）を
併任

消防団課
課長

消防団課
課長

課長補佐（消防団） 課長補佐（消防団）

課長補佐（消防団施設） 課長補佐（消防団施設）

課長補佐（消防大学校における
教育訓練の調査研究）
総務局東京事務所次長補佐(調
査)を併任

施設課
課長

施設課
課長

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

課長補佐（装備） 課長補佐（装備）

課長補佐（人材育成・監察） 課長補佐（人材育成・監察）

課長補佐（労務） 課長補佐（労務）

課長補佐（安全衛生） 課長補佐（安全衛生）

職員課
課長

職員課
課長

課長補佐（人事） 課長補佐（人事）

課長補佐（人材確保） 課長補佐（人材確保）

消防局2



16 16

44 44

25 14 14

延長　R10.3期限担当課長（救急業務企画） 担当課長（救急業務企画）

課長補佐（救急） 課長補佐（救急）

課長補佐（指導）
・健康福祉局健康部保健医療
課課長補佐(救急対策等)を併
任
・本部機動部隊隊長補佐(救急
活動)を兼務

課長補佐（指導）
・健康福祉局健康部保健医療
課課長補佐(救急対策等)を併
任
・本部機動部隊隊長補佐(救急
活動)を兼務

課長補佐（救急業務企画） 課長補佐（救急業務企画）

担当課長（指令管制等）③
防災危機管理局担当課長(初動
対応)を併任

担当課長（指令管制等）③
防災危機管理局担当課長(初動
対応)を併任

救急部
部長

救急課
課長
健康福祉局健康部担当課長(救
急対策等)を併任
担当課長(救急活動)を兼務

救急部
部長

25
救急課
課長
健康福祉局健康部担当課長(救
急対策等)を併任
担当課長(救急活動)を兼務

課長補佐（指令第一）② 課長補佐（指令第一）②

課長補佐（指令第二）② 課長補佐（指令第二）②

課長補佐（指令第三）② 課長補佐（指令第三）②

指令課
課長

指令課
課長

課長補佐（情報システム） 課長補佐（情報システム）

課長補佐（消防通信） 課長補佐（消防通信）

課長補佐（消防）
本部機動部隊隊長補佐(警防活
動)を兼務

課長補佐（消防）
本部機動部隊隊長補佐(警防活
動)を兼務

課長補佐（計画） 課長補佐（計画）

課長補佐（地域安全） 課長補佐（地域安全）

消防部
部長

64 消防課
課長
・防災危機管理局担当課長(想
定最大規模災害対策推進)を併
任
・スポーツ市民局市民生活部
担当課長(安心・安全で快適な
まちづくりの推進)を併任
・担当課長（警防活動)を兼務

消防部
部長

64 消防課
課長
・防災危機管理局担当課長(想
定最大規模災害対策推進)を併
任
・スポーツ市民局市民生活部
担当課長(安心・安全で快適な
まちづくりの推進)を併任
・担当課長（警防活動)を兼務

消防局3



9 9

142 142

①縮小

隊長補佐（警防活動）<兼> 隊長補佐（警防活動）<兼>

隊長補佐（救急活動）<兼> 隊長補佐（救急活動）<兼>

22 22

14 12 12

課長補佐（教育訓練） 課長補佐（教育訓練）

消防学校
校長

教務課
課長

消防学校
校長

14 教務課
課長

課長補佐（教務） 課長補佐（教務）

隊長補佐（航空消防） 隊長補佐（航空消防）

隊長補佐（運航） 隊長補佐（運航）

隊長補佐（整備） 隊長補佐（整備）

担当課長（救急活動）
<兼>

担当課長（救急活動）
<兼>

消防航空隊
隊長

消防航空隊
隊長

副隊長 副隊長

隊長補佐（第五方面隊）② 隊長補佐（第五方面隊）②

隊長補佐（本部救急隊）⑦ 隊長補佐（本部救急隊）⑥

担当課長（警防活動）
<兼>

担当課長（警防活動）
<兼>

隊長補佐（第二方面隊）② 隊長補佐（第二方面隊）②

隊長補佐（第三方面隊）② 隊長補佐（第三方面隊）②

隊長補佐（第四方面隊）② 隊長補佐（第四方面隊）②

副隊長 副隊長

隊長補佐（即応支援隊）③ 隊長補佐（即応支援隊）③

隊長補佐（第一方面隊）② 隊長補佐（第一方面隊）②

所長補佐（養成教育） 所長補佐（養成教育）

所長補佐（市民普及） 所長補佐（市民普及）

本部機動部隊
隊長

本部機動部隊
隊長

救急救命研修所
所長

救急救命研修所
所長

所長補佐（救急救命研修） 所長補佐（救急救命研修）

消防局4



千種消防署 千種消防署

東消防署 東消防署

北消防署 北消防署

西消防署 西消防署

中村消防署 中村消防署

中消防署 中消防署

昭和消防署 昭和消防署

瑞穂消防署 瑞穂消防署

熱田消防署 熱田消防署

中川消防署 中川消防署

港消防署 港消防署

南消防署 南消防署

守山消防署 守山消防署

緑消防署 緑消防署

名東消防署 名東消防署

天白消防署 天白消防署

課長補佐（出張所）②
（東、北、中、昭和及び天
白消防署に限る。）
警防地域第二課課長補佐
(出張所)を兼務

課長補佐（出張所）②
（東、北、中、昭和及び天
白消防署に限る。）
警防地域第二課課長補佐
(出張所)を兼務

課長補佐（地域安全等）
警防地域第二課課長補佐
(地域安全等)を兼務

課長補佐（地域安全等）
警防地域第二課課長補佐
(地域安全等)を兼務

課長補佐（出張所）
（瑞穂及び熱田消防署に限
る。)
警防地域第二課課長補佐
(出張所)を兼務

課長補佐（出張所）
（瑞穂及び熱田消防署に限
る。)
警防地域第二課課長補佐
(出張所)を兼務

101 101

警防地域第一課 警防地域第一課

課長補佐（警防地域） 課長補佐（警防地域）

125 125

132 課長補佐（予防）②
（中消防署に限る。）

132 課長補佐（予防）②
（中消防署に限る。）126 126

課長補佐（警防訓練・救急
活動等）

課長補佐（警防訓練・救急
活動等）

143 課長補佐（予防）
（中消防署を除く。）

143 課長補佐（予防）
（中消防署を除く。）183 182

150 課長補佐（規制） 150 課長補佐（規制）

102 102

86 予防課 86

101 課長補佐（庶務） 101

予防課

85 85

課長補佐（庶務）

119 課長補佐（防災）
区役所総務課課長補佐(防
災)を併任

119 課長補佐（防災）
区役所総務課課長補佐(防
災)を併任

135 135

124 総務課
<兼>

124 総務課
<兼>101 101

122 122

担当課長（消防音楽隊） 担当課長（消防音楽隊）

消防署(16)
署長

1,935
副署長
消防署総務課長を兼務
区役所区政部担当課長(区政運
営の推進)を併任

消防署(16)
署長

1,939
副署長
消防署総務課長を兼務
区役所区政部担当課長(区政運
営の推進)を併任

消防局5



課長補佐（出張所）⑤
（港消防署に限る。）<兼>

課長補佐（出張所）⑤
（港消防署に限る。）<兼>

課長補佐（出張所）②
（東、北、中、昭和及び天
白消防署に限る。）<兼>

課長補佐（出張所）②
（東、北、中、昭和及び天
白消防署に限る。）<兼>

課長補佐（出張所）③
（千種、西、中村、守山及
び名東消防署に限る。）
<兼>

課長補佐（出張所）③
（千種、西、中村、守山及
び名東消防署に限る。）
<兼>

課長補佐（出張所）④
（中川、南及び緑消防署に
限る。）<兼>

課長補佐（出張所）④
（中川、南及び緑消防署に
限る。）<兼>

課長補佐（警防訓練・救急
活動等）

課長補佐（警防訓練・救急
活動等）

課長補佐（地域安全等）
<兼>

課長補佐（地域安全等）
<兼>

課長補佐（出張所）
(瑞穂及び熱田消防署に限
る。)<兼>

課長補佐（出張所）
(瑞穂及び熱田消防署に限
る。)<兼>

課長補佐（出張所）⑤
（港消防署に限る。）
警防地域第二課課長補佐
(出張所)を兼務

課長補佐（出張所）⑤
（港消防署に限る。）
警防地域第二課課長補佐
(出張所)を兼務

警防地域第二課 警防地域第二課

課長補佐（警防地域） 課長補佐（警防地域）

課長補佐（出張所）③
（千種、西、中村、守山及
び名東消防署に限る。）
警防地域第二課課長補佐
(出張所)を兼務

課長補佐（出張所）③
（千種、西、中村、守山及
び名東消防署に限る。）
警防地域第二課課長補佐
(出張所)を兼務

課長補佐（出張所）④
（中川、南及び緑消防署に
限る。）
警防地域第二課課長補佐
(出張所)を兼務

課長補佐（出張所）④
（中川、南及び緑消防署に
限る。）
警防地域第二課課長補佐
(出張所)を兼務

消防局6



令和8年度組織改正図

廃止

選挙管理委員会事務局

現行 改正案 備考

選挙管理委員会
事務局
事務局長

11
次長
・防災危機管理
局担当部長(危機
管理に係る連絡
調整)を併任
・選挙管理委員
会事務局選挙課
長を事務取扱

選挙課
課長<事取>

選挙管理委員会
事務局
事務局長

次長
・防災危機管理
局担当部長(危機
管理に係る連絡
調整)を併任
・選挙管理委員
会事務局選挙課
長を事務取扱

選挙課
課長<事取>

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（啓発） 課長補佐（啓発）

課長補佐（選挙） 課長補佐（選挙）

 課長補佐（企画調整）

10

書記長補佐<充>
※区役所総務課課長補佐(統計
選挙)を充てる

区選挙管理委員会事務室
書記長<充>
※区役所区政部総務課長を充
てる

区選挙管理委員会事務室
書記長<充>
※区役所区政部総務課長を充
てる

書記長補佐<充>
※区役所総務課課長補佐(統計
選挙)を充てる

選挙管理委員会事務局1



令和8年度組織改正図

98 13 101 15

17 17

3 3

①名称変更

12 12

教育委員会事務
局
教育次長

13,199
総務部
部長

総務課
課長
防災危機管理局担当課長(危機
管理に係る連絡調整)を併任

教育委員会事務
局
教育次長

13,213
総務部
部長

総務課
課長
防災危機管理局担当課長(危機
管理に係る連絡調整)を併任

現行 改正案 備考

教育委員会
教育長

教育委員会
教育長

教育委員会事務局

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（総合教育会議等） 課長補佐（総合教育会議等）

課長補佐（調査） 課長補佐（調査）

課長補佐（企画経理） 課長補佐（企画経理）

人権教育課
課長

人権教育課
課長

課長補佐（人権教育）<事取> 課長補佐（人権教育）<事取>②

課長補佐（同和教育）<事取>

担当課長（調査） 担当課長（調査）

企画経理課
課長

企画経理課
課長

課長補佐（企画経理）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を併
任

課長補佐（企画経理）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を併
任

課長補佐（ＤＸの推進）
新しい学校づくり推進課課長補
佐(学校における働き方改革)を
兼務

課長補佐（ＤＸの推進）
新しい学校づくり推進課課長補
佐(学校における働き方改革)を
兼務

指導主事 指導主事

教育ＤＸ推進課
課長

教育ＤＸ推進課
課長

課長補佐（総括） 課長補佐（総括）

課長補佐（ＤＸの推進） 課長補佐（ＤＸの推進）

教育委員会事務局1



25 26

①延長（R10.3期限）

延長（R11.3期限）

①延長（R9.3期限）

①延長　R10.3期限

延長　R11.3期限

20 20

延長（R11.3期限）課長補佐（学校施設のバリアフ
リー化の推進）

課長補佐（学校施設のバリアフ
リー化の推進）

課長補佐（営繕） 課長補佐（営繕）

課長補佐（学校施設整備） 課長補佐（学校施設整備）

課長補佐（学校体育館の空調整
備）

課長補佐（学校体育館の空調整
備）

担当課長（橘小学校等複合化整
備事業の推進）

担当課長（橘小学校等複合化整
備事業の推進）

学校施設課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を併任

学校施設課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を併任

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

課長補佐（給食調理場の環境整
備の推進）<兼>②

課長補佐（給食調理場の環境整
備の推進）<兼>②

指導主事 指導主事

担当課長（子どもいきいき学校
づくり）⑤

担当課長（子どもいきいき学校
づくり）⑤

課長補佐（学校施設リフレッ
シュプランの推進）

課長補佐（学校施設リフレッ
シュプランの推進）

課長補佐（子どもいきいき学校
づくり）⑤

課長補佐（子どもいきいき学校
づくり）⑤

課長補佐（橘小学校等複合化整
備事業の推進）

課長補佐（橘小学校等複合化整
備事業の推進）

課長補佐（計画） 課長補佐（計画）

課長補佐（市立幼稚園のあり方
検討）
義務教育課課長補佐(市立幼稚
園のあり方検討)を兼務

課長補佐（市立幼稚園のあり方
検討）
義務教育課課長補佐(市立幼稚
園のあり方検討)を兼務

課長補佐（学校整備） 課長補佐（学校整備）

教育環境整備課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を併任

教育環境整備課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を併任

教育委員会事務局2



10 10

新設（経常）

43 45

新設　R9.3期限

14 14

担当課長（教員人事制度改革）
<兼>②

担当課長（教員人事制度改革）
<兼>②

学校事務センター
所長

学校事務センター
所長

所長補佐（事務支援） 所長補佐（事務支援）

管理主事 管理主事

担当課長（定数・給与等） 担当課長（定数・給与等）

担当課長（教員人事制度改革）

教職員課首席管理主事
を兼務

課長補佐（安全衛生） 課長補佐（安全衛生）

課長補佐（教職員のメンタルヘ
ルス・保健指導）

課長補佐（教職員のメンタルヘ
ルス・保健指導）

課長補佐（教員人事制度改革） 課長補佐（教員人事制度改革）

課長補佐（学校事務の改革に係
る連絡調整）<兼>

課長補佐（学校事務の改革に係
る連絡調整）<兼>

課長補佐（高等学校に係る連絡
調整）<兼>

課長補佐（高等学校に係る連絡
調整）<兼>

課長補佐（特別支援学校等に係
る連絡調整）<兼>

課長補佐（特別支援学校等に係
る連絡調整）<兼>

担当課長（倫理意識の向上）
人事部担当課長(教員人事制度
改革)を兼務

担当課長（倫理意識の向上）
人事部担当課長(教員人事制度
改革)を兼務

教職員課
課長

教職員課
課長

課長補佐（管理）② 課長補佐（管理）②

課長補佐（事務局人事） 課長補佐（事務局人事）

課長補佐（人事・服務に係る特
命事項の処理）

課長補佐（倫理意識の向上） 課長補佐（倫理意識の向上）

管理主事 管理主事

人事部
部長

101
人事課
課長
人事部担当課長(教員人事制度
改革)を兼務

人事部
部長

105
人事課
課長
人事部担当課長(教員人事制度
改革)を兼務

教育委員会事務局3



29 31

新設（R10.3期限）

20 23

課長：兼務解除

子ども応援課へ移管

廃止

担当局長：
新設　R9.3期限

課長補佐（学校における働き方
改革）<兼>

課長補佐（学校における働き方
改革）<兼>

課長補佐（学びの改革推進） 課長補佐（学びの改革推進）

課長補佐（安全安心な居場所づ
くり・教育相談体制）
子ども応援課課長補佐(危機管
理等)を兼務

 課長補佐（安全安心な居場所づ
 くり）<兼>

課長補佐（学校における働き方
改革）

課長補佐（学校における働き方
改革）

担当課長（教員採用） 担当課長（教員採用）

新しい学校づく
り推進部
部長

204 新しい学校づくり推進課
課長
 新しい学校づくり推進部担当課
 長(不登校児童生徒支援に係る
 企画調整)を兼務

担当局長
（学校教育に係
る企画調整）

新しい学校づく
り推進部
部長

212
新しい学校づくり推進課
課長

課長補佐（教員採用に係る特命
事項の処理）

課長補佐（施設等）
教育センター総務課課長補佐
(施設)を兼務

課長補佐（施設等）
教育センター総務課課長補佐
(施設)を兼務

指導主事
教育センター研修部指導主事を
兼務

指導主事
教育センター研修部指導主事を
兼務

担当課長（教職員研修）
教育センター研修部長を兼務

担当課長（教職員研修）
教育センター研修部長を兼務

担当部長
（教職員育成
等）
教育センター所
長を兼務

教職員研修・採用課
課長
教育センター総務課長を兼務

担当部長
（教職員育成
等）
教育センター所
長を兼務

教職員研修・採用課
課長
教育センター総務課長を兼務

課長補佐（教職員研修・採用）
教育センター総務課課長補佐
(庶務)を兼務

課長補佐（教職員研修・採用）
教育センター総務課課長補佐
(庶務)を兼務

所長補佐（学校事務改善に係る
企画調整）<兼>

所長補佐（学校事務改善に係る
企画調整）<兼>

所長補佐（学校事務改善）<兼>⑩ 所長補佐（学校事務改善）<兼>⑩

所長補佐（給与） 所長補佐（給与）

教育委員会事務局4



新設（R9.3期限）

専任化　R9.3期限

159 164

廃止

名称変更

兼務組織の廃止

名称変更・併任設定
延長R9.3期限

課長補佐（教育相談体制・危機
管理等）

指導主事 指導主事

担当課長（教育相談体制・危機
管理等）

 担当課長（危機管理等）
 <兼>

課長補佐（企画調整） 課長補佐（企画調整）

課長補佐（システム・制度改革） 課長補佐（システム・制度改革）

 課長補佐（危機管理等）<兼>

担当課長（学びの多様化学校・
中高一貫教育等に係る特命事項
の処理）
総務局市立大学部担当課長(市
立大学附属学校に係る調整)を
併任

担当部長
（子ども応援）

子ども応援課
課長

担当部長
（子ども応援）

子ども応援課
課長

課長補佐（子ども応援） 課長補佐（子ども応援）

担当課長（学校における働き方
改革）

担当課長（学校における働き方
改革）

担当課長（教育相談体制）
新しい学校づくり推進部担当課
長(危機管理等)を兼務

担当課長（不登校児童生徒支援
に係る企画調整）
 <兼>

担当課長（不登校児童生徒支援
に係る企画調整）

担当課長（一貫教育の推進に係
る特命事項の処理）

課長補佐（不登校児童生徒支援
に係る企画調整）

課長補佐（不登校児童生徒支援
に係る企画調整）

課長補佐（フリースクール等に
係る企画調整）

指導主事 指導主事

新しい学校づくり推進
課から移管・名称変更

教育委員会事務局5



6 6

15 15

33 37

兼務解除

新設（R13.3期限）

指導主事

新設　R10.3期限

（任期付職員）

兼務化
教育支援部担当課長(高
等学校改革の推進)が兼
務

担当課長（児童生徒支援等） 担当課長（児童生徒支援等）

担当課長（法務・相談業務等に
係る特命事項の処理）

担当課長（キャリア教育） 担当課長（キャリア教育）

担当課長（キャリア教育）
 教育支援部担当課長(高等学校
 改革の推進)を兼務

担当課長（キャリア教育）
＜兼＞

課長補佐（日本語教育）

指導主事

課長補佐（市立幼稚園のあり方
検討）<兼>

課長補佐（市立幼稚園のあり方
検討）<兼>

課長補佐（キャリア教育） 課長補佐（キャリア教育）

課長補佐（キャリア教育）<兼> 課長補佐（キャリア教育）<兼>

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（いじめ防止対策）
 新しい学校づくり推進課課長補
 佐(安全安心な居場所づくり)を
 兼務

課長補佐（いじめ防止対策）

課長補佐（学校問題解決） 課長補佐（学校問題解決）

指導主事 指導主事

教育支援部
部長

120 義務教育課
課長

教育支援部
部長

129 義務教育課
課長

課長補佐（管理・調整） 課長補佐（管理・調整）

所長補佐（事務） 所長補佐（事務）

教育相談部
部長<兼>

教育相談部
部長<兼>

子ども支援部
部長<兼>

子ども支援部
部長<兼>

課長補佐（教育相談等）<事取> 課長補佐（教育相談等）<事取>

指導主事 指導主事

教育支援センター
所長

教育支援センター
所長

教育相談課
課長

教育相談課
課長

教育委員会事務局6



8 10

専任化　R10.3期限

兼務設定

11 11

28 29

新設（R9.3期限）

延長（R9.3期限）

①延長（R9.3期限）

延長　R9.3期限

指導主事 指導主事

担当課長（給食のあり方検討） 担当課長（給食のあり方検討）

課長補佐（中学校給食） 課長補佐（中学校給食）

課長補佐（給食のあり方検討） 課長補佐（給食のあり方検討）

課長補佐（給食調理場の環境改
善）②
教育環境整備課課長補佐(給食
調理場の環境整備の推進)を兼
務

課長補佐（給食調理場の環境改
善）②
教育環境整備課課長補佐(給食
調理場の環境整備の推進)を兼
務

課長補佐（保健体育） 課長補佐（保健体育）

課長補佐（学校外プール活用）

課長補佐（小学校給食） 課長補佐（小学校給食）

課長補佐（小学校給食調理業務
の効率化）

課長補佐（小学校給食調理業務
の効率化）

課長補佐（医療的ケア児の支援） 課長補佐（医療的ケア児の支援）

指導主事 指導主事

学校保健課
課長
スポーツ市民局市民生活部担当
課長(安心・安全で快適なまち
づくりの推進)を併任

学校保健課
課長
スポーツ市民局市民生活部担当
課長(安心・安全で快適なまち
づくりの推進)を併任

担当課長（高等学校改革の推
進）
 <兼>

担当課長（高等学校改革の推
進）
教育支援部担当課長(キャリア
教育)を兼務

特別支援教育課
課長

特別支援教育課
課長

課長補佐（企画）
教職員課課長補佐(特別支援学
校等に係る連絡調整)を兼務

課長補佐（企画）
教職員課課長補佐(特別支援学
校等に係る連絡調整)を兼務

高等学校教育課
課長

高等学校教育課
課長

課長補佐（企画）
教職員課課長補佐(高等学校に
係る連絡調整)を兼務
義務教育課課長補佐(キャリア
教育)を兼務

課長補佐（企画）
教職員課課長補佐(高等学校に
係る連絡調整)を兼務
義務教育課課長補佐(キャリア
教育)を兼務

指導主事 指導主事

教育委員会事務局7



26 26

②延長（R9.3期限）

9 9

稲武野外教育センター 5 稲武野外教育センター 5

中津川野外教育センター 4 中津川野外教育センター 4

72 38 75 40

11 11

担当部長
（図書館改革の
推進）
<兼>

担当部長
（図書館改革の
推進）
<兼>

課長補佐（部活動振興） 課長補佐（部活動振興）

課長補佐（部活動に係る企画調
整）③

課長補佐（部活動に係る企画調
整）③

指導主事 指導主事

担当課長（図書館改革の推進）
鶴舞中央図書館担当課長(図書
館改革)を兼務

担当課長（図書館改革の推進）
鶴舞中央図書館担当課長(図書
館改革)を兼務

部活動振興課
課長

部活動振興課
課長

課長補佐（女性教育） 課長補佐（女性教育）

課長補佐（図書館改革の推進）
②
鶴舞中央図書館課長補佐(図書
館改革)を兼務

課長補佐（図書館改革の推進）
②
鶴舞中央図書館課長補佐(図書
館改革)を兼務

社会教育主事 社会教育主事

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

課長補佐（社会教育）<事取> 課長補佐（社会教育）<事取>

課長補佐（生涯学習） 課長補佐（生涯学習）

副所長 副所長

生涯学習部
部長

生涯学習課
課長
上汐田教育集会所所長に充てる

生涯学習部
部長

課長補佐（就学等に係る企画調
整）②

課長補佐（就学等に係る企画調
整）②

課長補佐（就学奨励等） 課長補佐（就学奨励等）

野外教育センター(2)
所長

野外教育センター(2)
所長

生涯学習課
課長
上汐田教育集会所所長に充てる

課長補佐（学校財務） 課長補佐（学校財務）

課長補佐（就学援助） 課長補佐（就学援助）

課長補佐（就学援助等に係るＤ
Ｘの推進）

課長補佐（就学援助等に係るＤ
Ｘの推進）

学事課
課長

学事課
課長

教育委員会事務局8



18 18

1 1

2 2

11 11

課長補佐（図書館改革）<兼>② 課長補佐（図書館改革）<兼>②

14 14

25 25

課長補佐（奉仕）② 課長補佐（奉仕）②

図書館(11) 図書館(5)

館長補佐（奉仕） 館長補佐（奉仕）

課長補佐（収集整理） 課長補佐（収集整理）

課長補佐（情報システム） 課長補佐（情報システム）

奉仕課
課長

奉仕課
課長

副館長補佐（庶務） 副館長補佐（庶務）

担当課長（図書館改革）
<兼>

担当課長（図書館改革）
<兼>

整理課
課長

整理課
課長

見晴台考古資料
館
館長

副館長
<充>

見晴台考古資料
館
館長

副館長
<充>

鶴舞中央図書館
館長
教育委員会事務
局担当部長(図書
館改革の推進)を
兼務

107 副館長 鶴舞中央図書館
館長
教育委員会事務
局担当部長(図書
館改革の推進)を
兼務

107 副館長

課長補佐（文化財活用推進） 課長補佐（文化財活用推進）

上汐田教育集会所
所長<充>

上汐田教育集会所
所長<充>

所長補佐（上汐田教育集会所） 所長補佐（上汐田教育集会所）

文化財保護課
課長
見晴台考古資料館副館長に充て
る

文化財保護課
課長
見晴台考古資料館副館長に充て
る

課長補佐（文化財保存活用） 課長補佐（文化財保存活用）

課長補佐（埋蔵文化財） 課長補佐（埋蔵文化財）

教育委員会事務局9



千種図書館  北図書館  楠図書館 千種図書館 指定管理者制度の導入

館長  館長  館長<兼> 館長 北、楠、山田、港、

 楠図書館長を兼務 南陽、南

西図書館  山田図書館 瑞穂図書館 西図書館 瑞穂図書館

館長  館長<兼> 館長 館長 館長

 山田図書館長を兼務

熱田図書館 中川図書館  港図書館 熱田図書館 中川図書館

館長 館長  館長 館長 館長

 南陽図書館長を兼務

 南陽図書館  南図書館

 館長<兼>  館長

38 13 38 13

18 18

3 3

2 2秀吉清正記念館
館長<充>

課長補佐（収集保管）
秀吉清正記念館館長補佐を
兼務

課長補佐（収集保管）
秀吉清正記念館館長補佐を
兼務

蓬左文庫
蓬左文庫文庫長補佐(学芸)を事
務取扱

蓬左文庫
蓬左文庫文庫長補佐(学芸)を事
務取扱

文庫長補佐（学芸）<事取> 文庫長補佐（学芸）<事取>

学芸課
課長

学芸課
課長

課長補佐（学芸） 課長補佐（学芸）

課長補佐（広報普及） 課長補佐（広報普及）

館長補佐<兼> 館長補佐<兼>

秀吉清正記念館
館長<充>

課長補佐（施設） 課長補佐（施設）

課長補佐（博物館の魅力向上） 課長補佐（博物館の魅力向上）

担当課長（博物館の魅力向上） 担当課長（博物館の魅力向上）

博物館
館長<非特>

副館長
秀吉清正記念館
長に充てる

総務課
課長

博物館
館長<非特>

副館長
秀吉清正記念館
長に充てる

総務課
課長

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

教育委員会事務局10



17 7 18 8

9 9

34 13 36 14

廃止

18 19

事務長
学校事務センター所長補佐(学
校事務改善)を兼務
(小学校のうち8校に限る。)

事務長
学校事務センター所長補佐(学
校事務改善)を兼務
(小学校のうち8校に限る。)

課長補佐（庶務）<兼>

課長補佐（普及）

課長補佐（学芸） 課長補佐（学芸）

課長補佐（施設）<兼> 課長補佐（施設）<兼>

研修部
部長<兼>

研修部
部長<兼>

小学校(261)
校長

7,292 小学校(260)
校長

課長補佐（学芸） 課長補佐（学芸）

課長補佐（普及） 課長補佐（普及）

課長補佐（科学館の魅力向上） 課長補佐（科学館の魅力向上）

 担当課長（科学館の魅力向上）

課長補佐（天文） 課長補佐（天文）

担当課長（天文）

学芸課
課長

学芸課
課長

課長補佐（普及）

教育センター
所長<兼>

総務課
課長<兼>

教育センター
所長<兼>

総務課
課長<兼>

課長補佐（庶務）<兼>

7,292 内山小・大和小の統合
（みやこ小の開校）

担当課長（天文）

課長補佐（経営） 課長補佐（経営）

美術館
館長<非特>

副館長 総務課
課長

美術館
館長<非特>

副館長 総務課
課長

科学館
館長<非特>

副館長 総務課
課長

科学館
館長<非特>

副館長 総務課
課長

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

学芸課
課長

学芸課
課長

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

教育委員会事務局11



兼務組織の拡充

兼務組織の拡充

事務取扱組織の拡充

上志段味中の開校中学校(113)
校長

3,464 中学校(114)
校長

3,464

事務長
学校事務センター所長補佐(学
校事務改善)を兼務
(中学校のうち2校に限る。)

事務長
学校事務センター所長補佐(学
校事務改善)を兼務
(中学校のうち2校に限る。)

豊岡小学校
共同学校事務室
室長
・共同学校事務室長(瑞穂区の
小学校（豊岡小学校を除く。）
10校及び中学校5校に限る。)
を兼務
・事務長(瑞穂区の小学校11校
及び中学校5校に限る。)を事
務取扱

共同学校事務室
室長<兼>
（瑞穂区の小学校（豊岡小学校
を除く。）10校に限る。）

 中根小学校
 共同学校事務室
 室長<兼>

事務長<事取>
( 弥富小･汐路小･豊岡小･陽
 明小･中根小に限る。)

事務長<事取>
（瑞穂区の小学校11校に限
る。)

 弥富小学校
 共同学校事務室
 室長<兼>

 汐路小学校
 共同学校事務室
 室長<兼>

豊岡小学校
共同学校事務室
室長
・共同学校事務室長( 弥富小･
 汐路小･陽明小･中根小･萩山中･
 汐路中に限る。)を兼務
・事務長( 弥富小･汐路小･豊岡
 小･陽明小･中根小･萩山中･汐路
 中に限る。)を事務取扱

 陽明小学校
 共同学校事務室
 室長<兼>

事務長
・教職員課課長補佐(学校事務
の改革に係る連絡調整)を兼務
・学校事務センター所長補佐
(学校事務改善に係る企画調整)
を兼務
(小学校のうち1校に限る。)

事務長
・教職員課課長補佐(学校事務
の改革に係る連絡調整)を兼務
・学校事務センター所長補佐
(学校事務改善に係る企画調整)
を兼務
(小学校のうち1校に限る。)

教育委員会事務局12



兼務組織の拡充

事務取扱組織の拡充

943 943

580 580

事務長 事務長

126 126

 汐路中学校
 共同学校事務室
 室長<兼>

事務長<事取>
 (萩山中、汐路中に限る。)

事務長<事取>
（瑞穂区の中学校5校に限
る。)

共同学校事務室
室長<兼>
（瑞穂区の中学校5校に限
る。）

 萩山中学校
 共同学校事務室
 室長<兼>

特別支援学校(6)
校長

特別支援学校(6)
校長

幼稚園(20)
園長

幼稚園(20)
園長

高等学校(14)
校長

高等学校(14)
校長

事務長 事務長

副事務長
(中央高等学校に限る。)

副事務長
(中央高等学校に限る。)

教育委員会事務局13



令和8年度組織改正図

23 24 23

新設（R10.3期限）

12 12

12 13

課長補佐（法制） 課長補佐（法制）

担当課長（法制･情報等） 担当課長（法制･情報等）

調査課
課長

調査課
課長

課長補佐（調査） 課長補佐（調査）

課長補佐（図書広報） 課長補佐（図書広報）

課長補佐（委員会） 課長補佐（委員会）

課長補佐（調整）②

課長補佐（秘書）② 課長補佐（秘書）②

担当課長（秘書） 担当課長（秘書）

議事課
課長

議事課
課長

課長補佐（議事） 課長補佐（議事）

次長 総務課
課長
防災危機管理局担当課長(危機
管理に係る連絡調整)を併任

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（経理・情報） 課長補佐（経理・情報）

55市会事務局
事務局長

51 次長 総務課
課長
防災危機管理局担当課長(危機
管理に係る連絡調整)を併任

市会事務局
事務局長

市会事務局
現行 改正案 備考

市会事務局1



令和8年度組織改正図
現行 改正案 備考

区役所(16)
区長

区政部
部長

総務課
課長
・区選挙管理委員会事務室書
記長に充てる
・区会計管理者を兼務
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務

区役所(16)
区長

区役所

課長補佐（防災）<併> 課長補佐（防災）<併>

課長補佐（農政）<充>
（中川区及び緑区に限る。）

課長補佐（農政）<充>
（中川区及び緑区に限る。）

課長補佐（農政）②<充>
（守山区に限る。）

課長補佐（農政）②<充>
（守山区に限る。）

区政部
部長

総務課
課長
・区選挙管理委員会事務室書
記長に充てる
・区会計管理者を兼務
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（防災）
防災危機管理局地域防災課課
長補佐(災害対策に係る地域活
動の推進)を兼務

課長補佐（防災）
防災危機管理局地域防災課課
長補佐(災害対策に係る地域活
動の推進)を兼務

課長補佐（企画経理）
（千種区、北区、西区、中区、
昭和区、南区、守山区及び緑区
を除く。）

課長補佐（企画経理）
（千種区、北区、西区、中区、
昭和区、南区、守山区及び緑区
を除く。）

課長補佐（企画経理）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務
（千種区、北区、昭和区、南
区、守山区及び緑区に限る。）

課長補佐（企画経理）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務
（千種区、北区、昭和区、南
区、守山区及び緑区に限る。）

課長補佐（統計選挙）
区選挙管理委員会事務室書記
長補佐に充てる

課長補佐（統計選挙）
区選挙管理委員会事務室書記
長補佐に充てる

担当課長（農政）
<充>
（中川区、守山区及び緑区に限
る。）

担当課長（農政）
<充>
（中川区、守山区及び緑区に限
る。）

企画経理課
課長

企画経理課
課長

区役所1



課長補佐（企画経理）
・総務局アジア・アジアパラ
競技大会推進課課長補佐(大会
準備・運営に係る連絡調整)を
兼務
・地域力推進課課長補佐(広
報)を兼務
（西区に限る。）

課長補佐（企画経理）
・総務局アジア・アジアパラ
競技大会推進課課長補佐(大会
準備・運営に係る連絡調整)を
兼務
・地域力推進課課長補佐(広
報)を兼務
（西区に限る。）

課長補佐（スマート窓口に係る
業務改革）<兼>
（東区、中村区及び緑区に限
る。）

課長補佐（スマート窓口に係る
業務改革）<兼>
（東区、中村区及び緑区に限
る。）

担当課長（区政運営の推進）
<兼>②<併>

担当課長（区政運営の推進）
<兼>②<併>

地域力推進課
課長

地域力推進課
課長

課長補佐（企画経理・区役所間
総合調整）
（中区に限る。）

課長補佐（企画経理・区役所間
総合調整）
（中区に限る。）

課長補佐（広報企画）<兼>
（緑区に限る。）

課長補佐（広報企画）<兼>
（緑区に限る。）

課長補佐（地域の魅力のプロ
モーション）
（中村区に限る。）

課長補佐（地域の魅力のプロ
モーション）
（中村区に限る。）

課長補佐（生涯学習）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務
（東区、瑞穂区、港区及び天白
区に限る。）

課長補佐（生涯学習）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務
（東区、瑞穂区、港区及び天白
区に限る。）

課長補佐（地域力推進）
（中村区、熱田区及び名東区を
除く。）

課長補佐（地域力推進）
（中村区、熱田区及び名東区を
除く。）

課長補佐（地域力推進）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務
（中村区、熱田区及び名東区に
限る。）

課長補佐（地域力推進）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務
（中村区、熱田区及び名東区に
限る。）

課長補佐（生涯学習）
（東区、西区、中区、瑞穂区、
港区及び天白区を除く。）

課長補佐（生涯学習）
（東区、西区、中区、瑞穂区、
港区及び天白区を除く。）
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課長補佐（生涯学習・スポーツ
の推進）
（西区に限る。）

課長補佐（生涯学習・スポーツ
の推進）
（西区に限る。）

課長補佐（生涯学習・スポーツ
の推進）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務
（中区に限る。）

課長補佐（生涯学習・スポーツ
の推進）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務
（中区に限る。）

課長補佐（地域の魅力の向上・
発信）
（千種区、東区、昭和区、瑞穂
区、熱田区、南区及び名東区に
限る。）

課長補佐（地域の魅力の向上・
発信）
（千種区、東区、昭和区、瑞穂
区、熱田区、南区及び名東区に
限る。）

課長補佐（地域の魅力の向上・
発信）
区政部企画経理課課長補佐(広
報企画)を兼務
（緑区に限る。）

課長補佐（地域の魅力の向上・
発信）
区政部企画経理課課長補佐(広
報企画)を兼務
（緑区に限る。）

課長補佐（地域の魅力の発信・
観光推進）
（西区に限る。）

課長補佐（地域の魅力の発信・
観光推進）
（西区に限る。）

課長補佐（区の特性に応じた地
域の活力向上）
保健福祉センター福祉部福祉
課課長補佐(地域包括ケア推進
に係る地域の活力向上)を兼務
（北区に限る。）

課長補佐（区の特性に応じた地
域の活力向上）
保健福祉センター福祉部福祉
課課長補佐(地域包括ケア推進
に係る地域の活力向上)を兼務
（北区に限る。）

課長補佐（区の特性に応じた地
域の活力向上）
（港区、守山区及び天白区に限
る。）

課長補佐（区の特性に応じた地
域の活力向上）
（港区、守山区及び天白区に限
る。）

課長補佐（区の特性に応じた地
域の活力向上）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務
（中川区に限る。）

課長補佐（区の特性に応じた地
域の活力向上）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務
（中川区に限る。）

課長補佐（広報）<兼>
（西区に限る。）

課長補佐（広報）<兼>
（西区に限る。）

課長補佐（地域の魅力の向上・
多文化共生の推進）
（中区に限る。）

課長補佐（地域の魅力の向上・
多文化共生の推進）
（中区に限る。）
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所長：
事務取扱解除
（千種区、緑区）
兼務設定
（守山区、緑区）
兼務解除
（熱田区）
事務取扱設定
（熱田区）

課長補佐（戸籍） 課長補佐（戸籍）

課長補佐（住民記録） 課長補佐（住民記録）

課長補佐（個人番号カード交付
に係る調整）

課長補佐（個人番号カード交付
に係る調整）

市民課
課長

市民課
課長

保健福祉セン
ター
所長
（注1）

保健福祉セン
ター福祉部長を
兼務（注2）

保健福祉セン
ター保健予防課
課長補佐(医務)
を事務取扱
（注3）

健康福祉局担当
部長(健康危機管
理対応力強化に
係る総合調整)を
兼務
保健福祉セン
ター保健予防課
課長補佐(医務)
を事務取扱
（注4）

（注1）守山区に限る。

（注2）東区、西区、昭和区及び
　　　 熱田区に限る。

（注3）千種区、北区、中村区、
       中区、瑞穂区、中川区、
       港区、緑区、名東区及び
       天白区に限る。

（注4）南区に限る。

保健福祉セン
ター
所長
（注1）

保健福祉セン
ター福祉部長を
兼務（注2）

保健福祉セン
ター保健予防課
課長補佐(医務)
を事務取扱
（注3）

健康福祉局担当
部長(健康危機管
理対応力強化に
係る総合調整)を
兼務
保健福祉セン
ター保健予防課
課長補佐(医務)
を事務取扱
（注4）

（注1）千種区に限る。

（注2）東区、西区、昭和区、守
　　　 山区及び緑区に限る。

（注3）北区、中村区、中区、瑞
　　　 穂区、熱田区、中川区、
       港区、名東区及び天白区
       に限る。

（注4）南区に限る。

※区役所保健福祉センター所長(医
事職に限る)及び区役所保健福祉セ
ンター担当課長(医務総括)は健康
福祉局保健所保健センター長に充
てる。
また、区役所保健福祉センター(福
祉部を除く)に所属する職員は、健
康福祉局保健所保健センターにお
いて同一の名称の職に充てる。

※区役所保健福祉センター所長(医
事職に限る)及び区役所保健福祉セ
ンター担当課長(医務総括)は健康
福祉局保健所保健センター長に充
てる。
また、区役所保健福祉センター(福
祉部を除く)に所属する職員は、健
康福祉局保健所保健センターにお
いて同一の名称の職に充てる。

①兼務組織の拡充
（R9.3期限）
スポーツ市民局住民課
課長補佐(個人番号カー
ド交付等に係る調整)が
兼務

課長補佐（個人番号カード交付
等に係る調整）<兼>

課長補佐（個人番号カード交付
等に係る調整）<兼>②

課長補佐（スマート窓口の導入
調整）<兼>
（東区、中村区及び緑区に限
る。）

兼務組織の新設
東区、中村区はスポー
ツ市民局区政課課長補
佐(スマート窓口に係る
企画調整)が兼務
緑区はスポーツ市民局
区政課課長補佐(スマー
ト窓口に係る業務改革)
が兼務

課長補佐（郵送証明）
（熱田区に限る。）

課長補佐（郵送証明）
（熱田区に限る。）
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名称変更

名称変更

拡充（経常）

拡充（経常）

（中区）

拡充　経常

（中川区）

（東区、中村区、中
区、昭和区、緑区）

課長補佐（地域子育て支援）
保健福祉センター保健予防課
課長補佐(母子保健に係る地域
子育て支援)を兼務
（千種区、北区、中川区、港
区、南区、守山区、名東区及び
天白区に限る。）

課長補佐（地域子育て支援）
保健福祉センター保健予防課
課長補佐(母子保健に係る地域
子育て支援)を兼務
（西区、瑞穂区及び熱田区を除
く。）

（東区、中村区、中
区、昭和区、緑区）

課長補佐（子ども家庭相談支援
の統括）
保健福祉センター保健予防課
課長補佐(母子保健に係る子ど
も家庭相談支援の統括)を兼務
（千種区、北区、中川区、港
区、南区、守山区、名東区及び
天白区に限る。）

課長補佐（子ども家庭相談支援
の統括）
保健福祉センター保健予防課
課長補佐(母子保健に係る子ど
も家庭相談支援の統括)を兼務
（西区、瑞穂区及び熱田区を除
く。）

（東区、中村区、中
区、昭和区、緑区）

福祉部
部長
<兼（東区、西
区、昭和区及び
熱田区に限
る。）>

民生子ども課
課長 福祉部

部長
<兼（東区、西
区、昭和区、守
山区及び緑区に
限る。）>

民生子ども課
課長

課長補佐（民生子ども） 課長補佐（民生子ども）

課長補佐（子ども家庭支援）
保健福祉センター保健予防課
課長補佐(母子保健に係る子ど
も家庭支援)を兼務
（千種区、北区、中川区、港
区、南区、守山区、名東区及び
天白区を除く。）

課長補佐（子ども家庭支援）
保健福祉センター保健予防課
課長補佐(母子保健に係る子ど
も家庭支援)を兼務
（西区、瑞穂区及び熱田区に限
る。）

課長補佐（生活保護）④
（南区に限る。）

課長補佐（生活保護）④
（南区に限る。）

課長補佐（生活保護）⑤
（中村区に限る。）

課長補佐（生活保護）⑤
（中村区に限る。）

課長補佐（健康管理支援）<兼> 課長補佐（健康管理支援）<兼>

課長補佐（生活保護統括）
（東区を除く。）

課長補佐（生活保護統括）
（東区を除く。）

課長補佐（生活保護）
（東区、西区、中区、昭和区、
瑞穂区、熱田区、緑区及び天白
区に限る。）

課長補佐（生活保護）
（東区、西区、昭和区、瑞穂
区、熱田区、緑区及び天白区に
限る。）

課長補佐（生活保護）②
（千種区、北区、中川区、港
区、守山区及び名東区に限
る。）

課長補佐（生活保護）②
（千種区、北区、中区、中川
区、港区、守山区及び名東区に
限る。）

課長補佐（保護費等の追加給
付）<兼>

兼務組織の新設
（R10.3期限）
健康福祉局保護課課長
補佐(保護費等の追加給
付)が兼務

担当課長（生活保護）
（中村区、港区及び南区に限
る。）

担当課長（生活保護）
（中村区、中川区、港区及び南
区に限る。）

部長：
本務化（熱田区）
兼務化（守山区、緑
区）

区役所5



課長補佐（食品衛生・動物愛護） 課長補佐（食品衛生・動物愛護）

課長補佐（高齢福祉） 課長補佐（高齢福祉）

課長補佐（包括的支援等の推
進）
保健福祉センター保健予防課
課長補佐(包括的支援等の推
進)を兼務

課長補佐（包括的支援等の推
進）
保健福祉センター保健予防課
課長補佐(包括的支援等の推
進)を兼務

課長補佐（地域包括ケア推進に
係る地域の活力向上）<兼>
（北区に限る。）

課長補佐（地域包括ケア推進に
係る地域の活力向上）<兼>
（北区に限る。）

担当課長（保護費等の追加給
付）<兼>

兼務組織の新設
R10.3期限
健康福祉局生活福祉部
担当課長(保護費等の追
加給付)が兼務福祉課

課長
福祉課
課長

保険年金課
課長

保険年金課
課長

課長補佐（収納・年金） 課長補佐（収納・年金）

課長補佐（保険・福祉医療） 課長補佐（保険・福祉医療）

課長補佐（介護保険） 課長補佐（介護保険）

課長補佐（障害福祉） 課長補佐（障害福祉）

課長補佐（精神障害者福祉・難
病対策等に係る連絡調整）
<兼>

課長補佐（精神障害者福祉・難
病対策等に係る連絡調整）
<兼>

課長補佐（健康危機管理）<兼> 課長補佐（健康危機管理）<兼>

担当課長（健康安全）
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

担当課長（健康安全）
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

保健管理課
課長
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

保健管理課
課長
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

課長補佐（企画管理） 課長補佐（企画管理）

課長補佐（医療安全） 課長補佐（医療安全）
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環境薬務課
課長
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

環境薬務課
課長
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

課長補佐（住居衛生）
（南区に限る。）

課長補佐（住居衛生）
（南区に限る。）

健康安全課
課長
（千種区、中村区、中区及び南
区を除く。）

健康安全課
課長
（千種区、中村区、中区及び南
区を除く。）

課長補佐（企画管理） 課長補佐（企画管理）

課長補佐（営業施設指導）
（南区を除く。）

課長補佐（営業施設指導）
（南区を除く。）

課長補佐（住居衛生・薬務）
（南区を除く。）

課長補佐（住居衛生・薬務）
（南区を除く。）

課長補佐（営業薬務）
（南区に限る。）

課長補佐（営業薬務）
（南区に限る。）

担当課長（医務総括）
（西区、昭和区及び熱田区に限
る。）

担当課長（医務総括）
（東区、西区、昭和区、守山区
及び緑区に限る。）

 担当課長（医務総括）
 健康福祉局健康部担当課長(医
 務指導)を兼務
 （東区に限る。）

公害対策課
課長
（西区、港区、南区及び名東区
に限る。）

公害対策課
課長
（西区、港区、南区及び名東区
に限る。）

課長補佐（食品衛生・動物愛護
等）

課長補佐（食品衛生・動物愛護
等）

課長補佐（大規模施設に係るＨ
ＡＣＣＰ監視等）
（熱田区に限る。）

課長補佐（大規模施設に係るＨ
ＡＣＣＰ監視等）
（熱田区に限る。）

課長補佐（健康危機管理）<兼> 課長補佐（健康危機管理）<兼>

課長補佐（環境活動推進） 課長補佐（環境活動推進）

課長補佐（規制指導）
（西区、南区及び名東区に限
る。）

課長補佐（規制指導）
（西区、南区及び名東区に限
る。）

拡充（守山区、緑区）
縮小（熱田区）
兼務解除（東区）
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名称変更

名称変更

保健予防課
課長

保健予防課
課長

課長補佐（保健感染症）
保健福祉センター保健管理課
課長補佐(健康危機管理)を兼
務
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

課長補佐（保健感染症）
保健福祉センター保健管理課
課長補佐(健康危機管理)を兼
務
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

課長補佐（保健感染症）
保健福祉センター健康安全課
課長補佐(健康危機管理)を兼
務
（千種区、中村区、中区及び南
区を除く。）

課長補佐（保健感染症）
保健福祉センター健康安全課
課長補佐(健康危機管理)を兼
務
（千種区、中村区、中区及び南
区を除く。）

課長補佐（規制指導）②
（港区に限る。）

課長補佐（規制指導）②
（港区に限る。）

課長補佐（精神保健・健康づく
り）
・保健福祉センター福祉部福
祉課課長補佐(精神障害者福
祉・難病対策等に係る連絡調
整)を兼務
・区役所支所区民福祉課課長
補佐(精神障害者福祉・難病対
策等に係る連絡調整)を兼務

課長補佐（精神保健・健康づく
り）
・保健福祉センター福祉部福
祉課課長補佐(精神障害者福
祉・難病対策等に係る連絡調
整)を兼務
・区役所支所区民福祉課課長
補佐(精神障害者福祉・難病対
策等に係る連絡調整)を兼務

課長補佐（保健看護）
保健福祉センター福祉部民生
子ども課課長補佐(健康管理支
援)を兼務

課長補佐（保健看護）
保健福祉センター福祉部民生
子ども課課長補佐(健康管理支
援)を兼務

課長補佐（母子保健に係る子
ども家庭支援）<兼>
（千種区、北区、中川区、港
区、南区、守山区、名東区及び
天白区を除く。）

課長補佐（母子保健に係る子
ども家庭支援）<兼>
（西区、瑞穂区及び熱田区に限
る。）

課長補佐（医務）
（守山区に限る。）

課長補佐（医務）
（千種区及び緑区に限る。）

課長補佐（医務）<事取>
（東区、西区、昭和区、熱田区
及び守山区を除く。）

課長補佐（医務）<事取>
（千種区、東区、西区、昭和
区、守山区及び緑区を除く。）

課長補佐（公害保健）
（熱田区、中川区、港区及び南
区に限る。)

課長補佐（公害保健）
（熱田区、中川区、港区及び南
区に限る。)

（東区、中村区、中
区、昭和区、緑区）

課長補佐（母子保健に係る地域
子育て支援）<兼>
（千種区、北区、中川区、港
区、南区、守山区、名東区及び
天白区に限る。）

課長補佐（母子保健に係る地域
子育て支援）<兼>
（西区、瑞穂区及び熱田区を除
く。）

（東区、中村区、中
区、昭和区、緑区）

本務化
（千種区、緑区）
縮小
（守山区）
事務取扱組織の拡充
（熱田区）
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兼務組織の拡充（経常）

（①中川区、②緑区）

兼務組織の拡充（経常）
課長補佐（母子保健に係る子ど
も家庭相談支援の統括）
<兼>（西区、瑞穂区、熱田区、
中川区及び緑区を除く。）

（東区、中村区、中
区、昭和区）

課長補佐（包括的支援等の推
進）<兼>

課長補佐（包括的支援等の推
進）<兼>

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る感染症対策）
<兼>
（港区に限る。）

兼務組織の新設
（R8.11期限）
課長補佐(アジア・アジ
アパラ競技大会に係る
感染症対策)が兼務

課長補佐（母子保健に係る子ど
も家庭相談支援の統括）
<兼>（千種区、北区、中川区、
港区、南区、守山区、名東区及
び天白区に限る。）

課長補佐（母子保健に係る子ど
も家庭相談支援の統括）②
<兼>（中川区及び緑区に限
る。）

担当課長（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
<兼>

兼務組織の新設
R9.3期限
健康福祉局担当課長(保
健福祉業務オンライン
申請等事務処理セン
ター)が兼務

課長補佐（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
<兼>②

②兼務組織の新設
（R9.3期限）
・健康福祉局監査課課
長補佐(保健福祉業務オ
ンライン申請等事務処
理センター)が兼務
・子ども青少年局企画
経理課課長補佐(保健福
祉業務オンライン申請
等事務処理センター)が
兼務

区役所支所(6)
支所長

区民生活課
課長

区役所支所(6)
支所長

区民生活課
課長

課長補佐（庶務）
栄市税事務所管理課課長補佐
(税務窓口)を兼務
（北区役所楠支所及び守山区役
所志段味支所に限る。）

課長補佐（庶務）
栄市税事務所管理課課長補佐
(税務窓口)を兼務
（北区役所楠支所及び守山区役
所志段味支所に限る。）

課長補佐（庶務）
本陣市税事務所管理課課長補
佐(税務窓口)を兼務
（西区役所山田支所、中川区役
所富田支所及び港区役所南陽支
所に限る。）

課長補佐（庶務）
本陣市税事務所管理課課長補
佐(税務窓口)を兼務
（西区役所山田支所、中川区役
所富田支所及び港区役所南陽支
所に限る。）

課長補佐（庶務）
金山市税事務所管理課課長補
佐(税務窓口)を兼務
（緑区役所徳重支所に限る。）

課長補佐（庶務）
金山市税事務所管理課課長補
佐(税務窓口)を兼務
（緑区役所徳重支所に限る。）
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新設（経常）

新設（経常）

①兼務組織の拡充
（R9.3期限）
スポーツ市民局住民課
課長補佐(個人番号カー
ド交付等に係る調整)が
兼務

課長補佐（スマート窓口の導入
調整）<兼>
（緑区役所徳重支所に限る。）

兼務組織の新設
スポーツ市民局区政課
課長補佐(スマート窓口
に係る業務改革)が兼務

課長補佐（農政）<充>
（港区役所南陽支所に限る。）

課長補佐（農政）<充>
（港区役所南陽支所に限る。）

課長補佐（生活保護）

担当課長（農政）
<充>
（港区役所南陽支所に限る。）

担当課長（農政）
<充>
（港区役所南陽支所に限る。）

区民福祉課
課長

区民福祉課
課長

課長補佐（保護・子ども） 課長補佐（民生子ども）

課長補佐（戸籍・住民記録） 課長補佐（戸籍・住民記録）

課長補佐（個人番号カード交付
等に係る調整）<兼>

課長補佐（個人番号カード交付
等に係る調整）<兼>②

課長補佐（保険・福祉医療・年
金）

課長補佐（保険・福祉医療・年
金）

課長補佐（保護費等の追加給
付）<兼>

兼務組織の新設
（R10.3期限）
健康福祉局保護課課長
補佐(保護費等の追加給
付)が兼務

課長補佐（高齢福祉・介護保険） 課長補佐（高齢福祉・介護保険）

課長補佐（障害福祉） 課長補佐（障害福祉）

課長補佐（精神障害者福祉・難
病対策等に係る連絡調整）
<兼>

課長補佐（精神障害者福祉・難
病対策等に係る連絡調整）
<兼>

名称変更・
子ども青少年局へ移管

課長補佐（子ども家庭相談
支援の統括）
保健福祉センター保健予防課
課長補佐(母子保健に係る子ど
も家庭相談支援の統括)を兼務
（中川区役所富田支所及び緑区
役所徳重支所に限る。）

課長補佐（生活保護統括）
（中川区役所富田支所に限
る。）

課長補佐（生活保護）

区役所10



担当課長（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
<兼>

兼務組織の新設
R9.3期限
健康福祉局担当課長(保
健福祉業務オンライン
申請等事務処理セン
ター)が兼務

課長補佐（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
<兼> 

②兼務組織の新設
（R9.3期限）
・健康福祉局監査課課
長補佐(保健福祉業務オ
ンライン申請等事務処
理センター)が兼務
・子ども青少年局企画
経理課課長補佐(保健福
祉業務オンライン申請
等事務処理センター)が
兼務

担当課長（保護費等の追加給
付）<兼>

兼務組織の新設
R10.3期限
健康福祉局生活福祉部
担当課長(保護費等の追
加給付)が兼務

区役所11



令和8年度組織改正図

18 18

併任追加

11 11

課長補佐（地震対策）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（地震対策）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（風水害対策）
<兼>

課長補佐（風水害対策）
<兼>

課長補佐（渉外） 課長補佐（渉外）

担当課長（渉外） 担当課長（渉外）

防災課
課長
防災危機管理局担当課長(危機
管理に係る連絡調整)を併任

防災課
課長
防災危機管理局担当課長(危機
管理に係る連絡調整)を併任

787 総務部
部長

175
総務課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

課長補佐（庶務総括） 課長補佐（庶務総括）

課長補佐（防災総括） 課長補佐（防災総括）

課長補佐（特命事項の調整）
・上下水道局経営企画課課長補
佐(企画調整)を兼務
・総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営にかかる連絡調整)を
併任

課長補佐（特命事項の調整）
上下水道局経営企画課課長補佐
(企画調整)を兼務

上下水道局
現行 改正案 備考

経営本部
本部長

787 総務部
部長

175
総務課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

経営本部
本部長

上下水道局
局長

2,132 上下水道局
局長

2,132

次長
上下水道局技術
本部長を兼務

次長
上下水道局技術
本部長を兼務

課長補佐（人事総括） 課長補佐（人事総括）

課長補佐（人事）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（人事）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

上下水道局1



延長（R9.3期限）

14 14

11 11

12 12

23 23契約監理課
課長

契約監理課
課長

課長補佐（工事契約総括） 課長補佐（工事契約総括）

課長補佐（事務執行の適正化）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（事務執行の適正化）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（水の歴史資料館管理） 課長補佐（水の歴史資料館管理）

課長補佐（調査総括） 課長補佐（調査総括）

課長補佐（安全衛生総括） 課長補佐（安全衛生総括）

課長補佐（職員健康管理）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（職員健康管理）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

担当部長
（契約監理・内
部統制）

調査課
課長

担当部長
（契約監理・内
部統制）

調査課
課長

課長補佐（事務管理総括） 課長補佐（事務管理総括）

課長補佐（労務総括） 課長補佐（労務総括）

課長補佐（労務）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（労務）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

安全衛生課
課長

安全衛生課
課長

担当課長（防災の企画・調整）
防災危機管理局担当課長(想定
最大規模災害対策推進)を併任

担当課長（防災の企画・調整）
防災危機管理局担当課長(想定
最大規模災害対策推進)を併任

労務課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

労務課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

課長補佐（給与総括） 課長補佐（給与総括）

課長補佐（災害時相互応援体制
の調査研究）

課長補佐（災害時相互応援体制
の調査研究）

課長補佐（災害時相互応援体制
の調査研究）
<併>

課長補佐（災害時相互応援体制
の調査研究）
<併>

課長補佐（災害情報システムの
開発）

課長補佐（災害情報システムの
開発）

上下水道局2



81 81

21 21

 課長補佐（経営企画総括） 併任解除

課長補佐（技術調整・GX推進総
括）

課長補佐（技術調整・GX推進総
括）

課長補佐（運営体制・経営改革） 課長補佐（運営体制・経営改革）

課長補佐（DX推進） 課長補佐（DX推進）

課長補佐（DX推進）
総務局デジタル改革推進課課長
補佐(DXの推進)を併任

課長補佐（DX推進）
総務局デジタル改革推進課課長
補佐(DXの推進)を併任

課長補佐（経営企画総括）
総務局アジア・アジアパラ競技
大会推進課課長補佐(大会準
備・運営にかかる連絡調整)を
併任

課長補佐（企画調整）
<兼>

課長補佐（企画調整）
<兼>

課長補佐（経営企画・事業モニ
タリング）

課長補佐（経営企画・事業モニ
タリング）

担当課長（研修施設整備） 担当課長（研修施設整備）

企画経理部
部長

147
経営企画課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を併任

企画経理部
部長

147
経営企画課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を併任

課長補佐（人材育成推進）
<兼>⑮

課長補佐（人材育成推進）
<兼>⑮

課長補佐（土木系研修） 課長補佐（土木系研修）

課長補佐（設備系研修） 課長補佐（設備系研修）

人材育成推進課
課長

人材育成推進課
課長

課長補佐（人材育成総括） 課長補佐（人材育成総括）

課長補佐（人材育成推進に係る
施策の企画・調整）②

課長補佐（人材育成推進に係る
施策の企画・調整）②

課長補佐（技術審査総括） 課長補佐（技術審査総括）

課長補佐（技術審査）④ 課長補佐（技術審査）④

担当課長（技術審査）
財政局契約部担当課長(公正入
札確保)を併任

担当課長（技術審査）
財政局契約部担当課長(公正入
札確保)を併任

課長補佐（委託契約総括） 課長補佐（委託契約総括）

上下水道局3



18 18

③名称変更

①廃止

名称変更

38 38

課長補佐（資金・財政計画） 課長補佐（資金・財政計画）

課長補佐（財務会計システムの
再構築）

課長補佐（財務会計システムの
再構築）

課長補佐（水道決算） 課長補佐（水道決算）

課長補佐（下水道経理総括） 課長補佐（下水道経理総括）

課長補佐（下水道決算）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（下水道決算）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

担当課長（技術開発） 担当課長（官民連携・技術開
発）

経理課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

経理課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

課長補佐（水道経理総括） 課長補佐（水道経理総括）

課長補佐（連携推進）② 課長補佐（連携推進）⑤

課長補佐（国際協力）

 課長補佐（技術開発）③

連携推進課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

連携推進課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

課長補佐（連携推進総括） 課長補佐（連携推進総括）

担当課長（運営体制改革）
<兼>⑥

担当課長（運営体制改革）
<兼>⑥

担当課長（DX推進） 担当課長（DX推進）

担当部長
（技術部門イノ
ベーション）

担当課長（技術調整・GX推進） 担当部長
（技術部門イノ
ベーション）

担当課長（技術調整・GX推進）

担当部長
（広報・連携推
進・国際協力）

担当部長
（広報・連携推
進・国際協力）

担当課長（運営体制・経営改
革）

担当課長（運営体制・経営改
革）

担当課長（経営改革）
<兼>⑭

担当課長（経営改革）
<兼>⑭

上下水道局4



12 12

18 18

33 33

課長補佐（管路情報総括） 課長補佐（管路情報総括）

担当課長（技術情報推進） 担当課長（技術情報推進）

課長補佐（情報ネットワーク管
理の企画・調整）
上下水道局浄水管理課課長補佐
(制御系システムセキュリティ
対策)を兼務

課長補佐（情報ネットワーク管
理の企画・調整）
上下水道局浄水管理課課長補佐
(制御系システムセキュリティ
対策)を兼務

課長補佐（技術システム管理総
括）

課長補佐（技術システム管理総
括）

課長補佐（技術情報推進） 課長補佐（技術情報推進）

情報システム課
課長

情報システム課
課長

課長補佐（情報企画総括） 課長補佐（情報企画総括）

課長補佐（情報基盤総括） 課長補佐（情報基盤総括）

課長補佐（活用推進総括） 課長補佐（活用推進総括）

課長補佐（資産活用の企画・調
整）

課長補佐（資産活用の企画・調
整）

課長補佐（用地） 課長補佐（用地）

課長補佐（広報施策の企画・調
整）

課長補佐（広報施策の企画・調
整）

資産活用課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

資産活用課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

課長補佐（資産管理総括） 課長補佐（資産管理総括）

広報サービス課
課長

広報サービス課
課長

課長補佐（お客さまサービス総
括）

課長補佐（お客さまサービス総
括）

課長補佐（広報総括） 課長補佐（広報総括）

担当課長（資金・財政計画） 担当課長（資金・財政計画）

上下水道局5



39 39

②廃止

35 35

48 48

課長補佐（排水設備） 課長補佐（排水設備）

担当課長（利用促進） 担当課長（利用促進）

給排水設備課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

給排水設備課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

課長補佐（給排水総括） 課長補佐（給排水総括）

課長補佐（収納管理総括） 課長補佐（収納管理総括）

課長補佐（利用促進総括） 課長補佐（利用促進総括）

課長補佐（利用促進） 課長補佐（利用促進）

課長補佐（料金総括） 課長補佐（料金総括）

課長補佐（検針業務の効率化） 課長補佐（検針業務の効率化）

課長補佐（料金関係委託管理) 課長補佐（料金関係委託管理)

担当課長（営業業務の企画・調
整）
上下水道局企画経理部担当課長
(運営体制改革)を兼務

担当課長（営業業務の企画・調
整）
上下水道局企画経理部担当課長
(運営体制改革)を兼務

担当課長（受付センター・営業
システム）

担当課長（受付センター・営業
システム）

料金課
課長

料金課
課長

課長補佐（受付センター管理総
括）

課長補佐（受付センター管理総
括）

課長補佐（営業システム管理総
括）

課長補佐（営業システム管理総
括）

 課長補佐（営業システム開発)②

課長補佐（事務総括） 課長補佐（事務総括）

課長補佐（営業推進総括） 課長補佐（営業推進総括）

課長補佐（営業業務の企画・調
整)

課長補佐（営業業務の企画・調
整)

営業部
部長

461
営業課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

営業部
部長

461
営業課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

上下水道局6



廃止

334 334

西部営業センター 78 西部営業センター 78

南部営業センター 83 南部営業センター 83

東部営業センター 88 東部営業センター 88

北部営業センター 85 北部営業センター 85

センター長補佐（給排水工事） センター長補佐（給排水工事）

センター長補佐（地域サービス
総括）

センター長補佐（地域サービス
総括）

センター長補佐（地域サービ
ス）

センター長補佐（地域サービ
ス）

センター長補佐（営業総括） センター長補佐（営業総括）

センター長補佐（料金関係事
務）②

センター長補佐（料金関係事
務）②

センター長補佐（給排水工事総
括）

センター長補佐（給排水工事総
括）

担当課長（給排水業務の企画・
調整）
上下水道局企画経理部担当課長
(運営体制改革)を兼務

担当課長（給排水業務の企画・
調整）
上下水道局企画経理部担当課長
(運営体制改革)を兼務

営業センター(4)
センター長

営業センター(4)
センター長

副センター長 副センター長

課長補佐（量水器総括） 課長補佐（量水器総括）

 課長補佐（量水器管理体制の整
 備）

課長補佐（給排水業務の企画・
調整）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（給排水業務の企画・
調整）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（貯水槽水道・排水設
備指導）

課長補佐（貯水槽水道・排水設
備指導）

課長補佐（審査総括） 課長補佐（審査総括）

上下水道局7



36 36

18 18

新設

名称変更

課長補佐（大規模施設計画）

課長補佐（水源地域調整） 課長補佐（水源施設調整）

課長補佐（設備事業調整） 課長補佐（設備事業調整）

課長補佐（水資源）
総務局企画課課長補佐(企画・
水に係る施策の調整)を併任

課長補佐（水資源）
総務局企画課課長補佐(企画・
水に係る施策の調整)を併任

課長補佐（利水総括） 課長補佐（利水総括）

水道計画課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

水道計画課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

課長補佐（計画総括） 課長補佐（計画総括）

課長補佐（土木事業調整） 課長補佐（土木事業調整）

担当課長（汚泥処理の再構築） 担当課長（汚泥処理の再構築）

担当課長（下水処理の再構築） 担当課長（下水処理の再構築）

担当課長（水に係る施策の調
整）
総務局企画部担当課長(企画・
水に係る施策の調整)を併任

担当課長（水に係る施策の調
整）
総務局企画部担当課長(企画・
水に係る施策の調整)を併任

課長補佐（設備の改築） 課長補佐（設備の改築）

課長補佐（下水処理の再構築） 課長補佐（下水処理の再構築）

担当課長（流域管理） 担当課長（流域管理）

課長補佐（浸水対策） 課長補佐（浸水対策）

課長補佐（水環境改善） 課長補佐（水環境改善）

課長補佐（汚泥処理の再構築） 課長補佐（汚泥処理の再構築）

課長補佐（基本計画総括） 課長補佐（基本計画総括）

課長補佐（事業計画総括） 課長補佐（事業計画総括）

課長補佐（事業調整総括） 課長補佐（事業調整総括）

1,343
計画部
部長

89
下水道計画課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

課長補佐（事務総括） 課長補佐（事務総括）

技術本部
本部長<兼>

1,343
計画部
部長

89
下水道計画課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

技術本部
本部長<兼>

上下水道局8



28 28

40 40

47 47

課長補佐（建築） 課長補佐（建築）

課長補佐（電気総括） 課長補佐（電気総括）

課長補佐（電気） 課長補佐（電気）

担当課長（大規模施設建設の設
計・工事調整・安全監理対策）

担当課長（大規模施設建設の設
計・工事調整・安全監理対策）

施設課
課長

施設課
課長

課長補佐（建築総括） 課長補佐（建築総括）

課長補佐（下水土木設計総括） 課長補佐（下水土木設計総括）

課長補佐（大規模施設建設の設
計・工事調整）

課長補佐（大規模施設建設の設
計・工事調整）

課長補佐（大規模施設建設の安
全監理対策）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（大規模施設建設の安
全監理対策）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（事務総括） 課長補佐（事務総括）

課長補佐（水道土木設計総括） 課長補佐（水道土木設計総括）

課長補佐（下水幹線設計総括） 課長補佐（下水幹線設計総括）

建設部
部長

140
工務課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

建設部
部長

140
工務課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

課長補佐（検査・監理指導）③ 課長補佐（検査・監理指導）③

課長補佐（検査・監理指導）②
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（検査・監理指導）②
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

担当課長（検査・監理指導業務
の企画・調整）

担当課長（検査・監理指導業務
の企画・調整）

課長補佐（土木基準総括） 課長補佐（土木基準総括）

課長補佐（施設基準総括） 課長補佐（施設基準総括）

課長補佐（検査・監理指導業務
の企画・調整）

課長補佐（検査・監理指導業務
の企画・調整）

担当課長（水資源） 担当課長（水資源）

技術管理課
課長

技術管理課
課長

上下水道局9



50 50

26 26

15 15
保全課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

保全課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

課長補佐（管理総括） 課長補佐（管理総括）

課長補佐（管路業務の企画・調
整）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（管路業務の企画・調
整）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

担当課長（管路業務の企画・調
整）
上下水道局企画経理部担当課長
(運営体制改革)を兼務

担当課長（管路業務の企画・調
整）
上下水道局企画経理部担当課長
(運営体制改革)を兼務

課長補佐（事務総括） 課長補佐（事務総括）

課長補佐（管路工事事務の総合
調整）

課長補佐（管路工事事務の総合
調整）

課長補佐（配水計画総括） 課長補佐（配水計画総括）

所長補佐（下水南部工事総括） 所長補佐（下水南部工事総括）

管路部
部長

502
配水課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

管路部
部長

502
配水課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

所長補佐（事務総括） 所長補佐（事務総括）

所長補佐（水道工事総括） 所長補佐（水道工事総括）

所長補佐（下水北部工事総括） 所長補佐（下水北部工事総括）

担当課長（設計・工事調整） 担当課長（設計・工事調整）

建設工事事務所
所長

建設工事事務所
所長

副所長 副所長

課長補佐（機械総括） 課長補佐（機械総括）

課長補佐（機械） 課長補佐（機械）

課長補佐（工事調整・安全監理
対策）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（工事調整・安全監理
対策）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

上下水道局10



10 10

35 35

38 38

新設

375 375

センター長補佐（事務総括） センター長補佐（事務総括）

センター長補佐（配水維持総括） センター長補佐（配水維持総括） 

センター長補佐（配水工事総括） センター長補佐（配水工事総括） 

センター長補佐（下水維持総括） センター長補佐（下水維持総括） 

課長補佐（下水道整備の促進） 課長補佐（下水道整備の促進）

課長補佐（西部設計総括） 課長補佐（西部設計総括）

管路センター(4)
センター長

管路センター(4)
センター長

下水設計課
課長

下水設計課
課長

課長補佐（拡張設計総括） 課長補佐（拡張設計総括）

課長補佐（東部設計総括） 課長補佐（東部設計総括）

課長補佐（西部設計総括） 課長補佐（西部設計総括）

課長補佐（受託設計総括） 課長補佐（受託設計総括）

課長補佐（設計・施工管理業務
に係る企画・調整）

課長補佐（設計・施工管理業務
に係る企画・調整）

課長補佐（リニア関連工事・占
用調整）

課長補佐（リニア関連工事・占
用調整）

配水設計課
課長

配水設計課
課長

課長補佐（東部設計総括） 課長補佐（東部設計総括）

課長補佐（大規模開発に係る下
水管路維持管理の総合調整）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（大規模開発に係る下
水管路維持管理の総合調整）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

担当課長（大規模開発に係る下
水管路維持管理の総合調整）
上下水道局企画経理部担当課長
(運営体制改革)を兼務

担当課長（大規模開発に係る下
水管路維持管理の総合調整）
上下水道局企画経理部担当課長
(運営体制改革)を兼務

担当部長
（リニア関連工
事調整・管路工
事統括）

管路工事調整課
課長

担当部長
（リニア関連工
事調整・管路工
事統括）

管路工事調整課
課長

課長補佐（管路工事総括） 課長補佐（管路工事総括）

課長補佐（維持総括） 課長補佐（維持総括）

課長補佐（管路計画総括） 課長補佐（管路計画総括）

課長補佐（設計・施工管理業務
に係る企画・調整）

上下水道局11



  

センター長補佐（下水工事総括） センター長補佐（下水工事総括） 

29 29

課長補佐（汚泥処理処分） 課長補佐（汚泥処理処分）

担当課長（施設管理体制の企
画・調整）
上下水道局企画経理部担当課長
(運営体制改革)を兼務

担当課長（施設管理体制の企
画・調整）
上下水道局企画経理部担当課長
(運営体制改革)を兼務

課長補佐（処理水質管理）
上下水道局水質管理課課長補佐
(処理水質の総合調整)を兼務

課長補佐（処理水質管理）
上下水道局水質管理課課長補佐
(処理水質の総合調整)を兼務

課長補佐（施設管理体制の企
画・調整）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（施設管理体制の企
画・調整）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（監理調整） 課長補佐（監理調整）

課長補佐（事務総括） 課長補佐（事務総括）

担当部長
（施設整備・管
理調整）

課長補佐（管理事務調整） 担当部長
（施設整備・管
理調整）

課長補佐（管理事務調整）

課長補佐（処理管理総括） 課長補佐（処理管理総括）

課長補佐（排水管理）
上下水道局防災課課長補佐(風
水害対策)を兼務

課長補佐（排水管理）
上下水道局防災課課長補佐(風
水害対策)を兼務

施設部
部長

610
施設管理課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

施設部
部長

610
施設管理課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

西部管路センター 97 西部管路センター 97

南部管路センター 88 南部管路センター 88

東部管路センター 93 東部管路センター 93

北部管路センター 97 北部管路センター 97

センター長補佐（名古屋駅周辺
開発に係る下水管路維持管理の
調整）
（北部管路センターに限る。）

センター長補佐（名古屋駅周辺
開発に係る下水管路維持管理の
調整）
（北部管路センターに限る。）

担当センター長
（配水管路管理）

担当センター長
（配水管路管理）

担当センター長
（下水管路管理）

担当センター長
（下水管路管理）

上下水道局12



12 12

38 38

課長補佐（水道水質の総合調
整）<兼>

課長補佐（水道水質の総合調
整）<兼>

課長補佐（処理水質の総合調
整）<兼>

課長補佐（処理水質の総合調
整）<兼>

課長補佐（水道水質調整) 課長補佐（水道水質調整)

課長補佐（処理水質管理総括） 課長補佐（処理水質管理総括）

課長補佐（処理水質調整）② 課長補佐（処理水質調整）②

課長補佐（管理指導総括） 課長補佐（管理指導総括）

課長補佐（工場排水指導）② 課長補佐（工場排水指導）②

課長補佐（水道水質管理総括） 課長補佐（水道水質管理総括）

担当課長（浄水管理体制の企
画・調整）
上下水道局企画経理部担当課長
(運営体制改革)を兼務

担当課長（浄水管理体制の企
画・調整）
上下水道局企画経理部担当課長
(運営体制改革)を兼務

担当課長（工業用水） 担当課長（工業用水）

水質管理課
課長

水質管理課
課長

課長補佐（水道水質管理）
上下水道局水質管理課課長補佐
(水道水質の総合調整)を兼務

課長補佐（水道水質管理）
上下水道局水質管理課課長補佐
(水道水質の総合調整)を兼務

課長補佐（浄水管理体制の企
画・調整）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（浄水管理体制の企
画・調整）
上下水道局人材育成推進課課長
補佐(人材育成推進)を兼務

課長補佐（工業用水） 課長補佐（工業用水）

浄水管理課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

浄水管理課
課長
上下水道局企画経理部担当課長
(経営改革)を兼務

課長補佐（浄水管理総括） 課長補佐（浄水管理総括）

課長補佐（制御系システムセ
キュリティ対策）
<兼>

課長補佐（制御系システムセ
キュリティ対策）
<兼>

担当課長（汚泥処理処分・事業
系環境対策）

担当課長（汚泥処理処分・事業
系環境対策）

上下水道局13



76 76

建制順の変更

158 158

289 289

所長補佐（守山処理総括）
（北部水処理事務所に限る。）

所長補佐（守山処理総括）
（北部水処理事務所に限る。）

副所長 副所長

所長補佐（事務総括） 所長補佐（事務総括）

所長補佐（名城処理総括）
（北部水処理事務所に限る。）

所長補佐（名城処理総括）
（北部水処理事務所に限る。）

大治浄水場 53 大治浄水場 53

水処理事務所(4)
所長

水処理事務所(4)
所長

春日井浄水場 48 春日井浄水場 48

鍋屋上野浄水場 57 鍋屋上野浄水場 57

場長補佐（水質総括） 場長補佐（水質総括）

場長補佐（浄水総括） 場長補佐（浄水総括）

場長補佐（設備・管理体制の整
備）

場長補佐（設備・管理体制の整
備）

担当課長（設備保全管理の総合
調整）

担当課長（設備保全管理の総合
調整）

浄水場(3)
場長

浄水場(3)
場長

場長補佐（事務総括） 場長補佐（事務総括）

課長補佐（建築整備総括） 課長補佐（機械整備総括）

課長補佐（電気整備総括） 課長補佐（設備保全総括）

課長補佐（機械整備総括） 課長補佐（伝馬町処理）

課長補佐（土木整備総括） 課長補佐（土木整備総括）

課長補佐（設備保全総括） 課長補佐（建築整備総括）

課長補佐（伝馬町処理）

担当課長（処理水質の総合調
整）

担当課長（処理水質の総合調
整）

施設整備課
課長

施設整備課
課長

課長補佐（整備計画総括） 課長補佐（整備計画総括）

課長補佐（電気整備総括）

担当課長（水道水質の総合調
整）

担当課長（水道水質の総合調
整）

上下水道局14



南部水処理事務所 92 南部水処理事務所 92

東部水処理事務所 79 東部水処理事務所 79

西部水処理事務所 68 西部水処理事務所 68

所長補佐（空見スラッジリサイ
クルセンター管理調整）
（南部水処理事務所に限る。）

所長補佐（空見スラッジリサイ
クルセンター管理調整）
（南部水処理事務所に限る。）

担当所長（空見スラッジリサイ
クルセンター管理調整）
<兼>
（南部水処理事務所に限る。）

担当所長（空見スラッジリサイ
クルセンター管理調整）
<兼>
（南部水処理事務所に限る。）

北部水処理事務所 50 北部水処理事務所 50

所長補佐（山崎処理総括）
（南部水処理事務所に限る。）

所長補佐（山崎処理総括）
（南部水処理事務所に限る。）

所長補佐（ポンプ施設整備）
（南部水処理事務所を除く。）

所長補佐（ポンプ施設整備）
（南部水処理事務所を除く。）

所長補佐（ポンプ施設整備）②
（南部水処理事務所に限る。）

所長補佐（ポンプ施設整備）②
（南部水処理事務所に限る。）

所長補佐（岩塚処理総括）
（西部水処理事務所に限る。）

所長補佐（岩塚処理総括）
（西部水処理事務所に限る。）

所長補佐（露橋処理)
（西部水処理事務所に限る。）

所長補佐（露橋処理)
（西部水処理事務所に限る。）

所長補佐（宝神処理総括）
（南部水処理事務所に限る。）

所長補佐（宝神処理総括）
（南部水処理事務所に限る。）

所長補佐（植田処理総括）
（東部水処理事務所に限る。）

所長補佐（植田処理総括）
（東部水処理事務所に限る。）

所長補佐（柴田汚泥処理）
（東部水処理事務所に限る。）

所長補佐（柴田汚泥処理）
（東部水処理事務所に限る。）

所長補佐（打出処理総括）
（西部水処理事務所に限る。）

所長補佐（打出処理総括）
（西部水処理事務所に限る。）

所長補佐（柴田処理総括）
（東部水処理事務所に限る。）

所長補佐（柴田処理総括）
（東部水処理事務所に限る。）

所長補佐（鳴海処理総括）
（東部水処理事務所に限る。）

所長補佐（鳴海処理総括）
（東部水処理事務所に限る。）

上下水道局15



令和8年度組織改正図

67 16 67 16

13 13

12 12

26 26
労務課
課長
交通局営業本部企画財務部担
当課長(経営改善)を兼務

労務課
課長
交通局営業本部企画財務部担
当課長(経営改善)を兼務

課長補佐（給与） 課長補佐（給与）

課長補佐（人事） 課長補佐（人事）

課長補佐（定員管理） 課長補佐（定員管理）

課長補佐（人材確保等）
交通局労務課課長補佐(労働事
情調査)を兼務

課長補佐（人材確保等）
交通局労務課課長補佐(労働事
情調査)を兼務

課長補佐（広報業務に関する総
合調整）

課長補佐（広報業務に関する総
合調整）

課長補佐（お客さまご意見） 課長補佐（お客さまご意見）

人事課
課長

人事課
課長

課長補佐（事務管理） 課長補佐（事務管理）

広報広聴課
課長

広報広聴課
課長

課長補佐（広報） 課長補佐（広報）

3,449
総務部
部長

総務課
課長
防災危機管理局担当課長(危機
管理に係る連絡調整)を併任

課長補佐（庶務） 課長補佐（庶務）

課長補佐（防災危機管理）
交通局安全監理課課長補佐(安
全対策推進)を兼務

課長補佐（防災危機管理）
交通局安全監理課課長補佐(安
全対策推進)を兼務

次長
交通局営業本部
長を兼務

次長
交通局営業本部
長を兼務

営業本部
本部長<兼>

3,449
総務部
部長

総務課
課長
防災危機管理局担当課長(危機
管理に係る連絡調整)を併任

営業本部
本部長<兼>

交通局
現行 改正案 備考

交通局
局長

4,374 交通局
局長

4,374

交通局1



38 9 38 9

29 29

75 22 75 22

課長補佐（経営改善） 課長補佐（経営改善）

課長補佐（経営改善）<兼>⑦ 課長補佐（経営改善）<兼>⑦

担当課長（企画調整） 担当課長（企画調整）

課長補佐（調査） 課長補佐（調査）

課長補佐（企画調整）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐（大会
準備・運営に係る連絡調整）
を併任

課長補佐（企画調整）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を併
任

課長補佐（企画調整） 課長補佐（企画調整）

課長補佐（企画） 課長補佐（企画）

課長補佐（運賃制度等） 課長補佐（運賃制度等）

課長補佐（交通関連情報調査） 課長補佐（交通関連情報調査）

課長補佐（技術研修） 課長補佐（技術研修）

企画財務部
部長

経営企画課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を併任

企画財務部
部長

経営企画課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を併任

課長補佐（研修企画） 課長補佐（研修企画）

課長補佐（電車研修） 課長補佐（電車研修）

課長補佐（自動車研修） 課長補佐（自動車研修）

課長補佐（安全対策推進） 課長補佐（安全対策推進）

課長補佐（安全対策推進）<兼>⑤ 課長補佐（安全対策推進）<兼>⑤

人材育成課
課長

人材育成課
課長

安全監理部
部長

安全監理課
課長

安全監理部
部長

安全監理課
課長

課長補佐（監理） 課長補佐（監理）

課長補佐（労働事情調査）<兼> 課長補佐（労働事情調査）<兼>

課長補佐（安全衛生） 課長補佐（安全衛生）

課長補佐（健康管理） 課長補佐（健康管理）

課長補佐（労務）
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

課長補佐（労務）
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

交通局2



11 11

名称変更

①拡充

19 19

15 15

8 8

89 17 89 17

課長補佐（企画）
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

課長補佐（企画）
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

課長補佐（電気・設備） 課長補佐（電気・設備）

課長補佐（技術管理の総合調整） 課長補佐（技術管理の総合調整）

営業統括部
部長

乗客誘致推進課
課長
交通局営業本部企画財務部担
当課長(経営改善)を兼務

営業統括部
部長

乗客誘致推進課
課長
交通局営業本部企画財務部担
当課長(経営改善)を兼務

課長補佐（契約） 課長補佐（契約）

技術管理課
課長
財政局契約部担当課長(公正入
札確保)を併任

技術管理課
課長
財政局契約部担当課長(公正入
札確保)を併任

課長補佐（土木・建築） 課長補佐（土木・建築）

課長補佐（資金・財政計画）
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

課長補佐（資金・財政計画）
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

会計課
課長

会計課
課長

課長補佐（出納） 課長補佐（出納）

財務課
課長
交通局営業本部企画財務部担
当課長(経営改善)を兼務

財務課
課長
交通局営業本部企画財務部担
当課長(経営改善)を兼務

課長補佐（予算） 課長補佐（予算）

課長補佐（決算） 課長補佐（決算）

デジタル推進課
課長

デジタル推進課
課長

課長補佐（情報管理） 課長補佐（DX推進総括）

課長補佐（DX推進） 課長補佐（DX推進）②

担当部長
（経営改善）

担当課長（経営改善） 担当部長
（経営改善）

担当課長（経営改善）

担当課長（経営改善）
<兼>⑦

担当課長（経営改善）
<兼>⑦

交通局3



31 31

41 41

名称変更

課長補佐（資産活用）② 名称変更

名称変更

廃止

新設

 担当課長（資産管理等）

担当課長（資産の有効活用）

担当課長（広告） 担当課長（広告）

課長補佐（資産管理） 課長補佐（資産管理）

課長補佐（不動産管理に係る企
画調整）

課長補佐（広告) 課長補佐（広告)

課長補佐（媒体開発） 課長補佐（媒体開発）

資産活用課
課長

資産活用課
課長

課長補佐（資産活用） 課長補佐（資産活用総括）

課長補佐（事業開発）

課長補佐（乗車券販売の利便性
向上）

課長補佐（乗車券販売の利便性
向上）

課長補佐（乗車券機器） 課長補佐（乗車券機器）

担当課長（乗車券機器）
<兼>

担当課長（乗車券機器）
<兼>

課長補佐（審査統計） 課長補佐（審査統計）

課長補佐（事業推進） 課長補佐（事業推進）

課長補佐（ＩＣカードシステム） 課長補佐（ＩＣカードシステム）

担当課長（利用者増加戦略） 担当課長（利用者増加戦略）

営業課
課長

営業課
課長

課長補佐（営業） 課長補佐（営業）

課長補佐（事業） 課長補佐（事業）

課長補佐（利用者増加戦略） 課長補佐（利用者増加戦略）

交通局4



15 15

22 22

15 15

55 55

副長 副長

課長補佐（運転） 課長補佐（運転）

担当課長（運転管理）
<兼>

担当課長（運転管理）
<兼>

運転指令室
室長

運転指令室
室長

担当課長（施設管理） 担当課長（施設管理）

電車運転課
課長
交通局営業本部電車部担当課
長(運転管理)を兼務

電車運転課
課長
交通局営業本部電車部担当課
長(運転管理)を兼務

課長補佐（計画）
交通局安全監理課課長補佐(安
全対策推進)を兼務

課長補佐（計画）
交通局安全監理課課長補佐(安
全対策推進)を兼務

課長補佐（指導） 課長補佐（指導）

課長補佐（施設管理） 課長補佐（施設管理）

課長補佐（バリアフリー等） 課長補佐（バリアフリー等）

担当課長(地下鉄運輸業務に関
する総合調整)

担当課長(地下鉄運輸業務に関
する総合調整)

駅務課
課長
交通局営業本部営業統括部担
当課長(乗車券機器)を兼務

駅務課
課長
交通局営業本部営業統括部担
当課長(乗車券機器)を兼務

課長補佐（計画） 課長補佐（計画）

課長補佐（管理)
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

課長補佐（管理)
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

課長補佐（現業） 課長補佐（現業）

課長補佐（地下鉄運輸業務に関
する総合調整）

課長補佐（地下鉄運輸業務に関
する総合調整）

電車部
部長

107
運輸課
課長
交通局営業本部企画財務部担
当課長(経営改善)を兼務

電車部
部長

107
運輸課
課長
交通局営業本部企画財務部担
当課長(経営改善)を兼務

交通局5



東山線駅務区 東山線駅務区

Ⅲ駅務区長 Ⅲ駅務区長

Ⅳ管区駅長④ Ⅳ管区駅長④

名城線北部駅務区 名城線北部駅務区

Ⅲ駅務区長 Ⅲ駅務区長

Ⅳ管区駅長③ Ⅳ管区駅長③

名城線南部駅務区 名城線南部駅務区

Ⅲ駅務区長 Ⅲ駅務区長

Ⅳ管区駅長③ Ⅳ管区駅長③

鶴舞線駅務区 鶴舞線駅務区

Ⅲ駅務区長 Ⅲ駅務区長

Ⅳ管区駅長④ Ⅳ管区駅長④

桜通線駅務区 桜通線駅務区

Ⅲ駅務区長 Ⅲ駅務区長

Ⅳ管区駅長③ Ⅳ管区駅長③

東山線運転区 東山線運転区

Ⅲ運転区長 Ⅲ運転区長

Ⅳ副長④ Ⅳ副長④

名城線運転区 名城線運転区

Ⅲ運転区長 Ⅲ運転区長

Ⅳ副長④ Ⅳ副長④

鶴舞線運転区 鶴舞線運転区

Ⅲ運転区長 Ⅲ運転区長

Ⅳ副長③ Ⅳ副長③

桜通線運転区 桜通線運転区

Ⅲ運転区長 Ⅲ運転区長

Ⅳ副長③ Ⅳ副長③

273 273

231 231

133 133

130 130

運転区(4) 運転区(4)

227 227

139 139

134 134

187 187

駅務区(5) 駅務区(5)

184 184

交通局6



18 18

19 19

19 19

30 30

20 20

課長補佐（計画） 課長補佐（計画）

課長補佐（車庫） 課長補佐（車庫）

営業所(7) 営業所(7)

課長補佐（指導） 課長補佐（指導）

課長補佐（接遇・安全対策）
交通局安全監理課課長補佐(安
全対策推進)を兼務

課長補佐（接遇・安全対策）
交通局安全監理課課長補佐(安
全対策推進)を兼務

自動車車両課
課長

自動車車両課
課長

課長補佐（工事） 課長補佐（工事）

自動車運転課
課長

自動車運転課
課長

課長補佐（運転サービス） 課長補佐（運転サービス）

課長補佐（運行計画） 課長補佐（運行計画）

自動車施設課
課長

自動車施設課
課長

課長補佐（施設） 課長補佐（施設）

課長補佐（自動車運輸業務に関
する総合調整）

課長補佐（自動車運輸業務に関
する総合調整）

路線計画課
課長

路線計画課
課長

課長補佐（路線計画） 課長補佐（路線計画）

課長補佐（管理） 課長補佐（管理）

課長補佐（企画財務）
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

課長補佐（企画財務）
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

課長補佐（現業） 課長補佐（現業）

自動車部
部長

106
管理課
課長
交通局営業本部企画財務部担
当課長(経営改善)を兼務

自動車部
部長

106
管理課
課長
交通局営業本部企画財務部担
当課長(経営改善)を兼務
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如意営業所 中川営業所 稲西営業所 如意営業所 中川営業所 稲西営業所

Ⅲ所長 Ⅲ所長 Ⅲ所長 Ⅲ所長 Ⅲ所長 Ⅲ所長

Ⅳ副長② Ⅳ副長② Ⅳ副長② Ⅳ副長② Ⅳ副長② Ⅳ副長②

Ⅳ副長（整備） Ⅳ副長（整備） Ⅳ副長（整備） Ⅳ副長（整備） Ⅳ副長（整備） Ⅳ副長（整備）

鳴尾営業所 緑営業所 猪高営業所 鳴尾営業所 緑営業所 猪高営業所

Ⅲ所長 Ⅲ所長 Ⅲ所長 Ⅲ所長 Ⅲ所長 Ⅲ所長

Ⅳ副長② Ⅳ副長② Ⅳ副長② Ⅳ副長② Ⅳ副長② Ⅳ副長②

Ⅳ副長（整備） Ⅳ副長（整備） Ⅳ副長（整備） Ⅳ副長（整備） Ⅳ副長（整備） Ⅳ副長（整備）

御器所営業所 御器所営業所

Ⅲ所長 Ⅲ所長

Ⅳ副長② Ⅳ副長②

Ⅳ副長（整備） Ⅳ副長（整備）

35 35

新設

廃止

担当課長（施設改良）

担当部長
（リニア関連工
事等調整）

担当課長（リニア関連工事等調
整）

担当部長
（リニア関連工
事等調整）

担当課長（リニア関連工事等調
整）

 担当課長（耐震対策等）

課長補佐（工事） 課長補佐（工事）

課長補佐（リニア関連工事等調
整）

課長補佐（リニア関連工事等調
整）

担当課長（鉄道土木設計管理）
<兼>

担当課長（鉄道土木設計管理）
<兼>

334 施設計画課
課長
・交通局営業本部企画財務部
担当課長(経営改善)を兼務
・交通局技術本部施設部担当
課長(鉄道土木設計管理)を兼
務

課長補佐（管理）
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

課長補佐（管理）
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

課長補佐（計画） 課長補佐（計画）

116 116

技術本部
本部長

922 施設部
部長

334 施設計画課
課長
・交通局営業本部企画財務部
担当課長(経営改善)を兼務
・交通局技術本部施設部担当
課長(鉄道土木設計管理)を兼
務

技術本部
本部長

922 施設部
部長

231 192 180 231 192 180

180 236 196 180 236 196
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15 15

33 33

28 28

143 143

80 80

27 27

所長補佐（設備） 所長補佐（設備）

所長補佐（設備改良） 所長補佐（設備改良）

車両電気部
部長

588 電車車両課
課長
・交通局営業本部企画財務部
担当課長(経営改善)を兼務
・交通局技術本部車両電気部
担当課長(鉄道車両設計管理)
を兼務

車両電気部
部長

588 電車車両課
課長
・交通局営業本部企画財務部
担当課長(経営改善)を兼務
・交通局技術本部車両電気部
担当課長(鉄道車両設計管理)
を兼務

施設事務所
所長

施設事務所
所長

所長補佐（施設） 所長補佐（施設）

所長補佐（施設改良） 所長補佐（施設改良）

所長補佐（名城線保線） 所長補佐（名城線保線）

所長補佐（鶴舞線保線） 所長補佐（鶴舞線保線）

所長補佐（桜通線保線） 所長補佐（桜通線保線）

所長補佐（技術） 所長補佐（技術）

所長補佐（工事） 所長補佐（工事）

所長補佐（東山線保線） 所長補佐（東山線保線）

課長補佐（設備改良） 課長補佐（設備改良）

課長補佐（設備更新） 課長補佐（設備更新）

軌道事務所
所長

軌道事務所
所長

課長補佐（建築施設更新） 課長補佐（建築施設更新）

設備課
課長

設備課
課長

課長補佐（設備） 課長補佐（設備）

営繕課
課長

営繕課
課長

課長補佐（営繕） 課長補佐（営繕）

課長補佐（営繕改良） 課長補佐（営繕改良）

工務課
課長

工務課
課長

課長補佐（工務）
交通局安全監理課課長補佐(安
全対策推進)を兼務

課長補佐（工務）
交通局安全監理課課長補佐(安
全対策推進)を兼務

課長補佐（軌道） 課長補佐（軌道）
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43 43

110 110

92 92

工場長補佐（検車） 工場長補佐（検車）

工場長補佐（修車） 工場長補佐（修車）

工場長補佐（修車） 工場長補佐（修車）

名港工場
工場長

名港工場
工場長

工場長補佐（管理） 工場長補佐（管理）

藤が丘工場
工場長

藤が丘工場
工場長

工場長補佐（管理） 工場長補佐（管理）

工場長補佐（検車） 工場長補佐（検車）

課長補佐（電気設備更新） 課長補佐（電気設備更新）

担当課長（鉄道電気設計管理）
<兼>

担当課長（鉄道電気設計管理）
<兼>

担当課長（電気設備更新） 担当課長（電気設備更新）

課長補佐（計画） 課長補佐（計画）

課長補佐（電力） 課長補佐（電力）

課長補佐（信号通信） 課長補佐（信号通信）

課長補佐（車両検査周期延伸） 課長補佐（車両検査周期延伸）

担当課長（鉄道車両設計管理）
<兼>

担当課長（鉄道車両設計管理）
<兼>

電気課
課長
交通局技術本部車両電気部担
当課長(鉄道電気設計管理)を
兼務

電気課
課長
交通局技術本部車両電気部担
当課長(鉄道電気設計管理)を
兼務

課長補佐（管理）
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

課長補佐（管理）
交通局経営企画課課長補佐(経
営改善)を兼務

課長補佐（計画）
交通局安全監理課課長補佐(安
全対策推進)を兼務

課長補佐（計画）
交通局安全監理課課長補佐(安
全対策推進)を兼務

課長補佐（整備） 課長補佐（整備）
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132 132

184 184

名称変更

新設

所長補佐（名城線信号通信） 所長補佐（名城線信号通信）

所長補佐（鶴舞線信号通信） 所長補佐（鶴舞線信号通信）

所長補佐（桜通線信号通信） 所長補佐（桜通線信号通信）

所長補佐（鶴舞線電路） 所長補佐（鶴舞線電路）

所長補佐（桜通線電路） 所長補佐（桜通線電路）

所長補佐（東山線信号通信） 所長補佐（東山線信号通信）

所長補佐（変電） 所長補佐（変電）

所長補佐（電気指令）

所長補佐（東山線電路） 所長補佐（東山線電路）

所長補佐（名城線電路） 所長補佐（名城線電路）

工場長補佐（修車） 工場長補佐（修車）

電気事務所
所長

電気事務所
所長

所長補佐（管理）

所長補佐（工事）

工場長補佐（管理） 工場長補佐（管理）

工場長補佐（検車） 工場長補佐（検車）

工場長補佐（徳重検車） 工場長補佐（徳重検車）

日進工場
工場長

日進工場
工場長
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